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名
古
屋
城
天
守
は
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
に
完
成
し
て
以
降
、

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
ま
で
の
間
に
、
計
十
三
度
の
修
復
工
事
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
修
復
工
事
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
修
理
を
除

い
て
、
屋
根
・
壁
・
破
風
な
ど
の
細
部
修
理
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
な
る
と
、
尾
張
藩
内
で
石
垣
の

孕
み
だ
し
に
と
も
な
う
天
守
の
傾
き
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天

守
の
部
分
解
体
を
含
む
大
規
模
な
修
復
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
か
ら
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
ま
で
の
約

三
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
宝
暦
大
修
理
で
あ
る
。
こ
の
修
理
に
つ

い
て
は
、
図
面
を
含
む
数
々
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
お

け
る
城
郭
修
理
の
中
で
も
類
例
の
な
い
大
規
模
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。

　

宝
暦
大
修
理
に
関
し
て
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
発
表
さ
れ

た
城
戸
久
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
、
概
要
お
よ
び
具
体
的
な
検
討
成
果
が
初

め
て
示
さ
れ
た
。
城
戸
氏
は
、
尾
張
藩
士
・
奥
村
得
義
が
筆
写
し
た
史
料

で
あ
る
「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復 

中
」
に
収
録
さ
れ
た
宝
暦
大
修
理

に
関
す
る
記
録
と
、
論
文
執
筆
当
時
に
陸
軍
築
城
部
本
部
が
所
持
し
て
い

た
宝
暦
大
修
理
の
図
面
史
料
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
守
の
修
理
前

の
状
況
と
工
事
経
過
を
検
討
し
、
修
理
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

城
戸
氏
の
研
究
以
降
、
宝
暦
大
修
理
は
ほ
と
ん
ど
再
検
討
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
お
お
む
ね
城
戸
氏
の
研
究
成
果
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
城
戸
論
文
で
は
、
宝
暦
大
修
理
の
基
礎
的
な
文
献
史
料
と
い
え
る
「
御

天
守
御
修
復
取
掛
り
ゟ
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」（
以
下
、「
仕
様
之
大

法
」）
が
参
照
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
図
面
史
料
の
具
体
的
な
検
討
も
、

長
き
に
わ
た
っ
て
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
平
成

二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
は
、麓
和
善
氏
・
加
藤
由
香
氏
に
よ
っ
て
、「
仕

様
之
大
法
」
を
含
む
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

　

麓
氏
ら
の
論
文
で
は
、「
仕
様
之
大
法
」
を
は
じ
め
と
す
る
名
古
屋
城

総
合
事
務
所
が
所
蔵
す
る
関
係
史
料
の
ほ
か
、
新
発
見
の
伊
藤
次
郎
左
衛

門
家
に
伝
来
し
た
図
面
史
料
を
検
討
し
、
工
事
内
容
を
詳
細
に
分
析
し
て

い
る
。
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
の
所
蔵
者
と
伝
来
に
つ
い
て
の
考
察
を
は

解
題
１　

名
古
屋
城
天
守
の
宝
暦
大
修
理
と
「
仕
様
之
大
法
」　　
　
　
　

  

堀
内
亮
介

解
題
２　

明
治
以
降
に
お
け
る
名
古
屋
城
関
係
史
料
の
伝
来
に
つ
い
て　
　

木
村
慎
平

〈
翻
刻
〉「
御
天
守
御
修
復
取
掛
り
ゟ
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」

解
題
１　
名
古
屋
城
天
守
の
宝
暦
大
修
理
と「
仕
様
之
大
法
」

は
じ
め
に
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じ
め
、
天
守
を
引
き
上
げ
る
際
の
工
程
や
石
垣
積
み
替
え
工
事
の
手
順

な
ど
を
具
体
的
に
論
じ
て
お
り
、
宝
暦
大
修
理
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
先
学
に
よ
る
研
究
成
果
に
よ
り
、
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料

は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
城
郭
の
大
規
模
な
修
復
方
法
を
知
る
う
え
で
、

高
い
価
値
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
仕
様

之
大
法
」
は
、
宝
暦
大
修
理
完
了
後
に
、
尾
張
藩
の
作
事
奉
行
と
普
請

奉
行
が
工
事
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
工
事
の
全
体
像
を
具
体
的

に
把
握
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
紀
要
で
「
仕
様
之
大
法
」
の
全
文
翻
刻
を
掲
載
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
史
料
を
広
く
一
般
に
紹
介
し
、
今
後
の
名
古
屋

城
お
よ
び
城
郭
修
理
に
関
す
る
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

一　

宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
の
伝
来
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
、
本
稿
で
翻
刻
を
掲
載
す
る
「
仕
様
之
大
法
」
を
中
心
に
、
宝

暦
大
修
理
関
係
史
料
の
概
要
と
伝
来
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
の
概
要

　

現
在
確
認
で
き
る
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
は
、
①
名
古
屋
城
総
合
事
務

所
所
蔵
史
料
（
以
下
、
名
古
屋
城
本
）、
②
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵

史
料
（
以
下
、
宮
内
公
文
書
館
本
）、
③
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
に
伝
来
し

た
個
人
所
蔵
史
料
（
以
下
、
伊
藤
家
本
）
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
史
料
の
内
訳
を
比
較
し
た
も
の
が
、
表
１
（
六
四
頁
）
で
あ
る
。

　

な
お
、
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫
の
未
整
理
史
料
の
中
に
も
、「
御
城
御
石

垣
絵
図
」
を
は
じ
め
と
す
る
名
古
屋
城
関
係
史
料
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

宝
暦
大
修
理
関
連
の
史
料
が
存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
。
図
書
寮
文
庫
史

料
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
実
見
し
て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
検
討
課

題
と
し
た
い
。

　

ほ
か
に
確
認
で
き
る
関
係
史
料
と
し
て
は
、
伊
藤
家
本
の
写
本
で
あ

る
④
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
所
蔵
史
料
、
⑤
徳
川
林
政
史
研
究
所

所
蔵
の
「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復　

中
」
が
あ
る
。

　

ま
た
、
近
代
に
は
所
在
が
確
認
で
き
て
い
た
も
の
の
、
現
在
は
所
在

不
明
と
な
っ
て
い
る
史
料
も
存
在
す
る
。

　

ま
ず
、
宮
内
公
文
書
館
本
の
筆
写
元
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
、

愛
知
県
土
木
課
所
蔵
史
料
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
先
述
し
た
城
戸
論

文
に
は
、
陸
軍
築
城
部
本
部
の
所
蔵
史
料
と
し
て
、
宝
暦
大
修
理
関
係
の

図
面
史
料
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
に
陸
軍
築
城
部
本
部
が
関
係
史

料
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、

現
在
で
は
所
在
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

本
稿
で
翻
刻
し
た
「
仕
様
之
大
法
」
は
、
現
在
、
名
古
屋
城
本
と
宮
内

公
文
書
館
本
に
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
ず
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、

名
古
屋
城
本
と
宮
内
公
文
書
館
本
に
つ
い
て
概
説
し
、
内
訳
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
仕
様
之
大
法
」
の
伝
来
過
程
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。

（
２
）
名
古
屋
城
本
と
宮
内
公
文
書
館
本

　

ま
ず
、
名
古
屋
城
本
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
名
古
屋
離
宮
の
宮

内
省
か
ら
名
古
屋
市
へ
の
移
管
に
あ
わ
せ
て
、
名
古
屋
城
の
所
蔵
と
な
っ

7

8

9



53 名古屋城調査研究センター研究紀要　第１号（2020 年）　

た
史
料
で
、
黄
表
紙
の
Ⓐ
「
内
匠
寮
本
」
と
青
表
紙
の
Ⓑ
「
主
殿
寮
本
」

の
二
系
統
が
あ
る
。
表
装
・
紙
質
・
蔵
書
印
・
伝
来
過
程 

か
ら
、
こ
れ

ら
二
つ
の
史
料
は
、
宮
内
省
が
名
古
屋
離
宮
を
管
理
し
て
い
た
時
期
に

作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

内
匠
寮
本
と
主
殿
寮
本
は
、
現
在
そ
れ
ぞ
れ
「
金
城
録
付
録
」
と
「
金

城
温
古
録
付
属
書
類
」
と
し
て
管
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
群

に
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料

の
う
ち
、
図
面
史
料
は
内
匠
寮
本
と
主
殿
寮
本
の
両
方
に
存
在
す
る
が
、

「
仕
様
之
大
法
」
に
つ
い
て
は
内
匠
寮
本
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
。

　

一
方
、
宮
内
公
文
書
館
本
は
、「
名
古
屋
城
並
付
属
書
類
」
と
し
て
管

理
さ
れ
て
お
り
、「
金
城
録
」
な
ど
の
名
古
屋
城
全
般
に
関
す
る
史
料
の

中
に
「
仕
様
之
大
法
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
宮
内
公
文
書
館
本
の
伝
来
は

他
の
史
料
群
と
比
べ
て
明
確
で
、明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
一
月
に
、

宮
内
省
内
匠
寮
の
技
師
で
あ
っ
た
木
子
清
敬
が
、
当
時
愛
知
県
土
木
課

が
所
持
し
て
い
た
名
古
屋
城
関
係
史
料
を
借
り
受
け
て
筆
写
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

な
お
、
木
子
が
愛
知
県
土
木
課
か
ら
借
り
受
け
た
史
料
に
つ
い
て
は
、

先
述
し
た
と
お
り
所
在
不
明
で
あ
る
た
め
、
宮
内
公
文
書
館
本
「
仕
様

之
大
法
」
の
筆
写
元
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

つ
ま
り
、
現
在
確
認
で
き
る
「
仕
様
之
大
法
」
は
、
す
べ
て
近
代
に

宮
内
省
の
関
係
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
。
ま
た
、
二
系
統
の
名
古
屋
城
本
及
び
宮
内
公
文
書
館
本
の
史

料
内
訳
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
仕
様
之
大
法
」
を
含
む
史
料
の

転
写
関
係
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
。

　

ま
ず
、
表
１
の
内
匠
寮
本
と
主
殿
寮
本
を
比
較
す
る
と
、
主
殿
寮
本
に

含
ま
れ
て
い
る
史
料
は
す
べ
て
内
匠
寮
本
と
重
複
し
て
い
る
が
、
内
匠

寮
本
に
は
主
殿
寮
本
に
含
ま
れ
な
い
史
料
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
さ
ら
に
、
内
匠
寮
本
と
宮
内
公
文
書
館
本
を
比
較
す
る
と
、
内

匠
寮
本
か
ら
主
殿
寮
本
と
の
重
複
分
を
除
い
た
史
料
は
、
す
べ
て
宮
内

公
文
書
館
本
と
重
複
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、
内

匠
寮
本
は
、
主
殿
寮
本
と
宮
内
公
文
書
館
本
が
合
わ
さ
っ
た
史
料
群
で

あ
る
と
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
、
内
匠
寮
本
の
史
料
に
は
す
べ
て
黄
色

の
表
装
が
施
し
て
あ
り
、
筆
致
も
同
一
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
の
史
料

が
同
時
期
に
筆
写
さ
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
内
匠
寮
本
は
主
殿
寮
本
と
宮
内
公
文
書
館
本
が
そ
れ
ぞ

れ
成
立
し
た
後
で
、
何
ら
か
の
必
要
性
か
ら
両
方
を
筆
写
し
て
、
同
一

の
史
料
群
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、「
仕
様
之
大
法
」
の
伝
来
過
程
に
着
目
す
る
と
、

内
匠
寮
本
「
仕
様
之
大
法
」
は
主
殿
寮
本
に
由
来
す
る
図
面
史
料
と
は

異
な
り
、
宮
内
公
文
書
館
本
に
由
来
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

換
言
す
る
と
、
明
治
二
十
三
年
に
筆
写
さ
れ
た
宮
内
公
文
書
館
本
「
仕

様
之
大
法
」
を
さ
ら
に
筆
写
し
た
も
の
が
、
内
匠
寮
本
「
仕
様
之
大
法
」

で
あ
り
、
伝
来
過
程
を
見
る
限
り
で
は
、
宮
内
公
文
書
館
本
「
仕
様
之
大

法
」
が
よ
り
原
本
に
近
い
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宮
内

公
文
書
館
本
の
筆
写
元
で
あ
る
愛
知
県
土
木
課
所
蔵
の
「
仕
様
之
大
法
」

は
所
在
不
明
で
あ
る
た
め
、
現
在
確
認
で
き
る
「
仕
様
之
大
法
」
の
中

で
は
、
宮
内
公
文
書
館
本
が
も
っ
と
も
成
立
が
早
い
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
主
殿
寮
本
は
、「
金
城
温
古
録
付
属
書
類
」
と
い
う
史
料
名
の

10
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と
お
り
、
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
所
蔵
の
「
金
城
温
古
録
」
の
付
録
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
金
城
温
古
録
」
に
も
青
い
表
装
が
施
さ

れ
て
お
り
、「
付
属
書
類
」
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。

　

主
殿
寮
本
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
名
古
屋
城
が

陸
軍
省
か
ら
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
た
際
に
受
け
渡
さ
れ
た
史
料
と
、
お

お
よ
そ
の
内
訳
が
重
な
っ
て
い
る
が
、
主
殿
寮
本
に
は
陸
軍
省
の
蔵
書

印
等
が
確
認
で
き
ず
、
主
殿
寮
の
蔵
書
印
の
み
が
押
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
名
古
屋
城
移
管
時
に
陸
軍
省
が
所
持
し
て
い
た
史
料
を
宮
内
省
が

筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
城
戸
論
文
に
引
用
さ
れ
た
陸
軍
築
城
部
本
部
の
史
料
は
、
論
文

で
の
引
用
箇
所
の
記
述
が
主
殿
寮
本
と
同
内
容
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
引
用

写
真
に
は
主
殿
寮
本
に
は
見
ら
れ
な
い
虫
食
い
跡
が
確
認
で
き
る
。
よ
っ

て
、
主
殿
寮
本
の
筆
写
元
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

城
戸
論
文
で
は
、
名
古
屋
城
関
係
の
史
料
が
陸
軍
築
城
部
本
部
の
所

蔵
に
な
っ
た
経
緯
は
明
確
に
で
き
な
い
と
し
た
う
え
で
、
陸
軍
築
城
部

本
部
所
蔵
本
が
尾
張
藩
か
ら
引
き
継
い
だ
原
本
で
あ
る
と
の
推
測
が
な

さ
れ
て
い
る
。
築
城
部
本
部
の
史
料
が
実
見
で
き
な
い
現
状
で
は
、
原

本
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
主
殿

寮
本
は
陸
軍
省
に
由
来
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。

（
３
）
伊
藤
家
本

　

以
上
、
名
古
屋
城
本
と
宮
内
公
文
書
館
本
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
以
外
に
も
、
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
に

伝
来
し
た
個
人
蔵
の
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
が
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
伊
藤
家
本
は
、
元
々
は
宝
暦
大
修
理
で
作
事
奉
行
を
務
め
た
寺

町
兵
左
衛
門
の
子
孫
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
期
に
な
っ
て
伊

藤
次
郎
左
衛
門
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
伊
藤
家
本
は
、

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
頃
、
伊
藤
家
か
ら
宮
内
省
に
寄
贈
さ
れ
て
い

た
が
、
名
古
屋
離
宮
の
名
古
屋
市
へ
の
移
管
に
と
も
な
い
、
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
に
伊
藤
家
へ
返
却
さ
れ
た
。

　

な
お
、
大
正
期
の
名
古
屋
市
史
編
纂
時
に
、
伊
藤
家
本
の
写
本
が
作

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
写
本
が
、
前
述
の
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館

所
蔵
史
料
で
あ
る
。

　

伊
藤
家
本
の
史
料
は
、
ほ
と
ん
ど
が
図
面
史
料
で
あ
り
、
大
部
分
は

主
殿
寮
本
の
図
面
史
料
と
同
内
容
で
あ
る
。
た
だ
し
、伝
来
お
よ
び
紙
質
・

筆
致
を
み
る
と
、
近
世
に
成
立
し
た
史
料
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
宝
暦
年
間

に
寺
町
兵
左
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
原
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
史
料
の
内
訳
を
み
る
と
、
主
殿
寮
本
に
は
含
ま
れ
な
い
図
面
が
確
認

で
き
る
ほ
か
、
一
部
図
面
に
は
主
殿
寮
本
に
は
な
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
推
測
す
る
と
、
宝
暦
大
修
理
関
係
の
図
面
史
料
は
、

本
来
尾
張
藩
が
所
持
し
て
い
た
原
本
と
、
寺
町
兵
左
衛
門
が
所
持
し
て
い

た
原
本
の
二
系
統
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
尾
張
藩

が
所
持
し
て
い
た
原
本
は
、
明
治
初
年
の
段
階
で
愛
知
県
を
経
て
陸
軍
省

に
引
き
渡
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
名
古
屋
城
が
陸
軍
省
か
ら
宮
内
省
に
移

管
さ
れ
た
後
に
作
成
さ
れ
た
写
本
が
主
殿
寮
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
寺
町
兵
左
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
原
本
は
、
先
述
し
た
と
お
り
、

明
治
期
に
伊
藤
家
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二　

宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
の
内
容

　

前
項
で
は
、
史
料
の
伝
来
過
程
を
中
心
に
検
討
を
加
え
た
が
、
こ
こ

で
は
表
１
で
提
示
し
た
史
料
の
う
ち
、「
仕
様
之
大
法
」
の
内
容
を
検
討

す
る
う
え
で
特
に
重
要
な
も
の
を
紹
介
す
る
。

（
１
）「
仕
様
之
大
法
」

　
「
仕
様
之
大
法
」
は
、先
述
の
と
お
り
、近
代
の
写
本
が
二
冊
確
認
で
き
、

二
冊
と
も
「
御
天
守
御
修
復
取
掛
り
ゟ
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」
と
い

う
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
二
月
か
ら
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
二
月

に
至
る
ま
で
の
宝
暦
大
修
理
の
工
事
過
程
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
末

尾
の
記
述
か
ら
、
修
理
を
担
当
し
た
作
事
奉
行
と
普
請
奉
行
が
、
修
理

完
了
後
の
宝
暦
五
年
二
月
に
ま
と
め
た
記
録
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

名
古
屋
城
本
は
宮
内
公
文
書
館
本
を
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら

れ
、
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
宮
内
公
文
書
館
本

で
は
割
注
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
名
古
屋
城
本
で
は
本
文
に
続
い
て
記

さ
れ
て
い
る
な
ど
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
筆
写
の
過
程
で
、

誤
字
や
写
し
間
違
い
が
生
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
仕
様
之
大
法
」
は
、
史
料
の
作
成
意
図
や
時
期
が
明
確
で
あ
り
、
工

事
過
程
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
宝
暦
大
修
理
を
知
る
際
の
最

重
要
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
天
守
を
引
き
上
げ
る
方
法
や
、
石
垣
の

積
み
替
え
手
順
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
修
理
工
事
の
詳
細

に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
宝
暦
大
修
理
関
係
の
図
面

史
料
を
解
釈
す
る
う
え
で
も
参
考
に
な
る
。

（
２
）「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復　

中
」・「
御
天
守
御
修
復
留
」

　
「
仕
様
之
大
法
」
以
外
の
文
献
史
料
と
し
て
は
、
先
述
の
城
戸
論
文
に

引
用
さ
れ
て
い
た
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
の
「
国
秘
録　

御
天
守
御

修
復　

中
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
「
国
秘
録
」
と
は
、「
金
城
温
古
録
」
の
編
者
で
あ
る
奥
村
得
義
が
、

同
書
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
史
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

う
ち
「
御
天
守
御
修
復　

中
」
に
、
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
「
御
天
守
御
修
復
之
次
第
并
御
用
懸
之
輩
姓

名
掛
札
之
留
」（
以
下
、「
掛
札
之
留
」）
は
、
宝
暦
大
修
理
後
天
守
穴
蔵

内
に
掲
げ
ら
れ
た
修
理
銘
板
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
末
尾
の
年

記
か
ら
、
銘
板
は
宝
暦
五
年
二
月
に
作
事
奉
行
と
普
請
奉
行
の
連
名
で

作
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
銘
板
は
現
存
し
な
い
た
め
、
失
わ

れ
た
銘
板
の
内
容
を
伝
え
る
唯
一
の
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
掛
札
之
留
」
の
記
述
内
容
は
、「
仕
様
之
大
法
」
と
比
べ
て
情
報
量

が
少
な
く
、
重
複
す
る
部
分
も
多
い
が
、
天
守
台
石
垣
の
孕
み
だ
し
部
分

が
西
北
隅
の
折
れ
回
し
で
あ
る
こ
と
や
、
宝
暦
大
修
理
開
始
以
前
に
堀

の
埋
め
立
て
の
可
否
を
評
議
し
て
い
た
こ
と
は
、「
仕
様
之
大
法
」
に
は

記
さ
れ
な
い
貴
重
な
情
報
で
あ
る
。
ま
た
、
工
事
の
関
係
者
名
が
列
記

さ
れ
て
お
り
、
宝
暦
大
修
理
の
際
に
尾
張
藩
の
諸
役
人
が
ど
の
よ
う
な

職
人
衆
を
監
督
し
て
い
た
の
か
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、

「
掛
札
之
留
」
は
「
仕
様
之
大
法
」
の
内
容
を
補
足
す
る
貴
重
な
史
料
で

あ
る
と
い
え
る
。

　

宝
暦
大
修
理
関
係
の
文
献
史
料
に
は
、
先
に
紹
介
し
た
二
点
に
加
え
、
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名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
の
「
御
天
守
御
修
復
留
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。

こ
の
史
料
は
、
作
事
奉
行
や
普
請
奉
行
ら
尾
張
藩
の
役
人
が
、
宝
暦
大

修
理
の
際
に
諸
役
人
に
出
し
た
達
書
を
記
録
し
た
も
の
で
、
宝
暦
二
年

（
一
七
五
二
）
の
み
記
録
が
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
点
の
文

献
史
料
を
補
完
す
る
図
面
史
料
も
多
く
存
在
す
る
。

（
３
）
図
面
史
料

　

次
に
、
図
面
史
料
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
ま
ず
、「
御
天
守
御
修
復
仕

様
平
之
方
ヨ
リ
見
渡
之
図
」
と
「
御
天
守
御
修
復
仕
様
妻
之
方
ヨ
リ
見

渡
之
図
」
の
二
種
類
は
、天
守
お
よ
び
天
守
台
石
垣
を
「
平
之
方
（
北
側
）」

と
「
妻
之
方
（
西
側
）」
か
ら
み
た
断
面
図
で
あ
る
（
こ
の
二
つ
を
総
称

し
て
、
以
下
、「
見
渡
之
図
」
と
す
る
）。
図
面
に
は
、
内
堀
内
に
設
置

さ
れ
た
井
楼
や
、
天
守
内
に
設
置
さ
れ
た
仕
掛
け
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い

る
。
名
古
屋
城
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
伊
藤
家
本
に
も
ほ
ぼ
同

様
の
図
面
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
記
述
内
容
は
ど
れ
も
ほ
ぼ
同
一
だ
が
、

伊
藤
家
本
「
妻
之
方
」
の
一
部
に
は
、
名
古
屋
城
本
に
は
な
い
、
遣
方

に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
作
成
時
期
や
作
成
意
図
に
つ
い
て
は
、
図
面

中
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
だ
が
、「
仕
様
之
大
法
」
に
記
さ
れ

た
天
守
の
引
き
上
げ
工
法
を
視
覚
化
し
て
表
し
た
図
面
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
図
面
に
よ
っ
て
、
天
守
柱
に
縄
を
張
り
、
大
型
の
ろ
く

ろ
状
の
装
置
で
柱
を
引
き
上
げ
た
様
子
が
分
か
る
。
基
本
的
に
は
天
守

の
引
き
上
げ
に
関
す
る
図
面
だ
が
、
石
垣
解
体
時
の
土
留
方
法
が
描
か

れ
て
い
る
た
め
、
天
守
台
石
垣
の
修
復
実
態
を
検
討
す
る
う
え
で
も
重

要
で
あ
る
。

　

つ
い
で
、「
御
天
守
御
石
垣
取
解
方
起
指
図
」（
以
下
、「
起
指
図
」）
は
、

石
垣
の
積
み
替
え
手
順
を
立
体
的
に
示
し
た
起
こ
し
図
で
、
積
み
替
え
範

囲
が
八
段
階
に
分
け
て
図
示
さ
れ
、
簡
単
な
作
業
内
容
が
書
き
加
え
ら
れ

て
い
る
。「
見
渡
之
図
」
と
同
様
に
、
名
古
屋
城
本
と
伊
藤
家
本
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
作
成
時
期
や
作
成
意
図
に
つ
い
て
も
、同
じ
く
不
明
だ
が
、

「
仕
様
之
大
法
」
の
記
述
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
積
み

替
え
範
囲
を
視
覚
的
に
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
、「
遣
方
図
」
は
、
天
守
台
修
復
の
基
準
と
な
る
石
垣
の
形
状
を

確
認
す
る
た
め
に
設
置
し
た
遣
方
に
関
す
る
図
面
で
、
全
部
で
四
種
類
あ

る
。
ま
ず
名
古
屋
城
本
に
は
、
遣
方
本
体
の
形
状
を
示
し
た
図
面
が
一
種

類
と
、
石
垣
外
面
の
寸
法
が
記
入
さ
れ
た
図
面
が
二
種
類
あ
る
。
ま
た
伊

藤
家
本
に
は
、
名
古
屋
城
本
と
は
大
き
く
内
容
が
異
な
る
、
石
垣
外
面

の
寸
法
が
記
入
さ
れ
た
図
面
が
一
種
類
あ
る
。
名
古
屋
城
本
と
伊
藤
家

本
で
現
存
し
て
い
る
図
面
が
異
な
る
た
め
、「
遣
方
図
」
に
示
さ
れ
た
寸

法
を
検
討
す
る
際
に
は
、
史
料
の
伝
来
過
程
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

遣
方
に
関
係
す
る
図
面
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
名
古
屋
城
本
の

「
御
天
守
御
堀
内
遣
方
井
楼
之
図
」
が
あ
る
。
こ
の
図
面
は
、
天
守
台
を

真
上
か
ら
み
た
平
面
図
に
、
遣
方
の
設
置
場
所
が
貼
紙
で
示
さ
れ
て
い

る
。

　

修
復
工
程
以
外
に
も
、
宝
暦
大
修
理
の
際
の
仮
設
番
所
や
倉
庫
等
の

位
置
を
示
し
た
「
御
深
井
丸
内
諸
役
人
詰
所
御
作
事
本
〆
所
諸
番
所
取

建
方
指
図
」
と
称
さ
れ
る
図
面
が
あ
り
、
名
古
屋
城
内
に
設
置
さ
れ
た

仮
設
の
建
物
が
平
面
図
上
に
表
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
図
面
史
料
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
性
質
が
つ
か
み
に
く
く
、
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図
面
単
独
で
は
理
解
が
難
し
い
が
、「
仕
様
之
大
法
」
の
記
述
と
照
ら
し

合
わ
せ
る
こ
と
で
、
図
面
の
作
成
意
図
が
推
測
で
き
る
た
め
、
宝
暦
大

修
理
の
具
体
的
な
工
法
を
知
る
う
え
で
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

三　

宝
暦
大
修
理
と
名
古
屋
城
天
守

　

こ
こ
か
ら
は
、
前
項
で
紹
介
し
た
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
を
も
と
に
、

宝
暦
大
修
理
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

（
１
）
宝
暦
大
修
理
以
前
の
名
古
屋
城
天
守

　

ま
ず
は
、
慶
長
年
間
の
名
古
屋
城
築
城
か
ら
宝
暦
大
修
理
に
至
る
ま

で
の
概
略
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

徳
川
家
康
が
名
古
屋
城
築
城
を
決
定
し
た
の
は
慶
長
十
四
年

（
一
六
〇
九
）
の
こ
と
で
あ
り
、
慶
長
十
五
年
に
は
公
儀
普
請
に
動
員
さ

れ
た
諸
大
名
に
よ
っ
て
石
垣
普
請
が
行
わ
れ
た
。
天
守
台
石
垣
に
つ
い

て
は
、後
世
の
記
録
や
隅
石
に
刻
ま
れ
た
「
加
藤
肥
後
守
」
の
刻
印
か
ら
、

加
藤
清
正
が
普
請
を
担
当
し
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
令
和
元
年

（
二
〇
一
九
）
に
は
、
清
正
が
天
守
台
石
垣
を
築
い
た
こ
と
を
示
す
一
次

史
料
が
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
松
井
家
文
書
か
ら
発
見
さ
れ

て
話
題
と
な
っ
た
。

　

石
垣
普
請
か
ら
二
年
後
の
慶
長
十
七
年
に
は
、
幕
府
か
ら
命
令
を
受

け
た
大
工
頭
中
井
正
清
の
指
揮
に
よ
っ
て
天
守
の
作
事
が
行
わ
れ
、
同

年
中
に
は
五
層
五
階
の
天
守
が
完
成
し
た
。

　

そ
の
後
、
慶
長
二
十
年
の
本
丸
御
殿
完
成
に
と
も
な
い
、
家
康
の
九

男
義
直
が
名
古
屋
城
に
入
城
し
、
名
古
屋
城
は
尾
張
藩
主
の
居
城
と
し

て
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

名
古
屋
城
で
は
、
尾
張
藩
に
よ
っ
て
継
続
的
に
建
物
や
石
垣
の
修
復

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
天
守
の
修
復
に
つ
い
て
は
、

名
古
屋
城
本
の
「
御
天
守
ニ
有
之
候
看
板
之
写
」
や
、
同
内
容
が
記
さ
れ

た
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
の
「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復　

上
」
に

よ
っ
て
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
か
ら
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
ま

で
の
計
十
三
度
に
及
ぶ
修
理
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
宝
暦
以
前
の
天
守
修
理
は
、
ほ
と
ん
ど
が
屋
根
・
壁
・

破
風
な
ど
の
細
部
修
理
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）
七
月
に
完
了
し
た
天
守
修
理
で
は
、
天
守
初
重

と
二
重
の
壁
お
よ
び
柱
を
、
比
較
的
大
規
模
に
修
理
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
特
に
、
西
側
の
総
柱
の
沈
下
を
補
正
す
る
作
業
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
天
守
本
体
の
西
方
向
へ
の
傾
き
を

補
正
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

な
お
、
城
戸
久
氏
は
、
宝
永
六
年
の
修
理
に
つ
い
て
、
初
重
と
二
重

に
構
造
的
な
狂
い
が
生
じ
て
い
た
と
考
察
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
構
造

的
狂
い
の
原
因
は
、
宝
永
四
年
十
月
に
発
生
し
た
宝
永
地
震
に
よ
る
被

損
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
城
戸
氏
の
考
察
は
、

状
況
的
に
見
た
場
合
、
天
守
傾
き
の
原
因
は
宝
永
地
震
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
と
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
か
ら
は
沈
下
の
直
接
的
な
原
因

に
つ
い
て
確
認
で
き
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
宝
永
六
年
の
段
階
で
、
宝
暦
大
修
理
の
際
に
認
識

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
天
守
の
傾
き
が
既
に
生
じ
て
お
り
、
傾
き
を
修
正

す
る
た
め
の
修
理
工
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
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（
２
）
宝
暦
大
修
理
に
至
る
ま
で
の
経
緯

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
修
理
以
降
も
、
断
続
的
に
天
守
の
細
部
修

理
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
宝
暦
大
修
理
が
行
わ
れ
る
数
年
前
に
は
、
再

度
天
守
の
傾
き
が
尾
張
藩
役
人
の
間
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

天
守
の
傾
き
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
は
、
修
理
開

始
の
二
年
前
に
あ
た
る
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
二
月
、
八
代
藩
主
宗

勝
の
本
丸
巡
覧
が
実
施
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
天
守
台

石
垣
の
西
北
隅
で
既
に
孕
み
だ
し
が
起
き
て
お
り
、
宗
勝
も
天
守
台
の

北
側
で
あ
る
御
深
井
丸
か
ら
孕
み
だ
し
を
視
認
し
た
。
ま
た
天
守
本
体

も
西
北
方
向
に
傾
い
て
お
り
、
天
守
の
傾
き
を
直
す
た
め
に
は
天
守
台

石
垣
の
修
復
を
含
む
大
規
模
工
事
が
不
可
避
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

宗
勝
巡
覧
後
、
尾
張
藩
で
は
天
守
を
修
復
す
る
た
め
の
評
議
が
開
か

れ
た
。
同
年
五
月
の
段
階
で
は
、
石
垣
の
孕
み
だ
し
部
分
ま
で
堀
を
埋

め
立
て
、
傾
き
を
抑
え
る
応
急
措
置
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
築
城
時

の
縄
張
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
、
埋
め
立
て
用
の
土
の
採
集
場
所
が
遠
い

こ
と
、
一
度
埋
め
立
て
る
と
掘
り
返
す
の
が
難
し
く
な
る
こ
と
な
ど
の

諸
問
題
が
懸
念
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
工
事
の
実
質
的
な
監
督
者
で
あ
っ

た
作
事
奉
行
が
再
度
勘
案
し
た
結
果
、
同
年
七
月
に
堀
を
埋
め
立
て
る

計
画
は
取
り
止
め
と
な
り
、
天
守
の
一
部
を
解
体
し
て
石
垣
を
積
み
直

す
計
画
に
決
定
し
、
工
事
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

　

天
守
の
修
復
計
画
は
幕
府
に
上
申
さ
れ
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
三

月
二
十
七
日
に
は
、
老
中
本
多
伯
耆
守
か
ら
尾
張
藩
に
修
復
許
可
の
老

中
奉
書
が
渡
さ
れ
た
。
同
日
に
は
老
中
奉
書
を
受
け
て
、
尾
張
藩
家
老

か
ら
国
元
に
対
し
て
天
守
全
体
の
修
復
が
命
じ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
３
）
宝
暦
大
修
理
の
開
始

　

幕
府
か
ら
修
復
許
可
を
受
け
た
後
、
実
際
に
修
復
工
事
が
開
始
さ
れ
た

の
は
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
工
事
に
先
立
つ
二

月
十
五
日
に
は
、
作
事
奉
行
で
あ
る
寺
町
兵
左
衛
門
と
日
下
部
兵
次
郎
、

普
請
奉
行
で
あ
る
林
治
右
衛
門
と
山
吹
儀
兵
衛
の
四
名
に
対
し
て
、
家

老
竹
腰
山
城
守
が
改
め
て
天
守
全
体
修
復
の
命
令
を
出
し
、
さ
ら
に
作

事
と
普
請
の
職
掌
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
協
力
し
て
修
復
に
臨
む
こ
と
、

費
用
を
減
ら
し
つ
つ
も
手
抜
か
り
の
な
い
よ
う
作
業
に
当
た
る
こ
と
を

訓
示
し
た
。
命
令
を
受
け
た
作
事
奉
行
と
普
請
奉
行
は
、
同
二
十
五
日

に
は
早
速
、
天
守
修
復
の
足
場
を
組
む
た
め
の
木
材
を
城
内
に
運
び
入

れ
る
よ
う
指
示
を
出
し
て
い
る
。

　

三
月
十
五
日
に
は
、
天
守
初
重
で
、
修
復
工
事
を
開
始
す
る
前
の
斧

始
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
重
臣
で
あ
る
御
城
代
衆
・
御
側
同
心
頭
・

御
国
御
用
人
が
出
席
し
、
作
事
奉
行
・
普
請
奉
行
と
そ
の
配
下
衆
も
入

側
に
整
列
し
て
儀
式
に
参
加
し
た
。
斧
始
役
は
、
作
事
奉
行
配
下
の
御

大
工
小
頭
代
二
名
が
務
め
た
。

　

以
降
、本
格
的
に
天
守
の
修
復
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
修
復
の
手
順
は
、

ま
ず
天
守
の
入
側
を
部
分
的
に
解
体
し
て
巨
大
な
ろ
く
ろ
状
の
装
置
を

取
り
付
け
、
天
守
柱
に
括
り
付
け
た
大
縄
を
巻
き
上
げ
る
こ
と
で
天
守

の
傾
き
を
補
正
す
る
作
業
が
行
わ
れ
た
。
次
に
天
守
を
引
き
上
げ
た
状

態
の
ま
ま
、
石
垣
や
裏
土
の
安
定
を
確
認
し
つ
つ
、
石
垣
を
一
時
的
に

解
体
し
て
積
み
直
し
た
。
最
後
に
沈
下
し
た
柱
を
持
ち
上
げ
て
天
守
を

水
平
に
整
え
、
解
体
し
た
入
側
を
築
き
直
し
、
瓦
な
ど
を
交
換
し
て
修

復
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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工
事
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
天
守
の
東
南
隅
柱
を
基
準
と
し

て
他
の
柱
の
沈
下
状
況
が
計
測
さ
れ
た
。
最
も
差
が
あ
っ
た
の
は
石
垣

が
孕
み
だ
し
て
い
た
西
北
隅
柱
で
、
一
尺
二
寸
三
分
の
沈
下
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
こ
の
計
測
結
果
を
も
と
に
、
天
守
を
引
き
上
げ
る
度
合
が

見
積
も
ら
れ
た
。

　

つ
い
で
、
修
復
時
の
足
場
で
あ
る
井
楼
と
、
石
垣
の
高
さ
や
勾
配
を

示
す
た
め
の
遣
方
が
設
置
さ
れ
た
。
井
楼
は
天
守
台
北
側
と
西
側
の
堀

底
か
ら
組
ま
れ
、
さ
ら
に
西
北
の
御
深
井
丸
か
ら
天
守
内
に
入
る
た
め

の
大
桟
橋
が
設
置
さ
れ
た
。
井
楼
は
必
要
に
応
じ
て
適
宜
解
体
と
設
置

が
行
わ
れ
て
お
り
、
木
材
を
流
用
し
て
無
駄
な
費
用
を
削
減
し
て
い
た
。

ま
た
遣
形
は
天
守
台
石
垣
に
沿
っ
て
配
置
さ
れ
、
大
幅
な
積
み
替
え
を

行
う
西
北
隅
と
西
南
隅
に
二
つ
ず
つ
、
上
部
の
み
積
み
替
え
を
行
う
東

北
隅
に
一
つ
設
置
さ
れ
た
。
遣
方
に
は
、
石
垣
勾
配
の
基
準
を
示
し
た

曲
線
状
の
板
（
反
板
）
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
井
楼
の
端

か
ら
同
様
の
反
板
が
取
り
付
け
ら
れ
、
天
守
台
石
垣
付
近
に
五
間
間
隔

で
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
反
板
間
に
水
平
に
縄
を
張
る
こ
と
で
、

石
垣
を
積
み
替
え
る
際
の
基
準
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

井
楼
や
遣
方
の
設
置
と
並
行
し
て
、
天
守
の
部
分
的
な
解
体
工
事
も

進
め
ら
れ
、
初
重
目
お
よ
び
二
重
目
の
西
北
入
側
が
解
体
さ
れ
た
。
こ

の
部
分
は
、
天
守
の
四
隅
に
あ
る
大
柱
の
外
側
に
あ
た
る
た
め
、
建
物

の
中
心
部
に
影
響
を
与
え
ず
、
な
お
か
つ
解
体
し
な
け
れ
ば
石
垣
積
み

替
え
の
際
に
支
障
を
き
た
す
と
思
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
重

目
以
下
の
瓦
、
破
風
、
壁
土
も
取
り
外
さ
れ
、
城
内
各
所
の
所
定
の
位

置
に
保
管
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
準
備
工
事
が
完
了
し
た
後
、「
揚
方
」
と
呼
ば
れ
る
天
守
の

引
き
上
げ
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
揚
方
は
北
側
と
西
側
の
二
度
に
分
け
て

行
わ
れ
、
石
垣
修
復
工
事
を
挟
ん
で
進
め
ら
れ
た
。
工
事
内
容
は
、
ま

ず
天
守
の
北
側
を
南
方
向
か
ら
引
き
上
げ
て
い
る
最
中
に
天
守
台
北
面

石
垣
を
解
体
し
て
積
み
直
し
、
つ
い
で
西
側
で
同
様
の
工
程
を
行
う
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

天
守
が
予
定
通
り
持
ち
上
が
っ
た
の
ち
、
石
垣
修
復
が
開
始
さ
れ
た
。

最
初
に
天
守
台
北
面
石
垣
の
解
体
が
行
わ
れ
、
西
北
隅
を
中
心
に
、
段

階
的
に
築
石
が
取
り
除
か
れ
た
。
築
石
を
取
り
除
い
た
場
所
に
は
、
残

し
た
石
垣
を
維
持
す
る
た
め
の
土
留
用
の
板
（
関
板
）
が
当
て
ら
れ
た
。

　

北
面
石
垣
の
積
み
替
え
が
完
了
し
た
後
、
西
側
の
揚
方
が
あ
り
、
引

き
続
き
西
面
石
垣
の
解
体
と
積
み
替
え
が
進
め
ら
れ
た
。
西
面
石
垣
に

関
し
て
は
、
切
抜
部
分
の
安
定
性
が
考
慮
さ
れ
、
解
体
と
積
み
替
え
が

交
互
に
行
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
三
月
二
十
七
日
に
は
、
大
方
の

石
垣
積
み
替
え
が
完
了
し
た
。
た
だ
し
切
抜
部
分
に
つ
い
て
は
、
桟
橋
の

通
り
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
関
係
上
、
傾
い
た
天
守
を
水
平
に
整

え
る
「
起
方
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
を
行
っ
て
か
ら
積
み
替
え
が
実
施
さ

れ
た
。
起
方
で
は
、
柱
の
沈
下
に
よ
っ
て
不
陸
に
な
っ
て
い
た
西
側
と

北
側
の
柱
を
引
き
上
げ
て
お
り
、
一
日
ご
と
に
少
し
ず
つ
進
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
石
垣
の
積
み
替
え
が
完
了
し
て
、
天
守
の
傾
き
も
補
正
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

以
降
は
天
守
内
外
の
作
事
が
進
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
天
守
四
重

目
以
下
の
屋
根
は
銅
瓦
に
葺
き
替
え
ら
れ
、
工
事
の
た
め
に
解
体
し
た
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入
側
部
分
も
新
た
に
建
て
直
さ
れ
た
。

（
４
）
工
事
完
了
と
そ
の
後

　

以
上
の
工
事
を
終
え
て
宝
暦
大
修
理
が
完
了
し
た
の
は
、
宝
暦
五
年

（
一
七
五
五
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
完
了
後
、
後
世
の
参
考
と
な
る
よ

う
に
、
工
事
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
（「
仕
様
之
大
法
」）、
ま
た
天
守
地

階
に
は
宝
暦
修
理
関
係
者
を
列
記
し
た
銘
板
が
掲
げ
ら
れ
た
（「
掛
札
之

留
」）。
銘
板
に
よ
る
と
、
工
事
関
係
者
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

二
七
四
名
に
及
ん
で
お
り
、
尾
張
藩
の
役
人
の
ほ
か
、
配
下
と
し
て
活

動
し
て
い
た
手
代
や
職
人
の
名
前
も
み
え
る
。
特
に
、
作
事
奉
行
の
配

下
に
は
大
工
頭
、
左
官
頭
、
葺
師
頭
、
石
屋
頭
、
御
瓦
師
と
い
っ
た
職

人
衆
の
棟
梁
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

同
年
五
月
十
九
日
に
は
、
大
修
理
完
了
後
の
天
守
を
藩
主
宗
勝
が
巡

覧
し
、
天
守
内
で
工
事
完
成
の
祝
儀
を
催
し
て
い
る
。
同
二
十
三
日
に

は
宗
勝
か
ら
功
労
者
に
対
し
て
褒
賞
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
工
事

の
責
任
者
と
み
ら
れ
る
御
側
同
心
頭
と
御
国
御
用
人
、
実
質
的
な
工
事

を
取
り
仕
切
っ
た
作
事
奉
行
と
普
請
奉
行
に
は
、
大
判
を
含
む
多
く
の

褒
美
が
下
賜
さ
れ
た
。

　

な
か
で
も
作
事
奉
行
の
日
下
部
兵
次
郎
は
、
大
修
理
を
主
導
し
た
人
物

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
後
世
の
記
録
に
は
大
修
理
の
功
労
者

と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
作
事
奉
行
の
寺
町
兵
左

衛
門
は
、
先
述
の
と
お
り
大
修
理
の
図
面
史
料
を
所
持
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、宝
暦
大
修
理
の
工
事
計
画
は
、

作
事
奉
行
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
の
伝
来
過
程
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
紹

介
し
て
き
た
。
あ
ら
た
め
て
史
料
の
性
格
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
宝
暦
大

修
理
関
係
史
料
は
図
面
史
料
が
大
半
で
あ
り
、
工
事
の
状
況
を
視
覚
的

に
表
し
た
も
の
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、こ
う
し
た
図
面
史
料
は
、

ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
の
か
情
報
が
ほ
と
ん
ど

な
い
た
め
、
図
面
史
料
単
独
の
検
討
で
は
理
解
が
及
ば
な
い
こ
と
も
多

い
。

　

こ
う
し
た
図
面
史
料
と
比
較
し
た
と
き
、「
仕
様
之
大
法
」
は
、
大
修

理
完
了
後
、
工
事
を
担
当
し
た
作
事
奉
行
と
普
請
奉
行
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
記
録
で
あ
る
こ
と
が
末
尾
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
、
着
工
か
ら
竣

工
ま
で
の
修
復
過
程
が
文
章
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
そ

の
た
め
「
仕
様
之
大
法
」
に
記
さ
れ
た
修
復
過
程
を
も
と
に
、
図
面
史

料
で
視
覚
化
さ
れ
た
工
事
の
該
当
部
分
を
推
測
す
る
こ
と
で
、
図
面
に

記
さ
れ
た
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

た
と
え
ば
「
起
指
図
」
に
よ
っ
て
視
覚
化
さ
れ
た
石
垣
修
復
過
程
は
、

「
仕
様
之
大
法
」
で
詳
細
に
文
章
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
に
よ
り
、

西
北
隅
石
垣
を
解
体
す
る
際
に
裏
土
の
状
態
を
確
認
し
た
た
め
に
、
解

体
手
順
が
二
段
階
に
分
け
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
「
見
渡
之
図
」
に
は
、
天
守
内
に
種
々
の
装
置
や
縄
を
巡
ら
せ

て
天
守
を
引
き
上
げ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
図
面
に
記
さ
れ
た

注
記
に
は
、
仕
掛
け
の
意
味
が
部
分
的
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
引

き
上
げ
工
事
の
工
程
が
不
分
明
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
「
仕
様
之
大
法
」
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に
は
、
具
体
的
な
引
き
上
げ
工
事
の
過
程
が
文
章
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、

ど
の
よ
う
な
工
程
で
あ
っ
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
「
仕
様
之
大
法
」
は
、
図
面
史
料

に
表
さ
れ
た
内
容
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ

て
、宝
暦
大
修
理
関
係
の
図
面
史
料
を
検
討
す
る
際
に
は
「
仕
様
之
大
法
」

を
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
も
、
今
回
の

翻
刻
は
、
宝
暦
大
修
理
お
よ
び
城
郭
修
理
に
関
す
る
研
究
に
寄
与
す
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

註１ 

「
御
天
守
ニ
有
之
候
看
板
之
写
」（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
）。「
国
秘
録　

御
天

守
御
修
復　

上
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。
表
２
も
参
照
の
こ
と
。

２ 

城
戸
久
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
考
」（『
建
築
学
会
論
文
集
』
第
二
二
号
、

一
九
四
一
年
）

３ 

一
七
九
三
～
一
八
六
二
。
名
古
屋
城
に
関
す
る
記
録
や
古
事
を
ま
と
め
た
書
物
で

あ
る
「
金
城
温
古
録
」
の
編
者
。

４ 

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
。

５ 

陸
軍
省
管
轄
下
の
要
塞
内
建
築
を
担
当
し
て
い
た
組
織
。明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）

の
築
城
部
条
例
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
本
部
は
東
京
に
置
か
れ
た
。

６ 

麓
和
善
・
加
藤
由
香
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
関
す
る
史
料
と
修
理

計
画
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
七
四
巻
・
第
六
三
八
号
、

二
〇
〇
九
年
）、
加
藤
由
香
・
麓
和
善
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
お
け
る
仮

設
工
事
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
七
四
巻
・
第
六
四
四
号
、

二
〇
〇
九
年
）、
麓
和
善
・
加
藤
由
香
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
お
け
る

石
垣
工
事
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
七
四
巻
・
第
六
四
五

号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
お
け
る
本
体
上
げ
起
し

修
理
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
七
五
巻
・
第
六
五
一
号
、

二
〇
一
〇
年
）
同
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
お
け
る
各
部
修
理
に
つ
い
て
」

（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
七
五
巻
・
第
六
五
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）

７ 

内
藤
昌
編
『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』（
小
学
館
、
一
九
八
一
年
）
四
〇
頁
に

よ
る
と
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
名
古
屋
城
関
係
史
料
は
十
六
点
あ
る
。
そ
の
後
、

平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
宮
内
庁
書
陵
部
の
改
組
に
と
も
な
い
、「
仕
様
之
大
法
」

を
含
む
五
点
は
、
宮
内
公
文
書
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。「
御
城
御
石
垣
絵
図
」
や
宝
暦

大
修
理
関
係
の
図
面
史
料
を
含
む
十
一
点
は
、
図
書
寮
文
庫
の
未
整
理
史
料
の
中
に

存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
。

８ 

前
掲
注
２
。

９ 

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）、
名
古
屋
城
の
本
丸
周
辺
は
陸
軍
省
か
ら
宮
内
省
に

移
管
さ
れ
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
ま
で
名
古
屋
離
宮
が
置
か
れ
た
。

10 

伝
来
過
程
に
つ
い
て
は
、
解
題
２
も
参
照
の
こ
と
。

11 

一
八
四
五
～
一
九
〇
〇
。
代
々
禁
裏
の
大
工
を
勤
め
た
木
子
家
に
生
ま
れ
、
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
宮
内
省
内
匠
寮
に
技
師
と
し
て
出
仕
、
明
治
宮
殿
等
の
建
築
を

手
が
け
た
。
名
古
屋
城
の
宮
内
省
移
管
時
に
は
、
城
内
の
視
察
お
よ
び
史
料
収
集
を

行
っ
た
ほ
か
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震
に
よ
る
名
古

屋
離
宮
の
被
災
状
況
を
調
査
し
て
い
る
。

12 

「
金
城
録
並
付
属
書
類
」（
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵
）
の
秩
に
あ
る
貼
紙
に
よ
る

と
、
明
治
二
十
三
年
一
月
に
木
子
清
敬
が
名
古
屋
城
の
見
分
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
愛

知
県
土
木
課
か
ら
借
り
受
け
て
謄
写
さ
せ
た
史
料
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
「
名
古
屋
城
（
名
古
屋
離
宮
）
加
藤
忠
恕
宛
木
子
清
敬
名
古
屋
城
（
名
古
屋

離
宮
）
関
係
史
料
借
用
書
」（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
木
子
文
庫
蔵
）
お
よ
び
「
名
古

屋
城
（
名
古
屋
離
宮
）
建
築
関
係
図
面
・
文
書
目
録
（
明
治
二
十
三
年
一
月
十
七
日
調
）」

（
同
館
蔵
）
の
記
述
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

13 
解
題
２
を
参
照
の
こ
と
。

14 

前
掲
注
２
。

15 

江
戸
時
代
以
来
の
名
古
屋
の
有
力
商
家
で
、
代
々
次
郎
左
衛
門
を
名
乗
っ
た
。
松

坂
屋
百
貨
店
の
創
業
者
一
族
。

16 

寺
町
忠
利
（
？
～
一
七
八
一
）。
宝
暦
大
修
理
時
に
、
作
事
奉
行
と
木
曽
材
木
奉
行

を
兼
任
。
高
三
百
石
。
こ
れ
以
前
に
白
鳥
材
木
奉
行
、
勘
定
奉
行
を
歴
任
。
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17 

伊
藤
次
郎
左
衛
門
祐
昌
（
一
八
四
八
～
一
九
三
〇
）。
十
四
代
当
主
。

18 
伊
藤
家
本
に
は
宮
内
省
の
蔵
書
印
が
確
認
で
き
、
蔵
書
印
の
上
か
ら
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
七
月
付
の
消
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

19 

名
古
屋
市
役
所
編
『
名
古
屋
市
史
』。
全
七
編
十
冊
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か

ら
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
。

20 

「
原
図
ハ
モ
ト
寺
町
兵
左
衛
門
所
蔵
ニ
シ
テ
現
今
ハ
市
内
西
区
茶
屋
町
伊
藤
次
郎
左

衛
門
氏
所
蔵
タ
リ　

大
正
三
年
十
一
月
」
と
の
朱
書
が
あ
る
。

21 

翻
刻
九
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

22 

前
掲
注
２
。

23 

「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
覚
」（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
松
井
家
文

書
）。
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
四
月
十
八
日
付
の
文
書
で
、
名
古
屋
城
普
請
に
動

員
さ
れ
た
諸
大
名
の
役
高
が
記
さ
れ
た
一
次
史
料
。
加
藤
清
正
が
天
守
台
の
普
請
役

を
担
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

24 

一
五
六
五
～
一
六
一
九
。
大
和
守
。
江
戸
幕
府
の
初
代
京
都
大
工
頭
。
畿
内
の
大

工
衆
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
り
、
名
古
屋
城
天
守
お
よ
び
本
丸
御
殿
の
作
事
に
も
携

わ
っ
た
。

25 

徳
川
義
直（
一
六
〇
〇
～
一
六
五
一
）。
初
代
尾
張
藩
主
。
は
じ
め
義
知
を
名
乗
り
、

義
利
、
義
直
と
改
名
。

26 

前
掲
注
１
。

27 

城
戸
久
「
名
古
屋
城
天
守
既
往
の
修
理
に
就
て
」（『
名
古
屋
高
等
工
業
学
校
学
術

報
告
』
第
八
号
、
一
九
四
二
年
）

28 

徳
川
宗
勝
（
一
七
〇
五
～
一
七
六
一
）。
八
代
尾
張
藩
主
。
尾
張
徳
川
家
の
分
家
で

あ
る
川
田
久
保
松
平
家
の
出
身
で
、
二
代
藩
主
光
友
の
孫
に
あ
た
る
。
は
じ
め
高
須

藩
を
継
ぎ
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
尾
張
藩
を
継
い
だ
。

29 

「
国
秘
録　

御
巡
覧
留
続
編　

二
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。
尾
張
藩
主
の
本

丸
巡
覧
に
関
す
る
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
。
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
二
月

二
十
四
日
の
宗
勝
巡
覧
で
は
、「
御
深
井
丸
江
被
為
成
、
御
天
守
台
御
石
垣
は
ら
み
候

所
御
覧
」
と
記
述
が
あ
り
、
天
守
台
の
孕
み
だ
し
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

30 

「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復　

中
」（
寛
延
三
年
五
月
「
御
天
守
御
堀
御
普
請
之
儀

ニ
付
重
而
申
達
之
書
付
」）。

31 

「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復　

中
」（
寛
延
三
年
七
月
「
御
天
守
御
修
造
之
儀
ニ
付

達
書
等
之
留
」）。

32 

本
多
正
珍
（
一
七
一
〇
～
一
七
八
六
）。
駿
河
田
中
藩
主
。
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

か
ら
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
ま
で
老
中
を
務
め
た
。

33 

「（
公
辺
）
御
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）
寛
延
四
年
三
月
二
十
七
日
条
。「
御

記
録
」
は
、
尾
張
藩
の
御
記
録
所
で
編
纂
さ
れ
た
藩
政
記
録
で
、
寛
政
期
か
ら
享
和

期
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
四
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
幕
府
関
係
記
事
を
ま
と
め
た
「（
公

辺
）
御
記
録
」
と
、
尾
張
藩
内
の
出
来
事
を
ま
と
め
た
「（
御
家
）
御
記
録
」
の
二
つ

が
あ
る
。

34 

「（
御
家
）
御
記
録
」
寛
延
四
年
三
月
二
十
七
日
条
。

35 

翻
刻
七
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

36 

日
下
部
方
信
（
？
～
一
七
九
六
）。
作
事
奉
行
、
高
二
百
五
十
石
。
こ
れ
以
前
に
勘

定
奉
行
を
勤
め
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
七
月
か
ら
は
木
曽
材
木
奉
行
を
兼
任
。

37 

林
充
綱
（
？
～
一
七
七
七
）。
普
請
奉
行
。
こ
れ
以
前
に
勘
定
奉
行
、
作
事
奉
行
、

木
曽
材
木
奉
行
を
歴
任
。

38 

山
吹
雅
正
（
生
没
年
不
詳
）。
普
請
奉
行
、
高
四
百
石
。

39 

竹
腰
正
武
（
一
六
八
五
～
一
七
五
九
）。
附
家
老
（
両
家
年
寄
）、
高
三
万
石
。
実

父
は
石
河
章
長
。
竹
腰
正
辰
の
養
子
に
入
り
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
家
督
を

相
続
。
同
七
年
、
従
五
位
下
山
城
守
に
叙
任
。

40 

「
御
天
守
御
修
復
留
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）
宝
暦
二
年
二
月
二
十
五
日
付
の

覚
に
よ
る
。「
御
天
守
御
用
井
楼
木
大
小
角
壱
万
本
、
追
々
ニ
御
深
丸
透
御
門
内
へ
入

置
申
候
、
右
御
断
」
と
の
許
可
願
が
、
御
普
請
奉
行
と
御
作
事
奉
行
の
連
名
で
出
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

41 

翻
刻
八
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。
口
絵
２
「
水
積
墨
引
」
は
、
天
守
柱
の
沈
下
具
合

を
計
測
し
、
引
き
上
げ
る
寸
法
を
表
し
た
図
面
で
あ
る
。

42 
遣
方
に
つ
い
て
は
、
口
絵
３
・
４
・
５
も
参
照
の
こ
と
。

43 

翻
刻
八
三
頁
の
ほ
か
、「
御
天
守
御
堀
内
遣
方
井
楼
之
図
」（
名
古
屋
城
総
合
事

務
所
蔵
）
に
遣
方
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。

44 

「
御
天
守
御
修
復
仕
様
津
満
之
方
ヨ
リ
見
渡
之
図
」（
個
人
蔵
）
に
は
、
井
楼
の
端

か
ら
取
り
付
け
ら
れ
た
反
板
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、「
同
く
十
間
や
り
形
反
形
、
戌

亥
隅
反
形
同
断
ニ
継
立
拵
、
間
五
間
ま
ニ
御
石
垣
外
面
よ
り
五
寸
宛
除
取
付
ケ
」
と
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あ
る
。
文
意
と
し
て
は
、「
遣
方
に
取
り
付
け
た
反
形
を
、
西
北
隅
の
反
形
と
同
様
に

継
ぎ
合
わ
せ
て
拵
え
、
五
間
間
隔
で
石
垣
外
面
よ
り
五
寸
ず
つ
離
し
て
取
り
付
け
た
」

と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
記
述
は
、
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
の
同
名
史
料
（
口
絵
６

―
１
）
に
は
確
認
で
き
な
い
。

45 

翻
刻
八
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

46 

翻
刻
八
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

47 

関
板
は
「
見
渡
之
図
」
の
石
垣
解
体
部
分
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

48 

翻
刻
八
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

49 

「
国
秘
録　

御
巡
覧
留
続
編　

二
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。
宝
暦
五
年
五
月

十
九
日
の
宗
勝
巡
覧
で
は
、
修
理
完
了
後
の
天
守
に
登
っ
て
い
る
。

50 

「（
御
家
）
御
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）
宝
暦
五
年
五
月
二
十
三
日
条
。

51 

「
水
い
は
ひ
」（
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵
）。
十
九
世
紀
中
頃
に
記
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
著
者
不
明
の
随
筆
。
宝
暦
大
修
理
関
係
の
記
事
の
中
に
「
御
城
御
天
守
の

少
し
傾
き
し
を
日
下
部
兵
次
郎
工
夫
に
て
修
理
あ
り
し
は
百
有
餘
年
む
か
し
の
事
也
」

と
の
記
述
が
あ
る
。
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1

  

表2　「御天守御有之候看板之写」にみえる名古屋城大天守の修理履歴



67 名古屋城調査研究センター研究紀要　第１号（2020 年）　

木
村　
慎
平

　

解
題
１
で
み
た
よ
う
に
、
現
在
名
古
屋
城
天
守
の
宝
暦
大
修
理
に
関
す
る

主
要
な
史
料
群
と
し
て
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
本
（
こ
の
な
か
に
「
主
殿
寮

本
」
と
「
内
匠
寮
本
」
の
二
種
を
含
む
）、宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
本
（
以
下
、

宮
内
公
文
書
館
本
）、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
本
（
以
下
、
図
書
寮
文

庫
本
）、
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
に
伝
来
し
た
個
人
所
蔵
史
料
（
以
下
、
伊
藤

家
本
）、
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
本
（
以
下
、
鶴
舞
図
書
館
本
）
が
存

在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
伊
藤
家
本
は
、
宝
暦
当
時
に
作
事
奉
行
を
勤
め
た

寺
町
兵
左
衛
門
の
家
に
伝
来
し
た
史
料
を
、
明
治
期
に
伊
藤
家
が
譲
り
受
け

た
も
の
で
あ
り
、
鶴
舞
図
書
館
本
は
そ
の
写
し
で
あ
る
（
解
題
１
参
照
）。

一
方
、
名
古
屋
城
と
宮
内
庁
が
所
蔵
す
る
史
料
群
は
、
い
ず
れ
も
戦
前
の
宮

内
省
を
経
て
伝
わ
っ
た
史
料
群
で
あ
る
。
本
稿
で
は
主
に
両
機
関
が
所
蔵
す

る
史
料
群
の
、
明
治
以
降
に
お
け
る
伝
来
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

そ
の
際
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
両
機
関
に
は
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」

や
『
金
城
温
古
録
』
な
ど
、
宝
暦
大
修
理
と
直
接
関
係
の
な
い
史
料
も
、
一

体
と
な
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
当
然
、
宝
暦
大
修
理

に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
史
料
と
は
成
立
事
情
を
異
に
す
る
が
、
史
料
の
伝
来

過
程
を
検
討
す
る
に
は
、
一
体
と
し
て
伝
来
し
て
き
た
史
料
群
全
体
に
目
を

向
け
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
『
金
城
温
古
録
』
等
を
含
む
史
料

　

ま
ず
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
後
、
旧
名
古
屋
藩
が
所
持

し
て
い
た
文
書
類
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
太
田
尚
宏
に
よ
れ
ば
、
旧
藩
が
所
持
し
て
い
た
文
書
を
含
む
諸
物
品
は
、

廃
藩
後
ま
も
な
く
、
尾
張
徳
川
家
が
引
き
取
る
私
物
と
名
古
屋
県
（
の
ち
愛

知
県
）
が
引
き
継
ぐ
官
有
物
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
の
基
準
は
、
お
お
よ
そ
尾

張
徳
川
家
の
奥
向
き
に
関
す
る
物
品
等
が
私
物
と
さ
れ
、
諸
役
所
な
ど
表
向

き
の
物
品
等
は
官
有
物
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
廃
藩
後
の
混
乱

し
た
状
況
の
な
か
で
仕
分
け
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
基
準
は
必

群
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
、
そ
の
伝
来
過
程
を
検
討
し
た
い
。

　

明
治
以
降
に
お
け
る
名
古
屋
城
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
石
川
寛
や
朝
日
美

砂
子
の
研
究
が
存
在
す
る
。
ま
た
『
金
城
温
古
録
』
の
写
本
系
統
に
つ
い
て

は
桐
原
千
文
の
研
究
が
あ
り
、「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
に
つ
い
て
は
、

靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
の
絵
図
を
中
心
に
検
討
し
た
及
川
亘
の
研
究
が
存
在

す
る
が
、
い
ず
れ
も
宝
暦
大
修
理
関
係
の
史
料
を
含
め
た
史
料
群
全
体
の
伝

来
を
検
討
し
た
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
一
連
の
宝
暦
大
修
理
関
係
史
料
を

用
い
て
工
事
過
程
を
分
析
し
た
麓
和
善
・
加
藤
由
香
の
研
究
は
、
史
料
群
の

伝
来
・
転
写
関
係
に
も
言
及
し
て
お
り
、
本
稿
の
前
提
と
な
る
成
果
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
陸
軍
の
公
文
書
や
尾
張
徳
川
家

の
記
録
を
用
い
る
こ
と
で
、
各
史
料
群
の
伝
来
過
程
や
転
写
さ
れ
た
意
図
を

明
確
に
し
て
い
き
た
い
。

解
題
２　
明
治
以
降
に
お
け
る
名
古
屋
城
関
係
史
料
の
伝
来
に
つ
い
て

一 

愛
知
県
に
よ
る
旧
藩
文
書
廃
棄
と
尾
張
徳
川
家
へ
の
『
金
城
温
古
録
』
返
却

は
じ
め
に

１

2

3

4

5
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陸
軍
の
文
書
で
名
古
屋
城
関
係
史
料
に
関
す
る
言
及
が
み
ら
れ
る
最
初
の

史
料
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
五
月
十
三
日
付
の
名
古
屋
鎮
台
司
令

長
官
四
条
隆
謌
か
ら
陸
軍
卿
へ
の
伺
で
あ
る
。
こ
の
と
き
四
条
は
「
天
守
閣

雛
形
及
城
中
附
属
之
図
書
」
の
破
損
が
著
し
い
の
で
、
修
復
費
を
支
出
し
て

ほ
し
い
と
願
い
出
て
、
伺
の
と
お
り
認
め
ら
れ
た
。

　
『
金
城
温
古
録
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
城
内
の
西
之
丸
古
木
多
門

と
未
申
隅
櫓
に
天
守
雛
形
が
存
在
し
た
と
い
う
。
こ
の
う
ち
古
木
多
門
の
雛

形
は
「
大
雛
形
」
で
、
未
申
隅
櫓
の
雛
形
は
よ
り
小
ぶ
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

鎮
台
が
所
持
し
て
い
た
雛
形
は
こ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
一

方
、
こ
の
文
書
で
い
う
「
城
中
附
属
之
図
書
」
の
内
容
は
、
こ
の
文
書
だ
け

で
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
鎮
台
が
天
守
雛
形
を
は
じ
め
名
古
屋
城

に
関
係
す
る
史
料
を
一
部
所
持
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
四
条
は
翌
十
二
年
一
月
十
七
日
、
新
た
に
『
金
城
温
古
録
』
を
見

出
し
て
謄
写
さ
せ
た
の
で
、
謄
写
本
の
買
上
代
の
支
出
を
許
可
し
て
ほ
し
い

と
陸
軍
卿
に
願
い
出
て
認
め
ら
れ
た
。
四
条
は『
金
城
温
古
録
』の
価
値
を「
旧

名
古
屋
藩
主
徳
川
慶
勝
重
代
之
秘
蔵
ニ
シ
テ
、
築
城
之
方
法
、
及
其
当
時
ヨ

リ
近
来
ニ
至
ル
迄
之
事
跡
并
附
近
之
地
理
等
詳
細
記
シ
テ
残
ス
所
ナ
シ
」
と

高
く
評
価
し
て
い
る
。
で
は
、
底
本
は
ど
こ
か
ら
借
り
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
時
点
で
『
金
城
温
古
録
』
を
所
蔵
し
て
い
た
の
は
尾
張
徳
川
家
と
奥

村
家
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
尾
張
徳
川
家
の
「
家
扶
日
記
」
を
み
る
と
、
明

治
十
一
年
に
名
古
屋
鎮
台
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
『
金
城
温
古
録
』
を
貸
し

出
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
鎮
台
が
謄
写
し
た
『
金
城
温
古
録
』
の

二　
陸
軍
の
「
天
守
閣
雛
形
及
城
中
附
属
之
図
書
」
修
復
と
『
金
城
温
古
録
』
謄
写

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
名
古
屋
城
に
関
係
す
る
史
料
に
つ

い
て
も
、
こ
の
時
期
の
状
態
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
は
乏
し
い
が
、『
金
城

温
古
録
』
に
つ
い
て
は
尾
張
徳
川
家
側
の
史
料
か
ら
お
お
よ
そ
の
経
緯
が
う

か
が
え
る
。
桐
原
千
文
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
年
、
先
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
尾
張
徳
川
家
は
県
か
ら
一
部
の
文
書
の
返
却
を
受
け
た
。
そ
の
な
か
に「
金

城
温
古
録　

壱
部　

内
九
ヨ
リ
拾
三
迄
欠
本
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
金
城
温
古
録
』
は
廃
藩
後
、
い
っ
た
ん
県
の
所
有

と
な
っ
た
の
ち
、
明
治
六
年
に
尾
張
徳
川
家
へ
返
却
さ
れ
た
が
、
県
の
も
と

に
あ
る
あ
い
だ
に
九
か
ら
十
三
ま
で
の
五
冊
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
欠
本
を
補
う
た
め
、
尾
張
徳
川
家
は
明
治
十
一
年
五
月
九
日
、『
金

城
温
古
録
』
編
者
で
あ
る
奥
村
得
義
の
養
子
・
定
が
所
蔵
す
る
本
を
借
り
受

け
、
謄
写
本
の
作
成
を
お
こ
な
っ
た
。
謄
写
作
業
は
同
年
七
月
三
十
一
日
に

完
了
し
、
尾
張
徳
川
家
の
所
蔵
す
る
『
金
城
温
古
録
』
は
、
こ
の
時
点
で
編

纂
が
完
了
し
て
い
た
前
編
三
十
一
冊
が
そ
ろ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
こ
の
補
写
作
業
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
尾
張
徳
川
家
は
名
古
屋
鎮
台
か

ら
の
依
頼
を
受
け
て
『
金
城
温
古
録
』
を
鎮
台
に
貸
し
出
し
、
鎮
台
が
さ
ら

に
謄
写
本
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
陸
軍
側
の
史
料
か
ら
、
こ
の

時
期
の
名
古
屋
鎮
台
に
お
け
る
名
古
屋
城
関
係
史
料
収
集
の
動
向
を
み
て
い

き
た
い
。
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底
本
は
尾
張
徳
川
家
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の

年
、
尾
張
徳
川
家
で
は
『
金
城
温
古
録
』
の
補
写
を
行
っ
て
お
り
、
補
写
の

完
了
し
た
九
か
ら
十
三
も
、
た
だ
ち
に
鎮
台
へ
貸
し
出
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
同
家
の
史
料
に
は
、
鎮
台
が
「
御
駐
輦
（
天
皇
の
訪
問
）
ニ
付
諸

事
精
密
取
調
」
の
た
め
『
金
城
温
古
録
』
を
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

石
川
寛
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
一
年
十
月
二
十
七
日
、
明
治
天
皇
は
北
陸
・
東

海
道
巡
幸
の
途
次
で
名
古
屋
城
に
立
ち
寄
り
、
天
守
に
登
っ
た
。
こ
の
と
き

四
条
司
令
長
官
が
天
皇
に
意
見
を
述
べ
、
作
業
中
の
櫓
・
多
門
の
解
体
が
一

時
見
合
わ
せ
に
な
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
経
緯
か
ら
、
鎮
台
が
予
算
措
置
を

待
た
ず
に
『
金
城
温
古
録
』
を
謄
写
し
た
の
は
、
天
皇
の
行
幸
に
備
え
る
た

め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

話
を
謄
写
本
作
成
に
戻
す
と
、
鎮
台
の
伺
を
受
け
て
参
謀
本
部
は
二
つ
の

意
見
を
示
し
た
。
一
つ
は
、『
金
城
温
古
録
』
は
参
謀
本
部
で
も
必
要
な
書

物
な
の
で
、
も
う
一
組
謄
写
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

「
陸
軍
文
庫
図
書
出
納
規
則
」
に
従
っ
て
、『
金
城
温
古
録
』
は
一
度
参
謀
本

部
が
管
轄
す
る
陸
軍
文
庫
に
収
め
た
う
え
で
、
改
め
て
鎮
台
に
貸
し
渡
す
手

続
き
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

明
治
九
年
二
月
に
制
定
さ
れ
た
「
陸
軍
文
庫
図
書
出
納
規
則
」
で
は
、「
陸

軍
部
内
必
用
ノ
書
籍
図
書
」
は
、
各
鎮
台
等
で
は
「
貯
蔵
」
で
き
な
い
定
め

に
な
っ
て
お
り
、
鎮
台
等
が
陸
軍
文
庫
の
図
書
を
利
用
す
る
に
は
、
同
規
則

第
三
章
「
東
京
外
諸
官
廨
貸
渡
手
続
」
の
定
め
に
従
っ
て
図
書
を
借
用
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
参
謀
本
部
は
、
こ
の
点
は
「
名
古
屋
城
郭
ニ
附
属

之
古
図
書
類
」
に
も
当
て
は
ま
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
前
年
に
鎮
台
が
修

復
し
た
「
城
中
附
属
之
図
書
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

参
謀
本
部
の
意
見
を
受
け
て
、
名
古
屋
鎮
台
は
同
年
二
月
、「
城
郭
附
属

古
書
類
」
を
『
金
城
温
古
録
』
と
同
便
で
陸
軍
文
庫
に
送
っ
た
の
で
、「
印

章
御
貼
附
」（
陸
軍
文
庫
の
蔵
書
印
・
蔵
書
票
か
）
の
う
え
で
貸
し
渡
し
て

ほ
し
い
と
申
し
出
た
。
こ
の
文
書
に
は
「
城
郭
附
属
古
書
類
」
の
一
覧
が
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
整
理
し
た
の
が
表
１
の
う
ち
⑴
「
明
治
12
年
陸
軍
文

庫
移
管
時
」
の
欄
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
名
称
に
若
干
の
異
同
は
あ
る

も
の
の
、
現
在
名
古
屋
城
が
所
蔵
す
る
主
殿
寮
本
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
の
ち
、
同
年
五
月
五
日
に
は
『
金
城
温
古
録
』
の
謄
写

料
が
支
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
十
七
日
に
は
「
名
古
屋
城
郭
付
属
之
古
図
書

類
」
の
謄
写
料
も
支
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
時
点
で
、
鎮
台
が
謄
写
し
た
『
金
城
温
古
録
』
と
、
そ
れ
を
底
本
に

陸
軍
文
庫
が
謄
写
し
た
『
金
城
温
古
録
』
の
二
部
が
陸
軍
内
に
存
在
し
、「
城

郭
附
属
古
書
類
」
は
鎮
台
の
も
と
に
あ
っ
た
原
本
と
、
陸
軍
文
庫
が
謄
写
し

た
謄
写
本
の
二
種
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
の
ち
、
陸
軍
文
庫
か
ら

鎮
台
に
『
金
城
温
古
録
』
と
「
附
属
古
図
書
類
」
が
貸
し
渡
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
が
、
そ
の
際
の
記
録
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
見
る

よ
う
に
、
以
後
も
鎮
台
に
関
係
史
料
が
所
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
た
め
、
史
料
が
貸
与
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
鎮
台
・
参
謀
本
部
の
動
き
と
は
別
に
、
明
治
中
期
に
は
靖

國
神
社
遊
就
館
も
名
古
屋
城
関
係
史
料
の
収
集
に
乗
り
出
し
た
。
明
治
二
十

年
（
一
八
八
七
）
八
月
二
十
四
日
、
名
古
屋
鎮
台
参
謀
長
阪
元
純
凞
は
、
城

内
で
管
理
し
て
い
る
名
古
屋
城
関
係
史
料
の
う
ち
、「
天
守
閣
雛
形
并
ニ

三　
天
守
閣
雛
形
等
の
靖
國
神
社
遊
就
館
へ
の
移
管
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城
廓
原
図
金
城
温
古
録
等
」
に
つ
い
て
、
靖
國
神
社
遊
就
館
か
ら
出
品
の

相
談
が
あ
っ
た
た
め
、
運
搬
費
等
の
見
積
も
り
を
添
付
し
て
陸
軍
省
総

務
局
（
以
下
、
総
務
局
）
に
伺
い
を
立
て
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
阪
元

は
同
年
春
に
上
京
し
た
際
、
こ
の
件
に
つ
い
て
遊
就
館
か
ら
相
談
を
受

け
た
と
い
う
。
靖
國
神
社
遊
就
館
は
明
治
十
五
年
二
月
に
開
館
し
、
同

二
十
年
四
月
に
は
大
砲
陳
列
場
の
増
築
工
事
が
竣
工
し
て
お
り
、
阪
元
が

出
品
の
相
談
を
受
け
た
の
は
遊
就
館
の
展
示
場
拡
大
と
関
連
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、添
付
さ
れ
た
見
積
書
に
は
運
送
費
の
ほ
か
に『
金

城
温
古
録
』
の
謄
写
料
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
書
に
つ
い
て
は
謄
写
本

を
作
成
し
て
譲
渡
す
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
伺
い
を
受
け
て
、
総
務
局
は
九
月
十
三
日
付
で
「
右
運
搬
方
並
費

用
概
算
書
相
添
、
過
日
沖
原
中
佐
宛
縷
々
御
照
会
之
趣
了
承
、
然
ル
ニ
去

ル
十
六
季
中
御
台
参
謀
部
ゟ
右
費
用
概
算
書
御
差
越
、
則
別
紙
写
之
通

ニ
有
之
候
処
、
今
般
之
分
ハ
少
々
金
高
相
上
り
候
様
ニ
被
存
候
」
と
鎮

台
に
照
会
し
た
。
名
古
屋
鎮
台
参
謀
部
は
既
に
明
治
十
六
年
、同
様
の「
費

用
概
算
書
」
を
総
務
局
に
送
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
比
べ
て
今
回
の
見
積

額
が
高
額
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
総
務
局
は
そ
の
理
由
を
質
し
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
遊
就
館
は
開
館
直
後
か
ら
名
古
屋
城
関
係
史
料
の

収
集
に
乗
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
照
会
に
対
し
て
、
鎮
台
は
九
月
二
十
四
日
付
で
、
見
積
額
の
高

騰
は
賃
金
高
騰
や
『
金
城
温
古
録
』
謄
写
料
が
加
わ
っ
た
結
果
で
あ
り
、

や
む
を
得
な
い
も
の
だ
と
回
答
し
た
。
総
務
局
も
鎮
台
の
回
答
を
受
け

入
れ
、
当
初
の
見
積
額
で
輸
送
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
十
二
月

に
は
天
守
雛
形
が
東
京
に
到
着
し
た
。
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表1　陸軍所蔵の名古屋城関係史料

※下記の文献をもとに作成した。
　⑴　「２_17名古屋城郭附属の古図書類陸軍卿へ上申」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C0708004700、参謀本部 大日記-M12-61-117（防衛省防衛研究所）
　⑵　「旧名古屋城に属する図書引継の件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C03030799500、陸軍省 壹大日記-M26-8-10（防衛省防衛研究所）
　⑶　城戸久「名古屋城天守宝暦大修理考」（『建築学会論文集』第22号、194１年）
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上
記
の
過
程
で
遊
就
館
に
出
品
さ
れ
た
「
天
守
閣
雛
形
并
ニ
城
廓
原
図

金
城
温
古
録
等
」
の
う
ち
、「
天
守
閣
雛
形
」
と
『
金
城
温
古
録
』
に
つ

い
て
は
す
で
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
問
題
は
「
城
廓
原
図
」
が
何
を

指
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
先
に

名
古
屋
鎮
台
が
修
復
し
た
「
城
郭
附
属
古
図
書
類
」
に
含
ま
れ
て
い
た
「
名

古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
で
あ
る
。
実
際
、現
在
の
靖
國
神
社
遊
就
館
は
「
名

古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
絵
図
の
箱
に
は
、
明

治
二
十
一
年
四
月
二
十
日
付
で
、
陸
軍
省
総
務
局
よ
り
絵
図
を
受
贈
し

た
旨
を
記
し
た
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
に
移
管
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
段

階
で
名
古
屋
城
か
ら
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
の
原
本
は
失
わ
れ
た

こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、『
金
城
温
古
録
』
に
つ
い
て
は
、
鎮
台
が
謄
写
し
た
本
と
、
そ

れ
を
も
と
に
陸
軍
文
庫
が
謄
写
し
た
本
、
そ
し
て
遊
就
館
に
送
ら
れ
た

謄
写
本
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
陸
軍
に
よ
る
史
料
の
謄
写
と
は
別
に
、
明
治
二
十
三
年
に

は
宮
内
省
内
匠
寮
も
名
古
屋
城
関
係
史
料
を
謄
写
し
た
。
石
川
寛
に
よ
れ

ば
、
明
治
二
十
二
年
頃
か
ら
陸
軍
は
名
古
屋
城
保
存
の
た
め
の
経
費
負
担
を

回
避
す
る
た
め
、
城
郭
の
一
部
を
宮
内
省
に
移
管
す
る
こ
と
を
求
め
て
お

り
、
宮
内
省
で
も
移
管
に
向
け
た
調
査
に
と
り
か
か
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
明
治
二
十
三
年
一
月
二
十
三
日
、
宮
内
省
内
匠
寮
技
師

の
木
子
清
敬
は
、
愛
知
県
が
所
蔵
す
る
名
古
屋
城
関
係
史
料
十
件
を
借
用
し

四　
宮
内
省
内
匠
寮
に
よ
る
愛
知
県
所
蔵
史
料
の
謄
写

て
謄
写
さ
せ
た
。
そ
の
内
訳
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
こ
れ
を
み

る
と
、
名
称
に
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵

す
る
史
料
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
金
城

録
』
等
を
納
め
た
帙
に
は
、
謄
写
人
関
重
威
が
「
此
金
城
録
并
附
属
書
類
ハ

明
治
廿
三
年
一
月
中
、
内
匠
寮
技
手
木
子
清
敬
、
名
古
屋
城
建
物
見
分
ト
シ

テ
出
張
被
命
、
其
砌
愛
知
県
庁
土
木
課
ニ
テ
借
受
ケ
謄
写
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
」

と
記
し
た
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す

る
一
連
の
史
料
は
、
こ
の
と
き
謄
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
間
違
い
な

い
。

　

表
２
を
み
る
と
、
陸
軍
が
所
蔵
し
て
い
た
「
城
郭
附
属
古
書
類
」
と
ほ
ぼ

同
じ
内
容
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
か
で
も
宮

内
公
文
書
館
所
蔵
の
『
御
本
丸
御
殿
中
御
絵
』
と
『
名
古
屋
御
城
御
普
請
』

に
は
、
次
の
よ
う
な
識
語
が
朱
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
ハ
名
護
屋
鎮
台
江
送
致
ス

　
　

明
治
十
年
十
二
月
、
照
会

　
　
　

明
治
十
一
年
一
月
九
日
、
天
守
雛
形
其
外
書
類
共
、
悉
皆
引
渡
候
事

　

こ
の
識
語
が
宮
内
公
文
書
館
本
に
記
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う

な
経
緯
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
明
治
十
年
の
段
階
で
、
こ
の
本
の
原

本
や
天
守
閣
雛
形
な
ど
の
史
料
は
愛
知
県
が
所
蔵
し
て
い
た
が
、
名
古
屋

鎮
台
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
明
治
十
一
年
一
月
九
日
に
県
は
そ
れ
ら
を
鎮

台
へ
引
き
渡
し
た
。
そ
の
際
、
県
は
そ
れ
ら
の
史
料
の
謄
写
本
を
作
成
し
て

手
元
に
残
し
た
。
こ
の
と
き
、
す
べ
て
の
史
料
が
謄
写
さ
れ
た
の
か
は
不
明

21
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だ
が
、
少
な
く
と
も
『
御
本
丸
御
殿
中
御
絵
』
と
『
名
古
屋
御
城
御
普
請
』

が
謄
写
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
県
は
謄
写
本
の
方
に
、
こ
こ

に
引
用
し
た
朱
書
き
の
識
語
を
、
備
忘
の
た
め
書
き
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
愛
知
県
に
よ
る
謄
写
本
を
、
明
治
二
十
三
年
に
宮
内
省
内
匠
寮
が
さ
ら

に
謄
写
し
た
結
果
、
こ
の
識
語
が
宮
内
公
文
書
館
本
に
残
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
論
が
正
し
い
と
す
る
と
、
名
古
屋

鎮
台
が
明
治
十
一
年
に
修
復
し
た
「
天
守
閣
雛
形
及
城
中
附
属
之
図
書
」
は
、

も
と
も
と
愛
知
県
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
を
、
同
年
一
月
に
鎮
台
に
譲
渡
し

た
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、「
天
守
閣
雛
形
及
城
中
附
属
之
図
書
」
の
原
本
を
、
も
と
も

と
尾
張
徳
川
家
が
所
蔵
し
て
い
て
、
同
家
か
ら
鎮
台
が
譲
り
受
け
た
と
い
う

可
能
性
も
残
る
。
鎮
台
へ
の
譲
渡
に
際
し
て
尾
張
徳
川
家
が
謄
写
本
を
作
成

し
、
そ
れ
に
朱
書
き
の
識
語
を
記
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
後
年
に
（
た
と
え
ば

後
述
す
る
『
金
城
録
』
編
纂
の
際
に
）
愛
知
県
が
謄
写
し
た
と
い
う
流
れ
で

あ
れ
ば
、
こ
の
識
語
に
つ
い
て
一
応
説
明
が
つ
く
た
め
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
以
下
の
理
由
か
ら
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。
第
一
の

理
由
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
多
く
の
藩
政
文
書
は
廃
藩
後
に
愛
知
県
へ
移

管
さ
れ
て
お
り
、
名
古
屋
城
関
係
の
絵
図
や
文
書
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
明
治
期
の
尾
張
徳
川

家
「
家
扶
日
記
」
を
み
る
と
、『
金
城
温
古
録
』
の
謄
写
や
貸
し
出
し
に
関

し
て
は
丁
寧
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
天
守
閣
雛
形
」
等
に
つ

い
て
は
該
当
す
る
時
期
の
記
事
を
み
て
も
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。『
金
城
温
古
録
』
に
つ
い
て
詳
し
く
記
録
し
た
尾
張
徳
川
家
の
家
扶

た
ち
が
、「
天
守
閣
雛
形
」
等
に
つ
い
て
だ
け
等
閑
に
付
す
と
は
考
え
に
く

表２　明治23年に宮内省内匠寮が愛知県から借用した史料

※「名古屋城（名古屋離宮）加藤忠恕宛木子清敬名古屋城（名古屋離宮）関係史料借用書」（木子文庫：木054-02-26、東京都立中央図書館
所蔵）をもとに作成。「番号」は宮内公文書館における識別番号。
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い
。
む
し
ろ
同
家
は
「
天
守
閣
雛
形
」
等
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
（
し
た
が
っ

て
譲
渡
等
の
事
実
も
存
在
し
な
か
っ
た
）
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、「
天
守
閣
雛
形
及
城
中
附
属
之
図
書
」
は
、
廃
藩
後

に
県
へ
移
管
さ
れ
、
明
治
十
一
年
に
県
か
ら
鎮
台
に
移
管
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

一
方
、
愛
知
県
所
蔵
本
か
ら
宮
内
省
が
謄
写
し
た
史
料
の
な
か
に
は
、
陸

軍
の
所
蔵
品
に
は
み
ら
れ
な
い
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
『
金
城

録
』
は
『
金
城
温
古
録
』
の
抄
写
本
で
あ
り
、
元
愛
知
県
令
国
貞
廉
平
の

遺
命
を
受
け
て
、
真
田
彦
太
が
明
治
十
八
年
に
編
纂
を
終
え
た
書
物
で
あ
る

（
同
書
序
文
）
が
、
そ
れ
以
外
は
廃
藩
置
県
以
前
に
成
立
し
た
史
料
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
明
治
十
一
年
に
愛
知
県
か
ら
鎮
台
へ
移
管
さ
れ
ず
、

県
の
も
と
に
残
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
翻
刻
し

た
「
御
天
守
御
修
覆
取
掛
ヨ
リ
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」
は
、
内
容
か
ら
み

て
本
来
は
鎮
台
に
移
管
さ
れ
た
史
料
群
に
含
ま
れ
る
宝
暦
大
修
理
関
係
の

絵
図
類
と
一
体
の
史
料
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
鎮
台
へ
の
移
管
史
料

か
ら
漏
れ
た
た
め
に
所
蔵
先
が
分
離
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
明
治
二
十
二
年
か
ら
名
古
屋
城
の
宮
内
省
移
管

が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
明
治
二
十
四
年
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震
に
よ
る
被
災

か
ら
の
復
旧
工
事
を
終
え
た
の
ち
、
明
治
二
十
六
年
五
月
、
名
古
屋
城
の
本

丸
全
域
と
御
深
井
丸
・
西
之
丸
の
一
部
が
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
、
名
古
屋
離

宮
が
誕
生
し
た
。

　

名
古
屋
離
宮
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
第
三
師
団
（
旧
名
古
屋
鎮
台
）
が

五　
名
古
屋
離
宮
の
成
立
と
城
郭
附
属
図
書
の
宮
内
省
移
管

城
内
で
管
理
し
て
い
た
図
書
類
も
、
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
が
検
討
さ

れ
た
。
同
年
七
月
八
日
、
宮
内
省
は
名
古
屋
城
に
あ
る
図
書
類
の
う
ち
必
要

な
も
の
を
一
覧
に
し
た
調
書
を
作
成
し
、
陸
軍
省
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
移
管

を
求
め
た
。
最
終
的
に
、
八
月
末
ご
ろ
に
は
こ
の
調
書
ど
お
り
に
史
料
が
移

管
さ
れ
た
。

　

こ
の
調
書
を
整
理
し
た
も
の
が
、
表
１
の
う
ち
⑵
「
明
治
26
年
宮
内
省
移

管
時
」
の
欄
で
あ
る
。
こ
の
表
で
左
側
の
⑴
「
明
治
12
年
陸
軍
文
庫
移
管
時
」

の
欄
と
比
較
す
る
と
、
宮
内
省
が
移
管
を
求
め
た
史
料
は
著
し
く
項
目
が
少

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
内
省
に
よ
る
リ
ス
ト
を
詳
細
に

み
る
と
「
等
」「
其
他
数
種
」
と
い
っ
た
記
載
が
み
ら
れ
、
員
数
も
「
壱
帙
」

と
な
っ
て
お
り
、
帙
の
な
か
に
入
っ
た
史
料
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
記
載
し

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
明
治
十
二
年
時
の
陸
軍
の
リ
ス
ト
は
、

内
訳
を
一
点
ご
と
に
細
か
く
記
載
し
て
い
る
た
め
、
見
か
け
上
点
数
が
多
く

見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
リ
ス
ト
の
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
す

る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
明
治
二
十
六
年
の
リ
ス
ト
に
は
、
明
治
十
二
年
の
リ
ス
ト
に
あ

る
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
が
見
え
な
い
一
方
、
明
治
十
二
年
の
リ
ス
ト

に
は
な
い
「
附
箱
入
町
場
請
取
絵
図
」
が
見
ら
れ
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。

「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
と
「
附
箱
入
町
場
請
取
絵
図
」
は
、
い
ず
れ
も

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
丁
場
割
を
示
し
た
絵
図
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
の
原
本
は
、
明

治
二
十
年
に
鎮
台
か
ら
靖
國
神
社
遊
就
館
へ
移
管
さ
れ
、
現
在
も
遊
就
館
が

所
蔵
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
明
治
二
十
六
年
の
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た

「
附
箱
入
町
場
請
取
絵
図
」
が
、
こ
の
原
本
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

24
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る
。

　

実
は
宮
内
庁
書
陵
部
は
、
図
書
寮
文
庫
の
な
か
に
「
名
古
屋
御
城
石
垣

絵
図
」
を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
絵
図
は
木
箱
に
納
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
、

明
治
二
十
六
年
の
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
箱
入
」
と
い
う
記
載
と
も
合
致
す
る
。

こ
の
絵
図
が
明
治
二
十
六
年
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
整
合

性
が
と
れ
る
。
ま
た
、
図
書
寮
文
庫
に
は
宝
暦
大
修
理
関
係
の
史
料
も
存
在

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
明
治
十
二
年
の
陸
軍
が
謄
写
し
た
史
料
の
リ

ス
ト
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
（
以
下
、「
図
書
寮
文
庫
本
」
と
呼
称
）。

　

問
題
は
図
書
寮
文
庫
本
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
の
性
格
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
絵
図
は
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
尾
張
藩

が
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」（
現
遊
就
館
本
）
を
修
復
し
た
際
に
作
成
し

た
写
し
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
廃
藩
置
県
の
段
階
で

す
で
に
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
は
二
種
類
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
の
典
拠
と
思
わ
れ
る
『
名
古
屋
御
城
御
普
請

町
場
割
絵
図
附
録
』
に
は
、
延
享
元
年
に
絵
図
（
原
本
）
を
修
復
し
た
事

実
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
写
し
を
作
成
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
明
治
十
二
年
に
お
け
る
陸
軍
の
リ
ス
ト
に
も
、「
名
古
屋
御
城
石
垣

絵
図
」
は
一
件
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
図
書
寮
文
庫
本
「
名

古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
を
延
享
元
年
の
写
本
と
す
る
説
に
は
疑
問
が
残
る
。

こ
の
絵
図
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
以
外
の
史
料
に
つ
い
て
も
、
明
治
二
十
六
年

に
移
管
さ
れ
た
の
が
原
本
で
あ
る
の
か
、
明
治
十
二
年
の
謄
写
本
で
あ
る

の
か
は
、
公
文
書
等
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

図
書
寮
文
庫
に
は
宝
暦
修
理
関
係
の
絵
図
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳

は
明
治
二
十
六
年
の
リ
ス
ト
と
一
致
す
る
。
図
書
寮
文
庫
本
は
未
見
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
絵
図
が
明
治
二
十
六
年
に
陸
軍
か
ら
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
図
書
寮
文
庫
本

を
調
査
す
る
こ
と
で
、
明
治
二
十
六
年
に
移
管
さ
れ
た
史
料
の
性
格
も
お
の

ず
と
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
図
書
寮
文
庫
本
を
調
査
す
る
ま
で
も
な
く
、
明
治
二
十
六
年

に
移
管
さ
れ
た
宝
暦
大
修
理
関
係
の
史
料
は
謄
写
本
で
あ
り
、
原
本
は
陸
軍

に
残
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
城
戸
久
が
昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
）
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
原
本
の
一
部
と
思
わ
れ
る
史
料

を
「
陸
軍
築
城
部
本
部
」
の
所
蔵
品
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

城
戸
が
紹
介
し
た
史
料
を
整
理
し
た
の
が
表
１
の
右
端
⑶
「
陸
軍
築
城

部
本
部
所
蔵
図
」
の
欄
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
城
戸
が
紹
介
し
た
史

料
は
す
べ
て
、
明
治
十
二
年
陸
軍
文
庫
移
管
時
の
リ
ス
ト
に
上
が
っ
て
い

る
史
料
に
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
城
戸
が
紹
介
し
た
の
は
宝
暦
大
修
理
に
関
係

す
る
絵
図
九
点
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
城
戸
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は

全
体
が
一
帙
に
納
ま
り
、
帙
表
紙
に
貼
紙
で
「
名
古
屋
城
天
守
修
繕
之
図
」

と
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
絵
図
が
陸
軍
文
庫
移
管
時

の
リ
ス
ト
で
「
大
小
九
枚
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
た
事
実
と
符
合
す
る
。

城
戸
論
文
に
は
絵
図
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
虫
損
等
の
様
相
か
ら
江

戸
期
の
成
立
と
推
定
し
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と

も
城
戸
が
陸
軍
所
蔵
と
し
て
紹
介
し
た
絵
図
は
、
江
戸
期
の
原
本
に
あ
た
る

と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
築
城
部
本
部
で
は
「
本
邦
城
郭
史
編
纂
委
員
会
」

を
設
け
て
城
郭
史
の
編
纂
を
進
め
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
関
連
し
て
、

26

27

28
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築
城
部
本
部
に
絵
図
が
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、

明
治
二
十
六
年
に
陸
軍
か
ら
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
た
の
は
、
謄
写
本
だ
っ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
検
討
し
た
事
実
の
経
過
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
関
係
す
る
史
料
は

す
べ
て
廃
藩
後
に
一
度
、
旧
藩
か
ら
県
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
治
六
年

に
は
『
金
城
温
古
録
』
が
尾
張
徳
川
家
に
返
却
さ
れ
、
明
治
十
一
年
に
は
天

守
閣
雛
形
や
宝
暦
修
理
時
の
図
面
等
（「
城
郭
附
属
古
書
類
」）
が
名
古
屋
鎮

台
に
移
管
さ
れ
た
。
さ
ら
に
鎮
台
は
同
年
、
尾
張
徳
川
家
か
ら
『
金
城
温
古

録
』
を
借
用
し
て
謄
写
本
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
鎮
台
が
入
手
し
た
「
城
郭

附
属
古
書
類
」
と
『
金
城
温
古
録
』
は
陸
軍
文
庫
で
さ
ら
に
謄
写
さ
れ
、
鎮

台
に
貸
与
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
二
十
年
に
は
靖
國
神
社
遊
就
館
に
天
守

閣
雛
形
と
「
城
廓
原
図
」、
そ
し
て
あ
ら
た
に
作
成
さ
れ
た
『
金
城
温
古
録
』

の
謄
写
本
が
出
品
さ
れ
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
移
管
さ
れ
た
。
こ
の
「
城
廓

原
図
」
は
、
現
在
遊
就
館
が
所
蔵
す
る
「
御
城
石
垣
絵
図
」
で
あ
り
、
陸
軍

が
明
治
十
一
年
に
入
手
し
た
原
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
と
は
別
に
、
明
治
十
八
年
に
は
愛
知
県
が
尾
張
徳
川
家
か
ら
『
金
城

温
古
録
』
を
借
用
し
て
抄
写
本
『
金
城
録
』
を
編
纂
し
た
。
続
い
て
名
古
屋

城
の
宮
内
省
移
管
が
検
討
さ
れ
る
な
か
、
明
治
二
十
三
年
に
は
同
省
内
匠
寮

が
、『
金
城
録
』
は
じ
め
愛
知
県
の
所
蔵
す
る
関
係
史
料
を
借
用
し
て
謄
写

し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
宮
内
公
文
書
館
本
で
あ
る
。

　

そ
し
て
明
治
二
十
六
年
に
名
古
屋
城
が
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
る
と
、
第
三

師
団
が
管
理
し
て
い
た
名
古
屋
城
関
係
史
料
が
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
た
。
こ

お
わ
り
に

れ
が
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
一
連
の
史
料
で
あ

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
な
お
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ

る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
名
古
屋
離
宮
成
立
後
の
宮
内
省
に
お
け
る
史
料
の
謄
写

や
収
集
に
つ
い
て
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
現
在
名
古
屋
城
が
所
蔵
す
る
い

わ
ゆ
る
「
主
殿
寮
本
」
は
、
陸
軍
か
ら
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
た
史
料
群
と
内

容
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、「
陸
軍
文
庫
」
の
蔵
書
印
や
蔵
書
票
は
一
切
付

さ
れ
て
お
ら
ず
、
宮
内
省
主
殿
寮
の
蔵
書
印
の
み
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
こ
れ
ら
は
陸
軍
か
ら
移
管
さ
れ
た
史
料
を
、
宮
内
省
が
さ
ら
に
転
写

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、名
古
屋
城
は
こ
の
「
主
殿
寮
本
」

と
は
別
に
、「
主
殿
寮
本
」
と
、
内
匠
寮
が
明
治
二
十
三
年
に
愛
知
県
か
ら

史
料
を
借
り
て
謄
写
し
た
本
（
現
宮
内
公
文
書
館
本
）
の
両
者
を
底
本
と
し

て
写
し
、
一
括
し
た
史
料
群
も
所
蔵
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
宮
内
省
内
匠
寮

の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
宮
内
省
が
行
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
行
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

史
料
的
な
制
約
も
あ
る
が
、
名
古
屋
城
関
係
史
料
の
伝
来
を
総
体
と
し
て
明

ら
か
に
す
る
に
は
、
宮
内
省
に
よ
る
史
料
の
謄
写
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

29

註１ 

石
川
寛「
名
古
屋
離
宮
の
誕
生
」（『
愛
知
県
史
研
究
』第
一
二
号
、二
〇
〇
八
年
）、朝
日
美
砂
子「
永

遠
な
れ　

本
丸
御
殿
」（『
失
わ
れ
た
国
宝　

名
古
屋
城
本
丸
御
殿
―
創
建
・
戦
火
・
そ
し
て
復
元
』〈
名

古
屋
城
、
二
〇
〇
八
年
〉
所
収
）。

２ 

桐
原
千
文
「『
金
城
温
古
録
』
の
諸
本
と
奥
村
得
義
家
旧
蔵
書
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
市
博
物
館
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研
究
紀
要
』
第
二
〇
巻
、
一
九
九
七
年
）。

３ 
及
川
亘
「
靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
『
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
附
属
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
八
七
号
、
二
〇
一
九
年
）。

４ 

麓
和
善
・
加
藤
由
香
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
関
す
る
史
料
と
修
理
計
画
に
つ
い
て
」

（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
七
四
巻
・
第
六
三
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）

５ 

太
田
尚
宏
「
尾
張
藩
徳
川
家
に
お
け
る
文
書
の
伝
来
と
管
理
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
幕
藩

政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
総
合
的
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。

６ 

「
御
系
譜
御
事
蹟
編
纂
取
調
帳
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）。
こ
の
点
は
桐
原
前
掲
（
六
五
頁
）

で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
の
注
（
14
）
も
参
照
。

７ 

「（
家
扶
）〔
日
記　

尾
州　

一
〕（
四
）」（
尾
四-

一
〇
三
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

８ 

「
天
守
雛
形
其
他
修
復
に
付
伺
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef. 

C
04028071600

、
陸
軍
省-

大
日
記-M

11-19-43

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所)

。

９ 

『
名
古
屋
叢
書
続
編　

金
城
温
古
録
（
二
）』（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、一
九
六
五
年
）
二
九
四
頁
、

三
三
〇
頁
。

10 

前
掲
「（
家
扶
）〔
日
記　

尾
州　

一
〕（
四
）」。

11 

「〔
名
地
往
復
簿　

二
〕（
八
）」（
尾
四-

一
八(

八)

、
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

12 

石
川
前
掲
、
三
四
頁
。

13 

「1_29 

金
城
温
古
録
代
価
御
下
渡
の
義
に
付
回
答
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）

R
ef. C

07080070500

、
参
謀
本
部-

大
日
記-M

12-62-118

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所)

。

14 

「2_17 

名
古
屋
城
郭
附
属
の
古
図
書
類
陸
軍
卿
へ
上
申
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
）R

ef. C
07080004700

、
参
謀
本
部-

大
日
記-M

12-61-117

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所)
。

15 

阪
元
純
凞
に
つ
い
て
は
史
料
中
で「
阪
元
」と「
坂
本
」両
様
の
表
記
が
見
ら
れ
確
定
し
が
た
い
が
、

本
稿
で
は
便
宜
上
「
阪
元
」
の
字
を
用
い
る
。

16 

「
天
守
閣
雛
形
等
取
寄
の
件
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef. 

C
06080302600

、
陸
軍
省-

貳
大
日
記-M

20-10-31

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所)

。

17 

賀
茂
百
樹
編
『
靖
國
神
社
誌
』（
靖
國
神
社
、
一
九
一
一
年
）
一
八
七
頁
。

18 

前
掲
「
天
守
閣
雛
形
等
取
寄
の
件
」。

19 

前
掲
「
天
守
閣
雛
形
等
取
寄
の
件
」。

20 

「
名
古
屋
城
据
付
費
の
件
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef. C
06080319800

、

陸
軍
省-

貳
大
日
記-M

20-12-33

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所)

。

21 

及
川
前
掲
。

22 

石
川
前
掲
。

23
「
名
古
屋
城
（
名
古
屋
離
宮
）
加
藤
忠
恕
宛
木
子
清
敬
名
古
屋
城
（
名
古
屋
離
宮
）
関
係
史
料
借

用
書
」（
木
子
文
庫
：
木054-02-26

、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）。

24 

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
石
川
前
掲
論
文
を
参
照
。

25 

以
下
、
こ
の
項
は
「
旧
名
古
屋
城
に
属
す
る
図
書
引
継
の
件
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
）R

ef. C
03030799500

、
陸
軍
省-

壹
大
日
記-M

26-8-10

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所)

に
よ
る
。

26
『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』（
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）、
及
川
前
掲
。

27 

城
戸
久
「
名
古
屋
城
天
守
宝
暦
大
修
理
考
」（『
建
築
学
会
論
文
集
』
第
二
二
号
、
一
九
四
一
年
）。

28 

麓
・
加
藤
前
掲
。

29 

中
井
均
「
本
邦
築
城
史
編
纂
委
員
会
と
『
日
本
城
郭
史
資
料
』
に
つ
い
て
」（『
中
世
城
郭
研
究
』

第
七
号
、
一
九
九
三
年
）、
同
『
城
館
調
査
の
手
引
き
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
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凡
例

・
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
本
（
以
下
、宮
内
公
文
書
館
本
）
を
底
本
と
し
、

名
古
屋
城
総
合
事
務
所
所
蔵
本
（
以
下
、
名
古
屋
城
本
）
に
よ
っ
て
校
合

し
た
。

・
平
仮
名
、
片
仮
名
の
用
字
は
底
本
に
従
っ
た
。

・
漢
字
は
原
則
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
が
、
底
本
に
従
っ
た
も
の
も
あ
る
。

・
合
字
（「
ゟ
」「
〆
」）
は
底
本
に
従
っ
て
表
記
し
た
。

・
踊
り
字
（「
々
」「
ゝ
」「
ヽ
」）
は
底
本
に
従
っ
て
表
記
し
た
。

・
必
要
に
応
じ
て
文
の
切
れ
目
に
読
点
「
、」
を
、語
句
の
切
れ
目
に
中
黒
「
・
」

を
補
っ
た
。

・
底
本
の
朱
書
箇
所
は
、
該
当
箇
所
冒
頭
に
（
朱
書
）
と
記
し
、
該
当
箇
所

を
「　

」
で
示
し
た
。

・
割
注
は
宮
内
公
文
書
館
本
に
従
っ
た
が
、
字
送
り
は
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

・
平
出
は
改
行
し
、
欠
字
は
一
字
空
き
と
し
た
。

・
必
要
に
応
じ
て
年
代
、
人
名
等
を
ル
ビ
で
（　

）
内
に
注
記
し
た
。

・
明
ら
か
に
文
意
が
通
じ
な
い
場
合
も
底
本
通
り
に
表
記
し
、
該
当
箇
所
に

ル
ビ
で
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。
底
本
の
誤
字
と
推
測
さ
れ
る
場
合
は
、

正
し
い
と
推
測
さ
れ
る
文
字
を
ル
ビ
で
（
〇
カ
）
と
注
記
し
た
。
同
じ
く

脱
字
と
推
測
さ
れ
る
場
合
は
、
ル
ビ
で
（
〇
脱
カ
）
と
注
記
し
た
。

・
名
古
屋
城
本
と
宮
内
公
文
書
館
本
と
で
字
が
異
な
る
場
合
は
、
本
文
に
宮

内
公
文
書
館
本
の
字
を
記
し
、
ル
ビ
で
〔　

〕
内
に
名
古
屋
城
本
に
お
け

る
字
を
示
し
た
。

・
翻
刻
は
木
村
慎
平
（
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
学
芸
員
）、
堀
内
亮
介

（
同
）、
武
田
純
子
（
同
調
査
研
究
員
）
が
担
当
し
た
。

翻
刻
「
御
天
守
御
修
復
取
掛
り
ゟ
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」
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《
表
紙
》

「
御
天
守
御
修
復
取
掛
り
ゟ

　
　
　
　
　

  

惣
出
来
迄

仕
様
之
大
法
」

《
本
文
》

御
天
守
全
備
之
御
修
復
ニ
付
、
宝
暦
二
年
申
二
月
十
五
日
、
左
之
通
於
御
用

所
、
御
用
懸
被　

仰
付
旨
、
竹
腰
山（

正

武

）

城
守
殿
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林　

治（

充

綱

）

右
衛
門 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
吹
儀（

雅

正

）

兵
衛 

御
天
守
御
修
復
之
儀
、
当
年
ゟ
全
備
之
御
修
復
被　

仰
付
候
間
、
其
方

共
儀
御
用
懸
可
相
勤
候
、
勿
論
御
太
切
之
御
場
所
ニ
候
間
、
御
修
復
之

儀
精
々
入
念
可
申
付
由

御
意
候
、
且
又
御
作
事
中
、
日
々
一
両
人
ツ
ヽ
、
不
絶
御
場
所
ニ
相
詰
、

可
有
裁
許
候

御
作
事
奉
行
も
右
御
用
懸
り
被　

仰
付
候
間
、
万
端
無
隔
意
申
合
令
一

和
、
御
為
宜
取
計
候
様
可
被
相
心
得
候
、
委
細
ハ
遠
山
彦（

景

慶

）

左
衛
門
・
千

村
多（

伯
済
）門

江
可
申
談
候
、
被
可
得
其
意
候

　
　

二
（
宝
暦
二
年
）


月

宝
暦
二
年
申
二
月
十
五
日
、
於　

御
城
御
用
所
、

御
天
守
全
備
之
御
修
復
被　

仰
付
候
旨
、
竹
腰
山（

正

武

）

城
守
殿
被　

仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
町
兵（

忠

利

）

左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
下
部
兵（

方

信

）

次
郎

御
天
守
御
修
復
之
儀
、
当
年
ゟ
全
備
之
御
修
復
被　

仰
付
候
間
、

其
方
共
儀
御
用
懸
可
相
勤
候
、
勿
論
御
太
切
之
御
場
所
ニ
候
間
、

御
修
補
之
儀
精
々
入
念
可
申
付
由

御
意
候
、
且
又
御
作
事
中
、
日
々
一
両
人
ツ
ヽ
不
絶
御
場
所
ニ
相
詰
、

可
有
裁
許
候
、
御
普
請
奉
行
も
右
御
用
懸
被　

仰
付
候
間
、
万
端

無
隔
意
申
合
令
一
和
、
御
為
宜
取
計
候
様
可
被
相
心
得
候
、
委
細

ハ
遠
山
彦（

景

慶

）

左
衛
門
・
千
村
多（

伯
済
）門

可
申
談
候
、
可
被
得
其
意
候

　
　
　
　

二
（
宝
暦
二
年
）

月
十
五
日　
右
書
付
山
城
守
殿
御
読
聞
之
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

  　
　
　

兵
左
衛
門
へ
御
渡
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
被
仰
渡
候
上
、
林
治（

充

綱

）

右
衛
門
・
山
吹
儀（

雅

正

）

兵
衛
・
寺
町
兵 

（
忠
利
）
 

左
衛
門
・

日
下
部
兵（

方

信

）

次
郎
、
一
同
ニ
罷
出
候
様
、
彦

（
遠
山
景
慶
）

左
方
被
申
聞
、
則
御
用
所

江
罷
出
候
様
、
山（

竹
腰
正
武
）

城
守
殿
左
之
通
被　

仰
談
候

　
　

御
天
守
御
修
復
之
儀
、
追
々

上
ニ
も
御
心
遣
被
遊
、
種
々
致
方
等
令
吟
味
候
様
被　

仰
出
、
先

達
而
江
戸
町
人
江
市
屋
等
ニ
も
見
分
申
付
候
処
、
右
仕
様
書
之
儀

も
当
表
致
方
与
格
別
之
儀
も
不
相
見
候
、
左
候
得
と
も
当
表
之
者

ニ
被　

仰
付
候
方
可
然
と
の
御
裁
許
ニ
而
、
今
般
御
作
事
方
ゟ〔
江
〕

申

達
候
仕
様
之
通
御
修
補
被　

仰
付
候
、
全
体
御
石
垣
ハ
御
普
請
方

主
役
之
筋
ニ
相
見
、
御
石
垣
上
揚
方
等
之
儀
ハ
御
作
事
方
之
主
役

之
儀
ニ
候
得
共
、
夫
々
引
分
り
取
扱
候
而
は
、
事
ニ
よ
り
双
方
難

持
合
義
も
可
有
之
候
間
、
右
揚
方
・
御
石
垣
築
方
と
も
、
両
役
打

込
取
扱
候
筈
、

（
候
カ
）

就
夫
面
々
御
為
之
儀
存
入
候
ニ
付
而
者
、
強
而

我
意
を
申
立
候
様
成
義
も
有
之
、
御
太
切
成
御
修
復
成
就
之
障
ニ

も
相
成
事
候
間
、
聊
も
私
を
不
相
交
、
両
役
共
令
和
融
、
御
修
補

之
儀
精
々
入
念
丈
夫
ニ
出
来
候
様
被
申
付
、
尤
御
入
方
之
儀
ニ
付
、

諸
事
御
為
宜
被
相
考
候
、
其
内
当
然
御
入
用
減
候
而
も
、
始
終
手

2

1

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14
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薄
儀
ハ
被
申
付
間
敷
事
候
得
共
、
尚
又
勘
弁
宜
相
心
得
旨

右
之
通
、
山（

竹
腰
正
武
）

城
守
殿
被
仰
談
、
隼（

成
瀬
正
泰
）

人
正
殿
ニ
も
前
件
之
趣
御
取
合
被
仰

談
候
、
此
節
治（

林

充

綱

）

右
衛
門
義
御
談
之
趣
奉
承
知
候
、
御
当
地
ニ
お
ゐ
て
夫
々

仕
手
之
者
共
、
年
来
御
修
復
之
致
方
勘
考
仕
、
御
用
相
待
罷
在
候
間
、
今

般
御
大
営
被
仰
出
候
ニ
付
而
者
、
猶
又
相
進
ミ
可
申
候
、
勿
論
私
共
義

両
役
所
申
合
、
心
魂
ヲ
砕
き
出
精
裁
許
仕
候
て
、
全
備
之
御
修
復
成
就

可
仕
儀
ニ
奉
致
候
旨
申
達
之
候
、
彦

（
遠
山
景
慶
）

左
方
・
多

（
千
村
伯
済
）

門
方
ニ
も
御
丁
寧
成
御

談
之
旨
取
合
有
之
、
何
も
致
退
出
候

一
、
右
済
而
、
大
道
寺
主（

直
澄
）水

殿
・
加
々
嶋
七　

（

正

信

）
　

郎
左
衛
門
殿
江
謁
候
而
、
右
御

用
懸
り
被
仰
付
候
旨
申
述
、
御
国
御
用
人
衆
へ
も
前
件
之
趣
申
達
候

処
、
追
々
勘
弁
之
趣
申
達
候
様
被
申
聞
、
年
寄
衆
ゟ
御
国
御
用
人
衆

へ
御
談
之
書
付
一
通
被
相
渡
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
山
彦　

（
景
慶
）
　



左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
村
多（

伯
済
）



門

　
　
　

御
天
守
御
修
補
之
儀
、
去
春

　
　
　

公
儀
御
達
相
済
候
付
、
当
年
ゟ
全
備
之
御
修
復
被　

仰
付
候
間
、
各　
　

　
　
　

儀
右
御
用
懸
り
相
勤
候
様
ニ
と

　
　
　

御
意
候

一
、
右
仕
様
之
儀
、
追
々
御
吟
味
有
之
内
、
三
度
御
作
事
奉
行
申
達
候
仕
様

書
之
通
上
ケ
方
仕
懸
置
、
地
形
等
持
堪
之
程
弥
見
届
、
御
石
垣
取
払
、

如
元
築
立
、
惣
御
修
復
可
仕
旨

一
、
初
重
ゟ
四
重
目
迄
之
御
屋
ね
、
不
残
銅
葺
ニ
致
替
候
様
可
仕
由

　
　

右
之
通
可
申
付
旨

御
諚
候
、
尤
御
大
営
不
容
易
御
修
復
之
御
事
候
間
、
御
用
懸
り
大
小

之
御
役
人
申
合
、
随
分
丈
夫
ニ
念
入
出
来
為
仕
、
勿
論
致
掛
り
候
上
、

追
々
存
寄
候
儀
ハ
無
隔
意
申
談
、
猶
又
仕
様
等
相
伺
、
御
為
宜
取
計

候
様
と
の
御
事
候
、
被
得
其
意
、
右
之
趣
御
普
請
奉
行
・
御
作
事
奉

行
江
被
申
渡
、
各
ニ
も
精
々
裁
許
可
有
之
候

右
御
修
復
ニ
付
而
者
、
夫
々
取
扱
事
多
ク
、
御
入
用
も
大
分
之
事
候

得
ハ
、
懸
り
之
御
役
人
勘
弁
見
聞
等
不
行
届
候
而
者
、
無
益
之
御
入
方
・

御
失
墜
も
可
令
出
来
儀
候
、
諸
事
随
分
細
ニ
吟
味
心
を
配
、
御
費
用

之
儀
無
之
様
、
下
役
末
々
迄
も
無
油
断
可
申
渡
由
、
是
又
懸
り
之
御

役
人
江
可
被
申
渡
候

　
　
　

二
　（
宝
暦
二
年
）

月
十
五
日

（
朱
書
）

「
当（

宝
暦
二
年
）

三
月
、
江
戸
江
罷
下
候
筈
、
当

正
月
申
渡
有
之
候
処
、
各
懸
り
被

仰
渡
無
之
、
酉（

宝
暦
三
年
）

三
月
詰
満
、
罷
登
り　
　
　
　

丹
羽
武（

正

虎

）

右
衛
門 

候
之
上
、
右
一
統
掛
り
被　

仰
付
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
朱
書
）

「
申（

宝
暦
二
年
）

五
月
、
江
戸
ゟ
罷
登
候
上
、
懸

被　

仰
付
候
、
酉（

宝
暦
三
年
）

三
月
、
為
武
右
衛
門
代　
　

上
野
治（

資

清

）

兵
衛

江
戸
江
罷
下
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、三

（
宝
暦
二
年
）

月
十
五
日

御
天
守
御
修
復
御
事
始
ニ
付
、
巳
刻
御
城
代
衆
・
遠
山
彦（

景

慶

）

左
衛
門
方
・

15

16

17

18

19

20

21

22
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千
村
多（

伯
済
）門

方
出
席
、
御
普
請
奉
行
・
御
作
事
奉
行
下
役
・
支
配
之
者
共
、

初
重
南
之
方
ゟ
東
御
入
ケ（

側

）輪
通
り
ニ
並
居
、
同
中
之
ま

（
間
）

ニ
お
ゐ
て
御
事

始
儀
式
、
前
田
文
右
衛
門
・
永
井
弁
右
衛
門
、
麻
上
下
着
用
取
扱
申
候
、

巳
中
刻
相
済
、
榎
御
多
門
内
本
〆
所
江
引
取
、
神
酒
相
祝
候
事

　
　
　

但
、
右
備
物
・
席
餝
方
等
別
ニ
留
有

　
　

一
、
御
用
達
町
人
共
、
右
之
節
本
〆
所
迄
相
詰
罷
在
候
事

一
、
御
事
始
之
席
江
罷
出
候
輩
、
不
残
平
服

御
天
守
御
修
復
最
初
取
懸
り
よ
り
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法

一
、
申（

宝
暦
二
年
）

三
月
、
御
作
事
取
掛
り
之
節
、
初
重
辰（

東
南
）巳

之
方
本
側
隅
御
柱
を
居
り

ニ
し
て
水
積
付
候
之
処
、
左
之
通
ニ
相
見
候

　
　
　
　

辰（
東
南
）巳

隅
本
側
御
柱
居
り

　
　
　
　

未（
西
南
）申

隅
本
側
御
柱　
　
　

本
水
ゟ
七
寸
七
分
下
ル 

　
　
　
　

戌（
西
北
）亥

隅
本
側
御
柱　
　
　

本
水
ゟ
壱
尺
弐
寸
三
分
下
ル

　
　
　
　

丑（
東
北
）寅

隅
本
側
御
柱　
　
　

本
水
ゟ
六
寸
四
分
下
ル

     

右
、
下
り
之
義
、
戌
亥
隅
本
側
御
柱
并
御
入
ケ（

側

）輪
、
各
別
落
込
候
所
ハ
、

御
石
垣
痛
出
来
故
与
相
見
、
其
余
御
長
押
通
り
北
西
之
方
、
自
然
下

り
之
分
ハ
、
元
来
建
前
之
水
下
り
等
ニ
而
も
可
有
之
哉
、
左
候
得
ハ
、

今
般
壱
尺
弐
寸
余
揚
方
致
候
而
ハ
、
却
て
不
都
合
之
儀
も
出
来
可
致

哉
、
依
之
右
御
長
押
通
り
、
自
然
下
り
之
水
を
体
ニ
い
た
し
、
揚
方

概
之
水
を
相
定
候

辰
巳
隅
本
側
御
柱
居
り

未
申
隅
本
側
御
柱　
　
　
本
水
ニ
六
寸
五
分
五
厘
下
ケ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
来
姿
ニ
壱
寸
五
分
五
厘
上
ケ 

戌
亥
隅
本
側
御
柱　
　
　
本
水
ニ
九
寸
九
分
下
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
来
姿
ニ
弐
寸
四
分
上
ケ

　
　

丑
寅
隅
本
側
御
柱　

     

本
水
ニ
五
寸
七
分
五
厘
下
ケ

                                

有
来
姿
ニ
六
分
五
厘
上
ケ

　
　

右
概
水
ゟ
惣
揚
方
并
御
柱
毎
之
村

（
斑
ヵ
）

直
シ
之
分
量
等
割
出
申
候

一
、
揚
方
極
候
後
、
左
之
通
ニ
相
成
候

　
　
　

辰
巳
角
本
側
御
柱
居
り

　
　
　

未
申
角
本
側
御
柱　
　
本
水
ニ
四
寸
弐
分
低
シ　
　

                               　
有
来
姿
ニ
三
寸
六
分
上
ル 

　
　
　

戌
亥
角
本
側
御
柱　
　
本
水
ニ
六
寸
八
分
低
シ

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
来
姿
ニ
五
寸
五
分
上
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
ニ
壱
寸
上
ケ
越
ア
リ

　
　
　

丑
寅
角
本
側
御
柱　
　
本
水
ニ
四
寸
四
分
低
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
来
姿
ニ
弐
寸
上
ル

一
、
重
々
傾
キ
之
義
、
分
量
不
同
ニ
候
得
共
、
初
重
・
二
重
起
し
方
致
候
得
ハ
、

三
重
・
四
重
・
五
重
目
に
自
然
ニ
起
方
可
有
之
儀
ニ
見
積
候
故
、
初
重
・

二
重
突
通
し
之
御
柱
ニ
而
所
々
下
振
致
し
、
御
修
復
取
掛
之
節
相
糺

候
処
、
左
之
通
相
見
候

　
　

 

二
重
目
梁
下
ゟ
初
重
板
敷
上
端
迄

　
　
　

下
振
糸
長
弐
丈
五
尺
九
寸

　
　
　

辰
巳
隅
本
側
御
柱　
　
　
北
江
三
寸
六
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

西
江
六
寸
壱
分　

 

傾

　
　
　

未
申
隅
本
側
御
柱　
　
　
北
江
三
寸
七
分
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
江
五
寸
四
分　

  

傾

　
　
　

戌
亥
隅
本
側
御
柱　
　
　
北
江
四
寸
弐
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

西
江
六
寸
五
分　

 

傾

　
　
　

丑
寅
隅
本
側
御
柱　
　
　
北
江
三
寸
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
江
六
寸
五
分　

 

傾

右
下
振
糸
通
り
御
柱
ニ
腕
木
取
付
印
付
置
、
御
修
復
中
日
々
目
代
・
手

代
・
御
大
工
差
添
相
改
さ
せ
、
見
廻
り
之
度
々
我
等
共
も
見
分
致
候
処
、

既
ニ
揚
方
仕
掛
ケ
取
懸
り
、
所
々
高
張
五
六
縄
等
取
付
候
得
ハ
、
日
々

厘
毛
之
起
キ
方
ニ
相
見
、
全
備
之
御
修
復
成
就
之
手
筋
も
相
顕
レ
候

23

24

25

26

27

28

29

3031

32



81 名古屋城調査研究センター研究紀要　第１号（2020 年）　

一
、
右
起
し
方
極
之
上
、
戌
亥
隅
・
丑
寅
隅
本
側
御
柱
ハ
直
規
矩
ニ
相
成
、

辰
巳
隅
・
未
申
角
本
側
御
柱
ハ
直
規
矩
ニ
起
し
方
致
候
得
者
、
角
図

出
来
候
付
、
双
方
概
之
規
矩
ニ
而
起
方
相
極
置
候

　
　
　
　

井
楼
・
桟
橋
・
足
代
仕
様 

一
、
御
天
守
御
堀
内
東
之
方
剣
塀
際
ゟ
、
南
之
方
剣
屏
際
迄
北
西
押
廻
し
、

都
合
七
拾
間
余
之
分
、
高
サ
八
間
程
巾
四
間
弐
間
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二
ツ
継
、
大
小
角
木
を
以
井

楼
組
上
、
御
石
垣
際
江
明
り
取
并
石
運
ひ
道
と
し
て
、
所
々
井
楼
内

組
明
ケ
、
御
石
垣
際
ゟ
四
尺
程
除
キ
、
長
八
間
ニ
大
松
丸
太
北
西
折

廻
ニ
而
弐
拾
七
本
北
側
拾
三
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

西
側
拾
四
本
、
鳥
居
立
ニ
し
て
笠
木
置
渡
し
、
杉
丸
太

ニ
而
布
結
、
所
　々

か
け
、
右
笠
木
ゟ
井
楼
上
江
角
木
・
松
丸
太
に

置
渡
し
、
角
木
組
置
へ
、
御
石
垣
上
端
ニ
而
巾
四
間
程
足
場
致
出
来

候

一
、
北
之
方
ニ
而
井
楼
上
迄
、
長
弐
拾
五
間
、
巾
四
間
之
桟
橋
壱
ケ
所
、
西

之
方
御
石
垣
切
抜
キ
之
所
江
、
長
弐
拾
四
間
巾
四
間
之
桟
橋
壱
ケ
所
、

各
角
木
を
以
橋
台
組
立
、
長
三
間
之
角
木
・
四
間
五
間
之
松
丸
太
等

を
以
、
六
通
り
ツ
ヽ
登
桁
置
渡
し
、
馬
踏
五
寸
・
六
寸
之
角
木
置
並
へ
、

両
側
手
摺
杉
丸
太
取
附
、
大
小　

か
け

一
、
御
天
守
入
口
剣
屏
東
之
方
中
程
、
一
間
切
抜
仮
〆
り
開
戸
付
、
此
所

ゟ
御
壺
蔵
西
之
方
江
延
橋
巾
弐
間
・
長
拾
間
程
、
杉
丸
太
乱
杭
立
、

同
登
桁
三
通
り
置
、
馬
踏
厚
弐
寸
之
挽
板
並
へ
、
杉
丸
太
手
摺
取
附
、

所
々

か
け
、
但
北
西
大
桟
橋
之
義
、
各
左
右
江
杉
丸
太
ニ
而
柱
堀
立
、

登
桁
置
、
長
壱
間
厚
弐
寸
之
挽
板
敷
並
へ
、
杉
丸
太
大
竹
等
を
以
手

摺
取
付
、
所
々
縄
結
ひ　

懸
、
但
仕
事
之
摸
様
ニ
随
、
右
左
有
之
枝

橋
ハ
所
々
附
替
相
用
ひ
候

一
、
西
之
方
切
抜
ゟ
南
之
井
楼
ハ
、
北
側
御
石
垣
出
来
之
上
、
不
用
之
井

楼
取
毀
し
、
其
木
を
以
て
組
立
、
依
之
北
側
井
楼
ニ
而
持
張
候
足
代
・

上
屋
等
ハ
、
長
七
間
余
之
松
丸
太
立
桁
置
、
御
石
垣
際
之
鳥
居
立
江

布
結
ひ
固
メ
、
長
四
間
之
松
丸
太
や
り
渡
し
、
足
代
・
上
屋
と
も
ニ

持
張
せ
候

一
、
初
重
ゟ
三
重
目
迄
、
北
之
方
一
面
、
東
江
折
廻
五
間
余
西
側
切
抜
迄
、

杉
丸
太
足
代
竪
横
三
尺
間
縄
結
ひ
、　

か
け
、
重
々
上
屋
下
地
取
附
、

長
六
間
七
間
之
指
梁
入
、
鼻
桁
掛
、
中
通
り
も
や
桁
入
、
竹　

木
廻

縄
か
き
、
薄
柿
葺
但
初
重
上
屋
ハ

下
地
同
断
筈
葺

、
屋
根
上
壱
尺
間
ニ
足
溜
り
打
、
重
々
歩
之

板
置
渡
、
目
隠
し
莚
囲
ひ
、
所
々
切
張
立
、
筋
違
入
縄
結
ひ
、

か

け

一
、
北
之
方
御
石
垣
出
来
之
上
、
右
切
抜
ゟ
南
并
未
申
角
ゟ
東
江
折
廻
八
間

程
、
前
件
之
通
足
代
・
上
屋
共
立
添

一
、 

四
重
目
御
屋
根
銅
葺
下
地
取
掛
之
節
、
東
之
方
平
地
ゟ
南
之
方
半
分
平
地

 
                                                　

　

  　
　
　

   

半
分
御
堀

ゟ

杉
丸
太
足
代
掛
、
四
方
共
上
屋
取
附
四
重
目
ハ
厚
八
分
之 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

 

挽
板
二
枚
重
ニ
而
葺
、
足
溜
り
打
、
同

三
重
目
・
二
重
目
銅
葺
下
地
取
掛
り
候
節
、
追
々
右
ニ
准
し
四
方
共
上

屋
・
足
代
立
添

但
、
四
重
目
足
代
上
屋
ハ
三
重
目
御
屋
ね
上
よ
り
、
三
重
目
上
屋

足
代
ハ
二
重
目
御
屋
根
上
よ
り
仕
掛
候
処
、
左
候
而
ハ
重
々
之
仕

事
一
度
難
相
成
候
付
、
再
考
之
上
、
四
重
目
窓
ゟ
角
木
を
以
刎
出

し
仕
懸
、
四
重
目
之
上
屋
持
張
、
三
重
目
已
下
各
角
木
刎
出
し
を
以
、

夫
々
上
屋
持
張
候
ノ
様
仕
掛
置
、
銅
葺
下
地
ゟ
葺
方
、
長

チ
ヤ
ン

塗
御
金

33
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物
取
付
、
壁
方
共
出
来
之
上
、
一
重
ツ
ヽ
上
屋
足
代
共
追
々
取
払

候

　
　
　
　

 
三
重
目
已
下
片
附
方 

一
、三
重
目
西
北
折
廻
し
附
破
風
三
ヶ
所
共
、
瓦
・
土
居
葺
・
胴
建
共
取
払
、

御
入
側
ハ
瓦
并
瓦
土
取
下
し
、
樫
羽
目
・
化
粧
羽
目
・
窓
敷
居
・
鴨
居
共
、

夫
々
相
紋
附
取
ほ
く
し
、
上
御
深
井
丸
西
之
方
江
片
付
、
仮
小
屋
立
入

置
、
瓦
者
御
米
蔵
構
北
御
高
塀
際
、
東
ハ
御
壺
蔵
之
南
、
北
ハ
御
弓
矢

多
門
之
下
江
取
下
シ
片
付
、
瓦
土
壁
土
等
、
是
又
三
方
江
取
下
し
候

但
、
壁
土
之
義
、
上
御
深
井
丸
御
城
代
同
心
番
所
後
之
方
江
寄
集
メ
、

同
北
御
高
屏
御
物
見
よ
り
御
水
堀
江
刎
出
シ
仕
懸
、
井
戸
車
取
付
、

釣
瓶
ニ
而
御
堀
之
水
汲
上
ケ
、
右
土
場
江
樋
取
付
、
手
打
中
塗
等

之
土
拵
致
候

一
、
瓦
土
并
建
具
共
、
筈
車
三
方
江
仕
掛
ケ
取
下
し
候
、
前
々
筈
車
ハ
縄
壱

筋
ニ
而
、
下
シ
方
計
ニ
相
用
候
処
筈
車
ハ
元
鞍
馬　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
下
し
ゟ
工
夫
致
候
由
、
大
工
方
工
夫
を
以

苧
綱
二
筋
取
、
上
ゟ
下
シ
候
勢
ひ
ニ
而
、
下
ゟ
軽
き
品
引
揚
候
様
、
操

カ
ラ
ク

り
重
々
上
屋
掛
置
候
、
内
ハ
重
々
并
井
楼
上
江
番
桶
置
、
水
汲
入
置
候
、

右
溜
水
并
暑
気
之
節
呑
水
等
、
過
半
ハ
筈
車
を
以
汲
上
候

一
、
初
重
・
二
重
御
入
側
北
西
折
廻
三
拾
九
間
程
、
初
重
腰
屋
根
西
北
折
廻

し
附
五
ヶ
所
、
屋
根
瓦
土
居
葺
胴
建
共
不
残
取
払
、
諸
色
片
付
方
右
同

断

一
、
右
三
重
目
已
下
働
多
場
所
ハ
、
御
釘
隠
其
外
金
物
類
は
つ
し
、
箱
ニ
入
、

御
柱
長
押
共
樅
板
ニ
而
包
ミ
、
四
重
目
已
下
御
縁
板
・
根
太
共
過
半
取

は
つ
し
、
夫
々
相
紋
付
片
付
置

　
　
　
　
　

建
前
揚
方
仕
様

一
、
御
蔵
内
西
北
折
廻
し
巾
六
間
程
、
根
太
・
板
敷
・
羽
目
板
共
取
払
、
内

ケ（

側

）輪
御
石
垣
ゟ
三
間
内
ニ
而
、
角
木
を
以
井
楼
組
上
ケ
、
初
重
御
床
上

江
敷
盤
仕
懸
、
所
々
大
小　

か
け

但
、
御
蔵
内
井
戸
之
儀
、
外
ケ（

側

）輪
御
石
垣
取
払
候
節
、
地
形
危
キ
意

味
も
無
之
哉
と
及
吟
味
候
処
、
元
来
井
戸
ケ（

側

）輪
水
底
ゟ
跡
之
方
、
広

き
石
ニ
而
畳
上
ケ
候
体
ニ
相
見
へ
、
揚
方
仕
掛
致
候
而
も
毛
頭
危
き

様
子
無
之
候
ニ
付
、
井
戸
内
切
強

（
張
カ
）

入
角
木
置
並
へ
置
候
、
右
御
修

復
出
来
、
戌
十
一
月
角
木
取
払
、
さ
ら
へ
申
付
候
処
、
水
性
少
も
不

損
、
清
水
ニ
而
持
堪
候

一
、
初
重
北
之
方
不
残
、
西
折
廻
シ
三
本
目
之
御
柱
迄
、
本
側
通
り
末
口

七
八
寸
之
松
丸
太
ニ
而
、
苧
縄
腰
結
取
付
、
御
土
蔵
内
ゟ
仕
掛
候
敷

盤
之
上
、
壱
間
ニ
弐
本
宛
、
長
六
間
ゟ
八
間
迄
、
末
口
尺
以
上
之
大

松
丸
太
取
入
、
盤
木
よ
り
壱
間
半
や
り
出
し
、
末
口
八
九
寸
之
松
丸

太
を
以
枕
木
置
、
長
六
間
ゟ
八
間
迄
、
末
口
尺
以
上
之
松
丸
太
刎
木

ニ
仕
掛
、
一
備
ニ
弐
本
も
組
合
、
刎
木
尻
ニ
角
木
丸
太
等
結
添
、
角

木
棚
組
し
て
猫
棒
車
知
仕
懸
、
刎
木
之
鼻
ゟ
敷
桁
江
、
苧
縄
ニ
而
も

ぢ
り
取
、
所
々
組
縄
結
ひ
、
大
小　

か
け
、
刎
木
尻
ゟ
御
土
蔵
内
江

苧
縄
を
以
棚
釣
下
ケ
、
角
木
か
ら
石
等
之
重
り
仕
掛

一
、
四
重
目
北
西
折
廻
し
本
ケ（

側

）輪
ゟ
壱
間
内
江
、
御
土
蔵
内
井
楼
上
ゟ
継
柱

ニ
而
鳥
居
立
取
付
、
長
四
五
間
末
口
尺
位
之
松
丸
太
を
以
刎
木
仕
掛
、

惣
体
腰
結
刎
木
之
仕
懸
方
右
同
断
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但
、
四
重
目
仕
掛
ハ
五
重
目
を
揚
方
致
、
初
重
之
揚
方
荷
を
軽
メ

候
目
論
見
ニ
而
取
附
、
則
上
ケ
方
致
候
処
、
右
仕
懸
に
て
五
重
目

計
ハ
軽
く
上
ケ
方
相
成
候

一
、
右
揚
方
ニ
付
、
重
々
東
南
之
方
、
勾
強

（
張
カ
）

掻
イ
ケ（

側

）輪
通
り
御
柱
一
ま
く

ニ
筋
違
入
、　

か
け
致
手
当
候

一
、
初
重
戌
亥
角
并
北
之
方
・
西
之
方
本
側
敷
桁
ゟ
三
重
目
御
床
上
通
り
長

七
拾
間
余
、
廻
り
九
寸
之
長チ

ヤ
ン

掛
之
苧
縄
を
以
、
御
本
丸
未
申
御
櫓
東

之
方
広
手
并
御
幕
蔵
北
之
方
広
手
へ
各
弐
筋
ツ
ヽ
引
出
し
、
大
松
丸

太
を
以
五
六
仕
懸
、
角
木
組
上
ケ
重
り
か
け
、
外
ニ
六
七
寸
之
苧
縄

を
以
、
三
重
目
内
所
々
居
手
取
付
、
車
知
猫
棒
ニ
而
た
る
ミ
取

　
　
　

但
、
右
五
六
縄
之
義
、

御
天
守
北
西
江
入
側
取
払
候
得
ハ
、
大
風
雨
等
之
節
、
若
傾
キ
相

増
候
義
も
可
有
之
哉
、
夫
ニ
付
、
千
石
積
之
大
船
沖
乗
大
風
之
節
、

廻
り
壱
尺
之
苧
縄
ニ
碇
付
巻
下
し
候
得
ハ
、
則
其
船
を
引
留
候
由
、

凡
廻
り
壱
尺
之
苧
縄
ニ
而
千
石
目
を
引
留
候
力
有
之
候
得
ハ
、

御
天
守
初
重
ニ
而
御
柱
壱
本
、
大
法
百
石
目
之
積
ニ
し
て
彼
是
考

合
、
御
修
復
中
大
風
雨
之
為
手
当
、
右
五
六
縄
取
付
候
、
尤
五
六

縄
取
付
候
已
後
、

御
天
守
一
体
弐
三
分
之
起
方
ニ
相
見
候

（
朱
書
）

「
揚
方
仕
掛

　

  

申（

宝

暦

二

年

）

八
月
二
日
ゟ
同
十
二
月
廿
二
日
迄
」

一
、
右
北
側
仕
掛
出
来
、
申
十
月
五
日
揚
方
致
候
処
、
目
論
見
之
通
り
揚
方

相
成
候
御
柱
毎
揚
方

　
　
　
　
　
　
　

多
少
別
ニ
記
、
其
以
後
御
石
垣
取
ほ
く
し
、
足
石
入
築
立
之
上
、

西
側
仕
懸
ニ
取
掛
り
候 

但
、
初
日
之
揚
方
ね
こ
棒
車
知
七
拾
、
脚
人
数
五
百
人
程
相
懸
り
、

追
々
揚
方
ニ
ハ
か
ら
石
角
木
之
重
り
を
相
増
、
人
数
を
相
減
候

（
朱
書
）

「
西
側
上
ケ
方

　
　

酉（

宝

暦

三

年

）

六
月
十
一
日
ヨ
リ
同
七
月
四
日
迄
」

一
、
西
側
揚
方
之
義
、
二
重
目
西
側
不
残
・
南
折
廻
し
六
間
程
、
御
土
蔵
内

井
楼
上
ゟ
鳥
居
木
立
枕
木
置
、
大
松
丸
太
弐
本
ツ
ヽ
枕
木
ゟ
四
尺
五
寸

や
り
出
し
、
又
枕
木
置
、
夫
ゟ
四
尺
五
寸
や
り
出
し
、
大
松
丸
太
を

以
刎
木
仕
掛
ニ
本
側
通
り
ゟ
九
尺
内
ニ
而
三
重
目
之
本
側
御
柱
請
候
、

中
敷
桁
通
り
江
八
寸
角
ニ
而
請
木
仕
懸
、
刎
木
上
ゟ
切
立
入
、
初
重

梁
下
ニ
松
丸
太
南
北
江
長
ク
取
入
、
二
重
目
刎
木
鼻
ゟ
六
寸
之
苧
縄

を
以
あ
や
も
ち
り
取
、
其
外
初
重
之
通
所
々
紐
縄
結
、
大
小　

掛

一
、
三
重
目
西
之
方
御
床
上
江
御
土
蔵
内
ゟ
鳥
居
木
立
枕
木
取
付
、
敷
盤
置

猫
棒
仕
懸
、
初
重
西
之
方
本
ケ（

側

）輪
敷
桁
ゟ
木
縄
・
苧
縄
取
巻
〆

一
、
右
仕
掛
出
来
之
上
致
揚
方
、
西
側
御
石
垣
取
ほ
く
し
、
其
已
後
御
石
垣

不
残
築
立
、
右
仕
懸
追
々
取
払
申
候 

一
、
右
揚
方
之
儀
、
辰
巳
之
方
本
ケ（

側

）輪
隅
御
柱
居
り
ニ
し
て
、
戌
亥
之
方
本

ケ（

側

）輪
隅
御
柱
最
初
相
訂
し
候
下
り
壱
尺
弐
寸
之
内
、
今
般
六
寸
六
分

上
ケ
、
西
・
北
・
東
折
廻
し
御
柱
之
分
、
夫
々
概
水
之
通
致
揚
方
候

　
　
　
　
　

御
石
垣
取
ほ
く
し
方
同
築
方

一
、
御
石
垣
や
り
形
水
杭
櫓
、
地
際
ニ
而
七
尺
五
寸
ニ
六
間
、
上
ニ
而
壱
間

ニ
弐
間
、
高
サ
拾
間
余
、
杉
丸
太
ニ
而
切
組
堀
立
、
四
尺
間
ニ
貫
通
し
、
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間
毎
ニ
筋
違
十
文
字
ニ
入
、
四
方
ゟ
杦
丸
太
ニ
而
扣
取
付
、
貫
四
尺
ま

ニ
入
レ
込
せ
ん
〆
、
戌
亥
隅
弐
ケ
所
、
南
之
方
壱
ケ
所
、
御
堀
底
ゟ
取

立
、
別
ニ
丑
寅
隅
・
未
申
隅
一
ヶ
所
ツ
ヽ
、
都
合
五
ヶ
所
取
立
、
有
来

御
石
垣
之
規
矩
合
写
置
候
反
り
板
取
付
、
御
石
垣
之
高
サ
本
側
ゟ
引
出

し
候
概
之
水
を
以
感
付
、
右
櫓
御
堀
内
ハ
、
角
木
井
楼
不
組
立
已
前
取

立
、
御
石
垣
惣
出
来
迄
指
置
、
御
入
側
建
方
之
節
も
右
水
杭
相
用
ひ
候

（
朱
書
）

「
北
側
御
石
垣
ほ
く
し
方

申（

宝

暦

二

年

）

十
二
月
十
日
頃
ゟ
酉（

宝

暦

三

年

）

二
月
廿
九
日
迄
」

一
、
北
側
御
石
垣
ほ
く
し
方
、
戌
亥
隅
ニ
而
上
端
折
廻
し
八
間
程
、
下

江
弐
間
余
、
御
土
蔵
土
台
下
迄
、
内
外
御
石
垣
取
下
り
、
本
側
通

り
地
形
致
見
分
候
処
、
砂
交
り
築
土
ニ
ハ
候
得
共
、
可
欠
損
痛
も

無
之
、
丈
夫
ニ
相
見
候
付
、
直
ニ
御
堀
底
隅
石
迄
、
双
方
雁
木
ニ

取
下
り
、
根
敷
之
隅
石
外
面
ニ
而
北
之
方
一
ヶ
所
、
西
之
方
壱
ヶ

所
、
深
サ　
　
　
　
　
　
　
　

、
根
固
之
丸
太
致
吟
味
候
処
、
木
性

宜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
相
見
候
付
、
其
段
申
達
、
御
国
御
用

人
衆
見
分
之
上
、
元
之
通
築
固
置
申
候

一
、
戌
亥
隅
ゟ
根
敷
ニ
而
東
江
拾
六
間
余
、
同
丑
寅
隅
石
上
ゟ
七
ツ
目
迄
、

雁
木
ニ
取
ほ
く
し
、
築
石
大
小
か
ら
石
共
、
上
御
深
井
丸
内
同
心
番
所

裏
手
之
方
江
取
除
ケ
、
右
築
石
取
ほ
く
し
候
跡
、
地
形
手
当
と
し
て
関

板
当
、
鳥
居
立
テ
松
丸
太
ゟ
切
強

（
張
カ
）

入
、
筋
違
結
、
所
　々

か
け

但
、
右
切
張
上
歩
ミ
板
置
、
ほ
く
し
方
築
方
等
之
節
、
車
智
猫
棒

巻
場
ニ
相
用
ひ
候

（
朱
書
）

「
西
側
御
石
垣
ほ
く
し
方

　
　

半
分　
　
　
　
　
　

半
分　
　
　
　
　
　

」

一
、
北
之
方
御
石
垣
築
上
り
候
已
後
、
西
側
之
内
根
敷
に
て
未
申
隅
ゟ
北
江

六
間
半
、
有
来
御
石
垣
残
シ
置
、
同
隅
石
上
ゟ
拾
四
本
、
南
江
押
廻
し

上
端
ニ
而
七
間
程
、
御
石
垣
雁
木
に
と
り
ほ
く
し
、
片
付
方
右
同
断

但
、
右
西
之
方
半
分
ほ
く
し
、
切
抜
ゟ
北
之
方
戌
亥
隅
上
ミ
之
な

ら
し
迄
築
上
り
候
已
後
、
残
ル
半
分
取
ほ
く
し
候
、
委
細
訳
ハ
別

紙
墨
引
ニ
而
見
ル

一
、
右
ほ
く
し
口
、
苧
縄
足
代
縄
数
十
筋
釣
下
ケ
、
か
ら
石
俵
ニ
而
取
付
、

ほ
く
し
懸
之
か
ら
石
こ
け
落
さ
る
様
、
致
手
当
候

一
、
大
石
之
分
ハ
車
知
ニ
而
巻
上
ケ
、
修
羅
ニ
載
せ
、
を
し
ミ
綱
か
け
、
桟

橋
通
り
取
下
し
、
低
ミ
之
分
ハ
御
堀
内
ゟ
足
代
懸
、
車
知
に
て
巻
上
ケ
、

惣
か
ら
石
ハ
歩
行
持
ニ
而
取
降
申
候
、
但
石
運
ひ
方
ハ
築
上
候
節
も
右

同
断

（
朱
書
）

「
御
石
垣
築
方
ニ（

酉
ヵ
）而

三
月
四
日
北
側
ゟ
取
掛
り
、
追
々

 
西
側
共
戌（

宝

暦

四

年

）

三
月
廿
五
日
迄
出
来
」

一
、
北
側
御
石
垣
築
方
、
惣
体
御
堀
底
な
ら
し
石
壱
ツ
通
り
指
置
、
最
初
戌

亥
之
方
隅
石
・
隅
脇
石
共
居
之
、
同
隅
ゟ
東
江
根
敷
ニ
而
拾
五
間
余

、
ほ
く
し
口
迄
築
合
、
戌
亥
隅
石
段
之
五
本
居
之

、
夫
ゟ
雁
木
ニ
築
上
り

、
丑
寅
隅
石
上
ミ

ゟ
七
本
目
通
り
東
江
押
廻
し
、
上
端
ニ
而
四
間
半
、
ほ
く
し
口
迄
築
合

石
面
ゟ
壱
尺
程
跡
壱
本
、
同
中
程
ニ
壱

本
、
都
合
弐
本
、
い
つ
れ
も
丸
太
也

四
尺
余
掘
入
四
尺
余
堀
入
候

得
ハ
、
弐
尺
斗
水
涌
申
候

酉
六
月
十
七
日
ゟ

同
八
月
廿
七
日
迄

酉
十
一
月
五
日
ヨ
リ

同
十
二
月
廿
三
日
迄

丑
寅
隅
ゟ
上
端
ニ
而

十
間
程
な
ら
し
石
置

丑
寅
隅
ゟ
西
江
拾
間
余

雁
木
ニ
右
御
石
垣
残
ル

か
ク
五
本
ゟ
多
ク
ハ

一
度
ニ
居
り
不
申
候

西
側
ほ

く
し
口
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せ
申
候

一
、
西
之
方
戌
亥
ゟ
根
敷
ニ
而
拾
弐
三
間
程
南
迄
築
出
し
、
夫
ゟ
切
抜
北
之

隅
上
端
迄
築
上
ケ
、
戌
亥
隅
ゟ
北
面
押
廻
し
な
ら
し
置
い
た
し
、
次
ニ

西
一
面
、　
　
　

        

未
申
隅
石
上
ミ
ゟ
拾
四
本
目
、
東
江
押
廻
し
、

南
側
上
端
に
て
八
間
程
築
上
り
、
な
ら
し
置
い
た
し
申
候

但
、
御
堀
底
な
ら
し
石
其
侭
指
置
候
方
丈
夫
之
為
、
可
然
与
申
相

不
取
綺
筈
候
へ
共
、
有
来
な
ら
し
石
居
り
不
宜
並
悪
敷
分
ハ
取
替
、

新
石
足
築
立
申
候

（
朱
書
）

「
切
抜
之
所
築
方

　

 

戌（

宝

暦

四

年

）

八
月
九
日
ゟ
同
九
月
三
日
迄
」

一
、
西
側
御
石
垣
切
抜
之
所
、
ほ
く
し
方
之
節
よ
り
御
土
蔵
内
通
用
道
ニ
相

成
、
御
石
垣
出
来
此
所
計
明
ケ
置
、
追
而
荒
仕
事
無
之
時
節
見
合
、
築

塞
キ
申
候

一
、
御
蔵
内
側
御
石
垣
、
西
北
折
廻
し
弐
拾
八
間
、
未
申
隅
ゟ
東
江
四
間
余
、

都
合
三
拾
弐
間
余
、
足
石
入
築
立

一
、
御
土
蔵
内
未
申
之
方
南
ケ（

側

）輪
ニ
而
一
ヶ
所
、
井
戸
東
之
方
ニ
而
壱
ヶ
所
、

明
ル
取
窓
出
来
、
南
側
御
石
垣
築
立
、
同
有
来
窓
一
ヶ
所
、
御
石
垣
繕

築

一
、
有
来
御
石
垣
四
方
共
込
石
か
い

一
、
右
築
方
、
水
杭
反
板
ゟ
水
杭
反
板
江
水
縄
引
通
し
、
所
々
反
り
板
取

付　
　

、
築
石
一
か
さ
ツ
ヽ
ニ
而
反
り
板
見
通
し
勾
倍
相

訂
し
、
隅
石
・
隅
根

（
脇
）

石
ハ
四
方
胴
摺
合
せ
、
小
た
ゝ
き
、
鉄
か
い
・
割
石
・

胴
か
い
張
り
合
、
扣
石
入
、
平
之
方
胴
摺
合
、
胴
か
い
は
り
合
、
扣

石
入
、
割
石
か
い
、
大
小
か
ら
石
詰
、
築
石
根
入
短
キ
分
ハ
別
ニ
跡

石
置
、
惣
か
ら
石
千
棒
ニ
而
築
固
メ
申
候

一
、
石

（
右
ヵ
）

築
方
、
御
石
垣
際
江
修
羅
ニ
而
引
付
、
築
石
ニ
胴
縄
か
け
、
棚
上
ニ

ね
こ
棒
車
知
仕
掛
、
築
石
釣
上
ケ
、
好
之
所
江
有
附
、
石
面
勾
倍
左
右

之
合
羽
胴
摺
合
、
固
り
宜
様
墨
か
け
、
築
石
車
知
ニ
而
巻
上
ケ
、
鍳
玄

翁
ニ
而
石
形
作
り
、
幾
度
も
伏
起
し
て
、
具
合
宜
節
築
固
メ
申
候

一
、
右
足
シ
石
之
義
、
隅
石
長
九
尺
ゟ
壱
丈
迄
、
巾
四
尺
ニ
三
尺
弐
寸
拾
本
、

中
隅
石
長
七
尺
五
寸
、
巾
三
尺
五
六
寸
八
本
、
隅
脇
石
長
六
尺
、
面
三

尺
弐
寸
ニ
三
尺
五
寸
拾
七
本
、
已
上
三
拾
五
本
岩
崎
山
よ
り
切
出
し
、

平
築
石
三
州
堅
石
、
長
五
尺
面
弐
尺
五
寸
四
方
九
百
弐
拾
五
本
切
出
し

候
、
右
之
外
小
牧
村
辺
・
小
金
山
・
白
鳥
御
材
木
場
・
太
鼓
櫓
御
堀
内

等
、
前
々
ゟ
有
来
候
御
石
垣
石
御
場
所
江
取
入
、
夫
々
足
石
ニ
相
用
候

　
　
　
　

起
方
并
重
々
御
柱
村

（
斑
ヵ
）

直
し
仕
様

東
江
起
方　
　
　
　
　
　

南
江
起
方　

一
、
初
重
・
二
重
・
三
重
目
迄
本
ケ（

側

）輪
間
仕
切
化
粧
羽
目
板
は
つ
し
、
楔
ゆ

る
め
、
東
南
之
方
折
廻
し
御
石
垣
上
端
ゟ
弐
間
半
程
下
迄
、
井
楼
組
上

角
木
置
渡
し
、
巾
六
間
程
足
場
拵
、
三
重
目
西
北
折
廻
し
、
敷
桁
ゟ
廻

六
寸
九
寸
之
苧
綱
三
拾
九
筋

、
同
二
重
目
梁
下
通
り
東
南
之

方
江
引
出
し
、
長
八
間
末
壱
尺
已
上
之
松
丸
太
弐
本
宛
末
口
切
合
せ

、
東
之
方
七
組
、
南
之
方
六
組
取
立

、

右
苧
綱
付
車
知
猫
棒
ニ
而
巻
き
〆
、
角
木
か
ら
石
等
ヲ
以
大
五
六
ニ
仕

掛
、
重
々
御
柱
ニ
下
振
下
ケ
、
日
々
起
し
方
分
量
相
訂
シ
、
数
日
之
内

ニ
自
然
と
起
し
方
相
成
候
様
操

ア
ヤ
ツ
リ

置

、
初
重
・
二
重

未
申
隅
ゟ
北
江
六
間
半

有
来
御
石
垣
残
し
置

御
石
垣
築
方
ノ
為
石
面

よ
り
五
寸
除
き
取
付
ル

戌
二
月
十
日
頃
ゟ

同
四
月
八
日
頃
迄

戌
四
月
十
日
ゟ

同
六
月
六
日
迄

五
六
一
組
ニ

三
筋
ツ
ヽ
掛

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

揚
方
刎
木
ニ
相

用
候
松
丸
太
也

最
初
東
側
五
六
七
組
仕
掛
起
方
相
済
し

右
諸
色
を
以
南
側
五
六
仕
か
け
申
候

毎
夕
松
丸
太
ニ
切
張
入
夜

分
起
方
無
之
様
手
当
致
候
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突
通
し
之
御
柱
ニ
而
、
南
江
弐
寸
四
分
、
東
江
六
寸
五
分
起
方
致
、
戌

亥
隅
・
丑
寅
隅
御
柱
直
規
矩
ニ
し
て
惣
体
本
ケ（

側

）輪
間
仕
切
共
、
槻
樫
か

け
や
ニ
而
打
込
、
長
押
上
不
残
并
間（

仕
脱
ヵ
）

切
羽
目
有
之
分
ハ
長
押
下
共
貫

間
毎
ニ
筋
違
切
込
、
柱
敷
桁
梁
根
太
共
有
来
引
鉄
巻
鉄
〆
直
し
、
大
小　

取
付
、
敷
鉄
・
巻
鉄
・
引
鉄
・
新
規
足
鉄
物
取
付

但
、
辰
巳
隅
・
未
申
隅
御
柱
直
規
矩
ニ
起
方
致
候
而
ハ
一
間
毎
之

隅
図
多
く
不
都
合
ニ
相
成
候
付
、
な
ら
し
之
宜
ニ
而
居
置
申
候

一
、
起
し
方
ニ
而
御
土
蔵
御
柱
と
内
ケ（

側

）輪
御
石
垣
透
間
出
来
之
所
ハ
、
御
柱

左
右
ゟ
楔
打
込
固
置
申
候

一
、
初
重
・
二
重
・
三
重
目
惣
御
柱
之
下
り
、
夫
々
重
々
概
之
水
ニ
而
壱
本

ツ
ヽ
其
重
々
ニ
而
仕
掛
を
以
揚
方
致
し
、
梁
下
桁
と
所
々
概
敷
盤
か
い
、

大
小

か
け
引
鉄
・
巻
鉄
等
足
入
固
置

　
　
　

重
々
取
建
方
仕
様

一
、
御
土
蔵
内
北
側
土
台
拾
壱
間
・
中
仕
切
土
台
四
間
、
大
挽
所
々
ニ
而

拾
本
取
替
、
指
梁
痛
候
候
所
柱
弐
本
新
規
ニ
立
、
井
戸
際
西
之
方
仕
切

羽
目
之
内
明
り
取
窓
取
付
、
御
石
垣
内
有
来
明
り
取
窓
床
下
ケ
、
外
引

上
戸
銅
板
張
、
小
さ
る
車
取
替
、
同
御
石
垣
内
井
戸
東
之
方
一
ヶ
所
・

未（
西
南
）申

隅
之
備

（
マ
マ
）

南
ケ（

側

）輪
ニ
壱
ケ
所
、
新
規
明
り
取
窓
出
来
、
外
側
引
上

戸
銅
板
張
、
小
猿
車
取
付
、
窓
子
・
窓
縁
鉄
板
打
、
三
ヶ
所
共
ニ
銅
網

取
替
、
窓
子
・
引
上
戸
共
黒
長
塗
、
同
引
上
戸
之
小
猿
縄
・
鳥
居
木
等

新
規
取
付
、
鉄
物
打
、
井
戸
際
矢
来 

仕
直
、
其
外
元
之
通
出
来

一
、
初
重
・
二
重
西
北
折
廻
し
御
入
側
附
共
、
并
三
重
目
附
共
最
初
取
払
候

分
、
指
桁
・
胴
貫
・
梁
之
類
損
之
分
仕
足
し
、
外
側
貫
所
々
取
替
、
同

御
柱
よ
り
土
台
・
大
挽
江
引
鉄
取
付
、
胴
壁
下
地
竹
取
替
、
柱
通
り
巻

竹
打
、
手
打
・
毛
伏
・
村

（
斑
ヵ
）

直
し
・
中
塗
・
漆
喰
塗
・
白
土
上
塗

〔
壁
〕

等
元
之

通
出
来

一
、
同
外
ケ（

側

）輪
窓
子
・
敷
鴨
居
結

（
繕
ヵ
）ひ

取
附
、
窓
子
鉄
板
仕
足
、
樫
羽
目
・
化

粧
羽
目
・
窓
裏
樫
羽
目
・
同
戸
板
剥
目
等
埋
木
繕
ひ
、
同
土
戸
損
し
之

分
巻
板
打
、
漆
喰
・
白
土
上
塗
り
、
其
外
元
之
通
出
来

一
、
初
重
ゟ
四
重
目
迄
、
御
備

（
マ
マ
） 

内
取
放
候
板
敷
・
羽
目
板
・
敷
鴨
居
・
長

押
等
足
木
入
如
元
取
付
、
建
具
立
合
、
鉄
物
・
金
物
・
御
釘
隠
類
損
之

分
仕
足
、
并
三
重
目
仕
切
羽
目
弐
拾
ヶ
所
・
初
重
仕
切
羽
目
弐
ヶ
所
、

新
規
両
羽
目
ニ
仕
直
、
階
子
・
高
欄
共
元
之
通
取
付

一
、
初
重
階
子
之
中
段
東
之
方
明
り
窓
二
ヶ
所
、
窓
子
共
新
規
取
付
、
二

重
目
階
子
中
段
東
之
方
有
来
明
り
窓
広
ケ
窓
子
取
替
、
三
重
目
階
子
之

備
（
マ
マ
）

東
之
方
板
壁
内
一
ヶ
所
、
窓
子
共
新
規
取
付
、
同
階
子
中
段
江
明

り
取
と
し
て
四
重
目
東
御
入
側
板
敷
切
抜
槻
格
子
入
、
刎
蓋
・
鉄
物
共

新
規
取
付

一
、
五
重
目
ゟ
三
重
目
迄
、
外
側
窓
御
敷
居
水
抜
乱
ひ
出
来
水
落
か
ね
候
付
、

溝
内
透
取
、
銅
ニ
而
張
、
敷
鉄
仕
直
し
、
同
土
戸
鉄
車
繕
取
付

但
、
初
重
・
二
重
ハ
軒
下
鴨
居
上
之
間
少
ク
、
強
而
降
込
無
之
候
間
、

今
般
御
取
綺
無
之
候

一
、
初
重
ゟ
四
重
目
迄
、
南
北
ニ
而
各
弐
ヶ
所
ツ
ヽ
、
五
重
目
ハ
南
北
壱
ヶ

所
ツ
ヽ
、
銅
網
戸
新
き
出
来
、
同
戸
尻
鳥
防
キ
板
取
附

但
、
右
網
戸
ハ
暑
気
籠
り
不
申
為
、
夏
中
昼
夜
明
置
候
筈
ニ
而
被　

仰
付
候
由

一
、
御
天
守
入
口
御
門
弐
ヶ
所
、
同
初
重
ゟ
四
重
目
に
て
弐
百
拾
八
ヶ
所
之

93

94

95

96

98

97

99

100

101

102

103

104

105      

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



87 名古屋城調査研究センター研究紀要　第１号（2020 年）　

窓
子
、
不
残
黒
長
塗
出
来

一
、
同
御
土
蔵
入
口
敷
瓦
弐
百
五
拾
三
枚
、
鉛
ニ
而
鋳
立
敷
入
、
是
ハ
御
修

復
ニ
而
御
屋
ね
谷
々
之
鉛
樋
、
并
追
々
御
多
門
屋
根
ゟ
出
候
分

御
天
守
内
に
入
置
、
可
然
由
ニ
而
右
敷
瓦
ニ
鋳
直
敷
入
候

但
、
此
已
後
跡
々
御
屋
根
ゟ
出
候
鉛
を
以
て
、
残
ル
敷
瓦
仕
替
候
様
、

遠
山
彦（

景
慶
）左

方
被
申
聞
候
間
、
員
数
之
義
相
調
、
為
後
覧
記
置
候

一
、
弐
百
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛
角
敷
瓦 

　
　
　

此
貫
目
八
百
弐
拾
八
貫
目

　
　
　
　

但
、
壱
枚
鉛
目
一
割
減
共
四
貫
目
積

一
、 

四
拾
六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
三
角
瓦 

　
　

   

此
貫
目
九
拾
弐
貫
目

　
　
　
　

但
、
右
同
断　
　
　
　
　
　
　

弐
貫
目
積

　
　
　

〆
九
百
弐
拾
貫
目

右
ハ
御
天
守
入
口
御
門
内
敷
瓦
、
御
有
合
鉛
ニ
而
鋳
立
出
来
之
分

　
　

御
有
合
鉛
千
弐
百
弐
拾
六
貫
目

　
　
　

内
九
百
弐
拾
貫
目　
　
　
　
　
　

敷
瓦
ニ
成

　
　

残
テ
三
百
六
貫
目　
　
　
　
　

御
多
門
江
入
置

一
、
弐
百
三
拾　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛
角
敷
瓦

　
　
　

此
貫
九
百
弐
拾
七
貫
目

　
　
　
　

但
、
前
件
之
通

一
、 

四
拾
八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
三
角
瓦

　
　
　

此
貫
目
九
拾
弐
貫
目

　
　
　
　

但
、
前
件
之
通

　
　
　
　

〆
千
拾
弐
貫
目

　
　
　
　

右
者
同
所
中
御
門
前
敷
瓦
、
鉛
ニ
而
追
而
可
被
仰
付
哉
之
分

　
　
　
　
　
　

亥（
宝
暦
五
年
）



三
月

一
、五
重
目
御
畳
、
御
本
間
内
織
小
紋
縁
替
、
御
入
側
高
宮
縁
替
、
四
隅　

御
物
見
台
四
畳
上
備
後
織
大
紋
付
表
替
、
四
重
目
已
下
有
来
御
畳
敷
入

但
、
御
天
守
御
修
復
已
前
、
御
畳
敷
入
有
之
候
、
然
処
御
畳
床
損
し
、

表
も
痛
付
候
分
多
御
座
候
故
、
仕
足
之
義
御
吟
味
之
上
、
御
有
合

之
分
計
重
々
共
敷
入
候
筈
窺
相
済
、
其
通
ニ
相
成
申
候
、
為
見
合

惣
御
畳
数
左
ニ
相
記
申
候

一
、六
百
拾
四
畳　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
重
御
本
間
・
御
入
側
共

　
　
　
　

内
八
拾
畳
程
細
畳
、
但
御
入
側
之
間

一
、六
百
八
畳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
重
目
同
断

　
　
　
　

内
七
拾
六
畳
程
細
畳
、
但
御
入
側
京
間

一
、三
百
八
拾
四
畳
半　
　
　
　
　
　
　

三
重
目
同
断

一
、弐
百
拾
弐
畳　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
重
目
同
断

一
、百
四
畳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
重
目
同
断

　
　
　

但
、
四
隅
半
畳
共

　
　
　
　
　

〆
千
九
百
弐
拾
弐
畳
半

　
　
　
　

重
々
御
屋
根
銅
葺
仕
様

(

朱
書)

「
日
並
末
ニ
見
ル
」

一
、四
重
目
ゟ
二
重
目
迄
、
御
屋
根
四
方
共
土
居
葺
・
の
し
板
取
払
、
御
屋

根
軒
通
り
村

（
斑
ヵ
）

直
し
、
裏
板
之
上
土
居
木
・　

新
規
ニ
入
、
唐
破
風
・
千

119

120121
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123
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126

127

128

129
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鳥
破
風
弐
拾
ヶ
所
共
、
下
目
之
分
古

〔
右
〕

熨
斗
板
新
板
取
交
、
上
の
し
板
・

丸
桟
木
惣
上
棟
・
下
り
棟
・
隅
棟
共
五
重
目
御
屋
根
之
割
合
を
以
、
夫
々

法
之
通
新
規
取
附

但
、
の
し
板
下
ハ
樅
・
栂
・
松
等
取
交
、
の
し
板
上
ハ
都
而
桧
ニ

而
出
来

一
、
同
御
屋
ね
銅
葺
、
平
之
分
巾
八
寸
・
長
三
尺
・
重
ね
五
寸
、
丸
之
分
巾

八
寸
・
長
壱
尺
五
寸
、
下
之
方
ハ
内
江
、
上
之
方
ハ
外
江
壱
寸
ツ
ヽ
折

返
し
、
右
折
返
し
上
之
方
三
本
ツ
ヽ
鉄
銅
鋲
交
打
、
其
次
之
丸
掛
継
ニ

し
て
、
所
々
右
之
通
鋲
釘
之
頭
不
顕
様
ニ
葺
上
、
軒
平
唐
草
・
軒
丸
御

紋
い
つ
れ
も
銅
板
打
出
し
、
鬼
板
御
紋
付
・
同
鰭
・
鳥
伏
間
共
唐
銅
ニ

而
鋳
立
取
附
、
土
居
の
し
下
銅
鐶
打
、
不
残
黒
長
塗
ニ
出
来

但
、
鬼
板
・
軒
丸
御
紋
ハ
伺
之
上
五
重
目
ニ
准
し
、

公
儀
御
紋
を
相
用
ひ
候

　

一
、五
重
目
御
屋
ね
銅
葺
損
之
分
并
鋲
釘
足
し
繕
ひ

　

一
、五
重
目
ゟ
四
重
目
迄
、
本
屋
ね
附
共
千
鳥
破
風
狐
格
子
之
所
、
唐
破

風
軒
下
と
も
不
残
銅
包
、
黒
長
塗
ニ
出
来
、
金
滅
金
逆
輪
御
紋
金
物

煮
洗
、
箔
指
直
し

（
朱
書
）

「
戌（

宝

暦

四

年

）

十
月
廿
日
比
ゟ
同
十
一
月
十
日
迄
」

一
、
初
重
腰
屋
根
惣
体
土
居
葺
ゟ
足
瓦
入
葺
直
し
、
惣
漆
喰
か
い

但
、
右
腰
屋
根
ハ
二
重
目
軒
内
ニ
而
納
り
、
風
雨
之
当
り
も
少
ク
、

損
し
も
薄
く
、
其
上
御
大
営
之
義
ハ
十
分
ニ
不
備
様
ニ
致
候
事
之

由
ニ
而
、
伺
之
上
腰
屋
根
計
土
瓦
に
て
指
置
候

一
、 

四
重
目
附
破
風
両
脇
之
谷
々
四
ヶ
所
、
請
筒
・
立
樋
取
付
、
三
重
目

谷
々
江
落
し
、所
々
重
々
ニ
而
銅
樋
を
以
水
捌
致
し
、四
方
二
ヶ
所
ツ
ヽ

御
石
垣
ニ
添
立
樋
這
、
樋
何
も
銅
ニ
而
出
来
、
御
石
垣
上
ハ
白
長
塗 

、

御
石
垣
下
者
緑
青
錆
付
ケ
、
所
々
釣
手
銅
金
物
ニ
而
取
付

　
　
（
朱
書
）

　
　

 

「
一
、四
重
目
御
屋
根
銅
下
地　
　

　
　
　

一
、
同　
　
　
　

同
銅
葺
方　
　

　
　
　

一
、三
重
目
御
屋
根
銅
下
地　
　

　
　
　

一
、
同　
　
　
　

同
銅
葺
方　
　
　

　
　
　

一
、二
重
目
御
屋
ね
銅
下
地　
　
　

　
　
　

一
、
同　
　
　
　

同
銅
葺
方　
　
　
　
　
　

」

右
御
修
復
ニ
付
、御
深
井
丸
内
諸
御
役
人
詰
所
・
御
作
事
本
〆
所
・

諸
番
所
取
建
方
大
法

一
、
榎
御
多
門
内
御
作
事
方
預
下
多
門
之
内
、
本
〆
所
并
大
工
小
屋
ニ
補
理
、

同
南
之
方
大
工
小
屋
壱
ヶ
所
、
同
下
多
門
ゟ
附
下
し
左
官
方
銅
方
職
人

小
屋
取
建

一
、
御
蔵
構
南
之
方
、
御
蔵
ゟ
附
下
銅
方
職
人
小
屋
取
建

一
、
御
蔵
構
内
東
之
方
、
高
屏
五
拾
間
余
取
払
、
上
方
竹
垣
結
ひ
、
木
挽
小

屋
取
立
、
垣
内
諸
材
木
置
所
ニ
相
成

一
、
下
多
門
西
之
方
、
有
来
増
田
組
小
屋
并
新
規
仮
小
屋
一
ヶ
所
取
建
、
荒

物
類
其
外
足
代
縄
等
入
置

一
、
上
御
深
井
丸
西
北
御
高
塀
際
三
重
御
櫓
下
、　

御
天
守
内
取
払
候
諸
色

入
置
候
小
屋
三
ヶ
所
・
大
工
小
屋
三
ヶ
所
新
規
取
立

酉
二
月
四
日
ゟ　

同
五
月
廿
六
日
迄

酉
四
月
九
日
ゟ

同
八
月
十
日
比
迄

酉
七
月
廿
三
日
ゟ

同
十
二
月
廿
日
迄

酉
十
一
月
六
日
ゟ

戌
三
月
中
旬
迄

戌
五
月
十
九
日
ゟ

同
十
月
廿
日
迄

戌
八
月
廿
日
ゟ　

同
十
二
月
八
日
迄
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一
、
御
具
足
多
門
下
御
堀
内
、
釜
屋
一
ヶ
所
・
職
人
日
用
支
度
所
弐
ヶ
所
取

立
、
拍
子
木
御
門
通
り
御
堀
内
竹
垣
結
ひ
切

一
、
上
御
深
井
丸
内
有
来
御
城
代
同
心
番
所
、
御
作
事
裁
許
両
奉
行
出
張
所

ニ
相
用

　
　
　

但
、
黒
御
門
御
足
軽
頭
・
御
先
手
御
足
軽
頭
・
金
瘡
医
・
御
馬
廻
組
・

五
十
人
御
目
付
等
、
日
々
此
所
江
罷
出
、
両
役
衆
見
廻
り
御
用
被

談
候
節
ハ
、
是
又
此
所
江
被
立
寄
候

一
、
御
修
復
中

　
　

御
前
御
見
廻
り
之
節
、
右
出
張
所
夫
々
致
手
当
、　

御
腰
掛
所
ニ
相　
　
　

　
　

成

一
、
御
年
寄
衆
・
御
城
代
衆
・
両
役
衆
休
息
所
、
并
金
瘡
方
・
御
目
付
方
詰
所
、

押
之
者
・
小
吏
差
置
候
小
屋
、
壱
ヶ
所
取
立

　
　
　

但
、
両
役
衆
休
所
不
用
ニ
付
、
御
馬
廻
り
組
支
度
所
ニ
相
用

一
、
榎
御
多
門
内
御
足
軽
番
所
・
同
頭
詰
所
共
小
屋
壱
ヶ
所
、
同
本
〆
所
西

之
方
御
足
軽
番
所
壱
ヶ
所
取
建

一
、
同
所
御
蔵
構
内
御
深
井
丸
番
人
詰
所
出
来
、
有
来
番
所
ハ
御
作
事
方
物

置
ニ
相
用

一
、
透
御
門
内
西
之
方
、
黒
御
門
御
足
軽
番
所
・
同
頭
詰
所
共
小
屋
壱
ヶ
所

一
、
同
御
足
軽
番
所
、
釜
屋
際
壱
ヶ
所
・
木
挽
小
屋
北
壱
ヶ
所
・
御
深
井
丸

西
御
高
塀
際
壱
ヶ
所
・
三
重
御
櫓
下
壱
ヶ
所
・
不
明
御
門
内
壱
ヶ
所
、

以
上
五
ヶ
所
共
取
建

　
　
　

但
、
西
桟
橋
上
壱
ヶ
所
箱
番
、
黒
御
門
御
足
軽
相
勤

一
、
塩
蔵
御
門
西
之
方
、
御
城
代
同
心
番
所
・
御
足
軽
詰
所
共
小
屋
壱
ヶ
所
、

御
弓
矢
多
門
下
同
御
足
軽
番
所
壱
ヶ
所
取
立

一
、
小
天
守
入
口
御
城
代
組
御
足
軽
番
所
壱
ヶ
所
・
同
所
御
本
丸
上
御
膳
場

境
御
壺
蔵
通
り
板
屏
〆
り
附
土
戸
壱
ヶ
所
取
建
テ

一
、
西
拍
子
木
御
門
之
西
板
塀
土
戸
取
付
、
同
所
御
城
代
同
心
番
所
・
御
足

軽
詰
所
共
小
屋
壱
ヶ
所
取
立

一
、
右
小
屋
都
而
杉
丸
太
柱
掘
立
、
竹
た
る
木
木（

マ
マ
）こ

ま
い
縄
か
き
、
薄
ゟ
葺
、

縁
板
張
、
戸
障
子
立
入
、
壁
中
塗
、
畳
敷
入
、
大
工
・
木
挽
職
人
・
日

用
小
屋
等
ハ
杉
丸
太
柱
掘
立
、
竹
た
る
き
木（

マ
マ
）こ

ま
い
縄
か
き
、
薄
柿
又

ハ
取
葺
等
、
各
土
間
手
、
簀
囲
ひ
ニ
而
出
来
、
其
外
大
工
小
屋
諸
色
置

所
・
仮
小
屋
等
臨
時
取
立

一
、
右
戌（

宝

暦

四

年

）

十
二
月
晦
日
、
黒
御
門
御
足
軽
頭
組
共
・
御
先
手
御
足
軽
組
共
引

上
〔
と
〕

り
候
以
後
、
最
初
御
年
寄
衆
休
息
所
ニ
取
立
候
小
屋
一
棟
、
御
作
事

裁
許
両
奉
行
并
本
〆
所
ニ
相
成
、
黒
御
門
組
番
所
ハ
職
人
小
屋
ニ
相
用
、

別
ニ
釜
屋
壱
軒
・
両
役
所
御
足
軽
詰
所
一
ヶ
所
軽
ク
取
建

但
、
同
節
御
城
代
同
心
御
足
軽
共
、
有
来
御
番
所
へ
引
移
、
右
明

小
屋
御
目
付
方
・
金
瘡
方
詰
所
ニ
相
用
ル

一
、
右
諸
小
屋
・
諸
番
所
共
御
修
復
出
来
以
後
追
々
取
払

　
　
　
　
　

右
御
修
復
後
ニ
付
、
御
本
丸
内
諸
々
補
理
方
大
法

一
、
吹
貫
御
門
・
透
御
門
、
袖
屏
共
其
侭
ニ
而
片
付
置
、
透
御
門
内
御
土
居

半
分
切
欠
キ
、
車
力
通
用
致
候
付
、
追
而
如
元
土
居
築
立
、
御
門
二
ヶ

所
袖
屏
共
足
木
入
、
足
瓦
入
葺
直
し

一
、
御
蔵
構
東
之
方
高
塀
取
払
候
分
五
拾
間
余
、
元
之
通
取
立
切
覆
板
葺
直
、

壁
下
地
中
塗
・
白
土
上
塗
迄
出
来

一
、
御
天
守
入
口
左
右
剱
屏
扣
柱
拾
四
本
取
か
へ
並
へ
、
瓦
葺
直
し
、
同
屋
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161
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165
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根
足
瓦
入
葺
直
し
、
白
土
上
裏
繕
共

一
、
同
所
石
水
道
蓋
新
規
切
足
し

一
、
不
明
御
門
傾
キ
直
し
、
柱
根
継
、
蹴
放
ニ
取
替
、
鉄
板
足
打
、
か
つ
ら

石
上
ケ
方
、
足
瓦
入
レ
葺
直
し

一
、
同
左
右
之
剱
屏
傾
直
し
、
扣
取
替
、
瓦
葺
直
し
、
上
裏
・
胴
壁
中
塗
・

白
土
上
塗
迄
、
同
御
籏
台
御
石
垣
并
石
段
村

（
斑
ヵ
）

直
し
築
繕

一
、
御
深
井
丸
同
心
番
所
傾
キ
直
し
、
柱
根
継
、
板
縁
過
半
張
直
し
、
内
側

中
塗
、
外
ケ（

側

）輪
白
土
上
塗
、
後
通
り
高
屏
拾
六
間
立
直
し
、
其
外
所
々

繕
ひ
、
畳
拾
八
畳
飛

（
マ
マ
）

表
替

一
、
御
堀
内
御
石
垣
、
井
楼
・
足
代
等
ニ
而
損
し
候
分
、
な
ら
し
石
置
直
し

惣
込
石
、
并
御
堀
際
玉
縁
切
立
置
、
土
切
芝
伏
せ

一
、
右
之
外
御
本
丸
内
・
御
深
井
丸
内
、
所
々
前
件
御
作
事
ニ
而
取
降
取
払

候
分
、
都
而
如
元
取
繕

右
宝
暦
二
年
申
三
月
御
修
復
取
掛
、
同
五
年
亥
二
月
惣
出
来
迄
、
最
初
指
出

候
仕
様
書
之
趣
意
を
以
取
扱
、
其
内
御
作
事
取
掛
候
已
後
、
猶
又
申
相
、
追
々

便
利
之
致
方
取
用
之
、
其
余
指
懸
候
増
仕
事
之
分
条
数
繁
多
ニ
付
、
委
細
之

訳
紙
上
ニ
難
書
解
候
得
共
、
為
後
覧
其
荒
増
を
記
し
置
候
、
以
上

　
　
　

亥（
宝
暦
五
年
）

二
月　
　
　
　

右
御
作
事
裁
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林　

治（

充

綱

）

右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
吹
儀（

雅
正
）



兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
羽
武（

正

虎

）



右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
町
兵（

忠

利

）



左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
下
部
兵（

方
信
）



次
郎

註１ 

こ
こ
で
い
う
「
御
用
所
」
は
、
名
古
屋
城
二
之
丸
御
殿
内
に
あ
っ
た
年
寄
衆
御
用
所
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。

２ 

竹
腰
正
武
（
一
六
八
五
～
一
七
五
九
）。
附
家
老
（
両
家
年
寄
）、高
三
万
石
。
実
父
は
石
河
章
長
。

竹
腰
正
辰
の
養
子
に
入
り
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
家
督
を
相
続
。
同
七
年
、
従
五
位
下
山
城

守
に
叙
任
（
藩
士
履
歴
の
調
査
に
は
名
古
屋
市
博
物
館
が
編
集
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
名
古
屋
城
下

お
調
べ
帳
』〈
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
二
〇
一
三
年
〉
を
用
い
た
）。

３ 

林
充
綱
（
？
～
一
七
七
七
）。
普
請
奉
行
。
こ
れ
以
前
に
勘
定
奉
行
、
作
事
奉
行
、
木
曽
材
木
奉

行
を
歴
任
。

４ 

山
吹
雅
正
（
生
没
年
不
詳
）。
普
請
奉
行
、
高
四
百
石
。

５ 

作
事
奉
行
は
領
内
の
建
築
・
修
繕
を
司
る
役
職
。
定
員
二
名
で
、
役
高
は
三
百
石
。
堀
川
堀
留

付
近
（
現
西
区
幅
下
）
に
作
事
方
役
所
が
置
か
れ
た
（
名
古
屋
市
役
所
『
名
古
屋
市
史　

政
治
編
第

二
』
名
古
屋
市
役
所
、
一
九
一
五
年
、
一
四
頁
）。

６ 

遠
山
景
慶
（
？
～
一
七
七
一
）。
番
頭
兼
御
国
御
用
人
。
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）、
従
五
位
下

伊
豆
守
に
叙
任
。

７ 

千
村
伯
済
（
？
～
一
七
五
四
）。
御
国
御
用
人
。
松
平
秀
雲
（
君
山
）
と
と
も
に
藩
撰
地
誌
『
張

州
府
志
』
を
編
纂
。

８ 

「
御
用
所
」
に
つ
い
て
は
注
１
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
御
城
」
は
二
之
丸
を
意
味
す
る
。

９ 

寺
町
忠
利
（
？
～
一
七
八
一
）。
作
事
奉
行
と
木
曽
材
木
奉
行
を
兼
任
。
高
三
百
石
。
こ
れ
以
前

に
白
鳥
材
木
奉
行
、
勘
定
奉
行
を
歴
任
。
な
お
、
寺
町
家
に
伝
わ
っ
た
宝
暦
修
理
関
係
の
図
面
が
、

明
治
以
降
に
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
の
手
に
渡
っ
て
現
存
し
て
い
る
（
解
題
参
照
）。

10 

日
下
部
方
信（
？
～
一
七
九
六
）。
作
事
奉
行
、高
二
百
五
十
石
。
こ
れ
以
前
に
勘
定
奉
行
を
勤
め
、

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
七
月
か
ら
は
木
曽
材
木
奉
行
を
兼
任
。

11 

普
請
奉
行
は
領
内
の
土
木
を
司
る
役
職
。
定
員
二
名
、
役
高
三
百
石
。
堀
川
東
岸
三
ッ
蔵
（
年

169

170

168

171

172

173
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貢
米
を
納
め
る
蔵
、
現
中
区
栄
）
の
南
に
普
請
方
役
所
が
置
か
れ
た
（
名
古
屋
市
役
所
前
掲
、
一
四

頁
）。

12 

こ
こ
で
の
「
上
」
は
、
徳
川
宗
勝
（
一
七
〇
五
～
六
一
）
の
こ
と
。
尾
張
徳
川
家
八
代
当
主
。

実
父
は
尾
張
家
分
家
の
川
田
久
保
松
平
友
著
。
同
じ
く
尾
張
家
分
家
の
高
須
松
平
家
の
養
子
に
入
っ

た
の
ち
、
尾
張
徳
川
家
七
代
宗
春
の
跡
を
う
け
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
同
家
を
相
続
（
徳
川

美
術
館
編
『
尾
張
の
殿
様
物
語
』
徳
川
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年
、
五
〇
頁
）。

13 

「
江
戸
町
人
江
市
屋
」
は
江
市
屋
宗
助
の
こ
と
か
。
宝
暦
頃
成
立
の
随
筆
『
江
戸
真
砂
六
十
帖
』

に
よ
れ
ば
、
江
市
屋
は
古
金
売
買
で
身
を
立
て
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
江
戸
大
火
の
後
、

焼
釘
鉄
物
を
売
却
し
て
財
を
成
し
た
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
は
御
持
院
跡
の
石
垣
の
払
い
下

げ
を
受
け
、
同
十
八
年
に
は
江
戸
城
堀
の
川
浚
手
伝
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
秋
田
佐
竹
家
に
雇
わ
れ
て

工
事
を
請
け
負
っ
た
と
い
う
（『
燕
石
十
種
』
第
一
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
年
、
一
二
九
頁
）。

14 

こ
こ
で
の
「
当
表
」
は
、
領
国
で
あ
る
尾
張
（
名
古
屋
）
の
こ
と
。

15 

成
瀬
正
泰
（
一
七
〇
九
～
八
五
）。
附
家
老
（
両
家
年
寄
）。
高
三
万
五
千
石
。
犬
山
城
主
。
成

瀬
正
幸
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
家
督
を
相
続
し
、
同
年
従
五
位
下

隼
人
正
に
叙
任
（
公
益
財
団
法
人
犬
山
城
白
帝
文
庫
歴
史
文
化
館
編
『
犬
山
城
と
成
瀬
家
』
公
益
財

団
法
人 

犬
山
城
白
帝
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
頁
）。

16 

大
道
寺
直
澄
（
生
没
年
不
詳
）。
城
代
、
高
四
千
石
。
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
に
家
督
を
相
続
、

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
致
仕
。

17 

加
々
嶋
正
信
（
生
没
年
不
詳
）。
城
代
並
。
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
致
仕
。

18 

御
国
御
用
人
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
城
代
の
格
式
を
改
正
し
た
際
に
設
け
ら
れ
、
城
代

の
用
務
を
司
っ
た
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
廃
止
（
名
古
屋
市
役
所
前
掲
、
八
頁
）。

19 

年
寄
は
諸
職
の
筆
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
、藩
政
全
般
を
統
括
す
る
要
職
。「
執
政
」と
も
呼
ば
れ
た
。

「
両
家
年
寄
」「
附
家
老
」
と
称
さ
れ
る
成
瀬
氏
・
竹
腰
氏
、
一
万
石
以
上
の
知
行
を
与
え
ら
れ
「
万

石
已
上
年
寄
」
と
称
さ
れ
る
石
河
氏
・
渡
辺
氏
・
志
水
氏
の
ほ
か
、
重
臣
数
名
が
役
高
四
千
石
で
年

寄
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
名
古
屋
市
役
所
前
掲
、
六
頁
）。

20 

丹
羽
正
虎
（
？
～
一
七
七
七
年
）。
作
事
奉
行
・
木
曽
材
木
奉
行
・
白
鳥
材
木
奉
行
を
兼
任
。
高

百
五
十
石
。

21 

上
野
資
清
（
？
～
一
七
六
〇
）。
作
事
奉
行
と
市
買
屋
敷
奉
行
を
兼
任
。

22 

城
代
は
定
員
二
名
、
役
高
三
千
石
。
大
坂
用
達
役
、
城
代
用
取
扱
役
、
伏
見
屋
敷
奉
行
、
本
丸
番
、

具
足
奉
行
、
鉄
炮
玉
薬
奉
行
、
天
守
鍵
奉
行
、
大
筒
役
、
掃
除
中
間
頭
、
伏
見
中
間
頭
、
武
器
製
作

の
扶
持
職
人
を
支
配
。
当
初
、
尾
張
藩
で
は
藩
主
留
守
の
時
は
志
水
・
渡
辺
・
石
河
の
三
氏
か
ら
臨

時
の
城
代
役
を
選
ん
で
い
た
が
、寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
正
月
に
遠
山
景
次
を
城
代
と
し
て
以
後
、

常
置
の
職
と
な
っ
た
（
名
古
屋
市
役
所
前
掲
、
七
頁
）。

23 

前
田
文
右
衛
門
は
御
大
工
か
。

24 

永
井
弁
右
衛
門
は
作
事
奉
行
支
配
の
御
大
工
小
頭
代
（「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復　

中
」
徳
川

林
政
史
研
究
所
蔵
）。

25 

榎
多
門
は
西
之
丸
南
側
の
枡
形
に
設
け
ら
れ
た
二
階
建
て
の
多
門
（
現
在
の
正
門
の
位
置
）。「
本

〆
所
」
は
、
榎
多
門
を
入
っ
て
東
に
進
ん
だ
、
西
之
丸
の
土
居
下
に
あ
っ
た
小
屋
の
一
室
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
小
屋
は
東
西
に
長
い
建
物
で
、「
御
深
井
丸
諸
役
人
詰
所 

御
作
事
元
締
処
諸
番
所

取
建
方
指
図
」（
口
絵
８
、以
下
「
取
建
方
指
図
」）
に
よ
る
と
、工
事
の
際
に
は
東
か
ら
「
物
置
」「
職

人
小
屋
」「
物
置
」「
御
普
請
奉
行
・
御
作
事
奉
行
」「
本
〆
」「
勝
手
」
に
区
切
っ
て
使
用
さ
れ
た
。

こ
の
小
屋
は
、『
金
城
温
古
録
』
で
は
「
下
多
門
構
」
と
呼
ば
れ
、
も
と
も
と
作
事
方
の
物
置
で
あ
っ

た
も
の
が
、
安
永
年
間
（
一
七
七
二
～
八
一
）
に
御
掃
除
方
の
管
轄
に
な
っ
た
と
い
う
。

26 
初
重
の
辰
巳
（
南
東
）
隅
の
本
側
柱
を
基
準
と
し
て
、
残
る
三
隅
の
柱
の
下
が
り
具
合
を
割
り

出
し
た
と
い
う
意
味
。
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
「
水
準
器
に
水
を
盛
り
、
そ
の
水
平
面
と
平
行
に
糸

を
張
っ
て
基
準
レ
ベ
ル
の
墨
を
つ
け
て
高
低
差
を
表
し
た
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
麓
和
善
・
加
藤

由
香
「
名
古
屋
城
大
天
守
宝
暦
大
修
理
に
関
す
る
史
料
と
修
理
計
画
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会

計
画
系
論
文
集
』
第
七
四
巻
、
第
六
三
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
九
四
二
頁
）
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27 

基
準
と
す
る
辰
巳
隅
の
本
側
柱
の
位
置
（
本
水
）
よ
り
七
寸
七
分
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
。

「
水
積
墨
引　

一
」（
口
絵
２
‐
１
）
は
、
辰
巳
隅
本
側
柱
を
基
準
に
、
各
隅
柱
の
高
さ
の
ず
れ
を

示
し
た
図
面
で
あ
る
。

28 

「
概
之
水
」
は
天
守
の
傾
き
等
を
考
慮
し
て
導
き
出
し
た
、
本
側
柱
の
概
ね
の
引
き
揚
げ
位
置
の

こ
と
で
、
柱
を
引
き
上
げ
る
高
さ
の
計
画
値
で
あ
る
。「
水
積
墨
引　

二
」（
口
絵
２
‐
２
）
は
、
こ

の
「
概
之
水
」
の
位
置
を
示
し
た
図
面
で
あ
る
。

29 

「
六
寸
五
分
五
厘
下
」
は
誤
り
で
、
口
絵
２
‐
２
に
記
さ
れ
た
「
六
寸
壱
分
五
厘
下
ケ
」
が
正
し

い
と
思
わ
れ
る
（
麓
・
加
藤
前
掲
、
九
四
一
頁
）。

30 

四
寸
二
分
と
三
寸
六
分
を
足
す
と
七
寸
八
分
と
な
り
、
も
と
の
下
が
り
幅
（
七
寸
七
分
）
と
一

分
の
差
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
ら
の
値
は
実
測
値
な
の
で
計
測
上
の
誤
差
と
思
わ
れ
る
（
麓
・
加
藤
前

掲
、
九
四
二
頁
）。

31 

先
に
重
り
を
付
け
た
糸
（
下
振
糸
）
を
垂
ら
し
て
、
柱
の
傾
き
を
計
測
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

32 

「
高
張
五
六
縄
」
は
、
天
守
を
引
き
揚
げ
る
た
め
の
装
置
（
五
六
、
大
五
六
）
に
用
い
た
縄
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
注
54
も
参
照
。

33 

「
井
楼
」
は
堀
底
、
あ
る
い
は
穴
蔵
か
ら
組
み
上
げ
ら
れ
た
井
桁
上
の
木
組
み
。
井
楼
を
土
台
に

し
て
足
代
（
足
場
）
や
桟
橋
が
組
ま
れ
た
。
井
楼
な
ど
の
様
子
は
「
御
天
守
御
修
復
仕
様
妻
之
方
ヨ

リ
見
渡
之
図
」「
御
天
守
御
修
復
平
之
方
ヨ
リ
見
渡
之
図
」（
口
絵
６
、以
下
「
見
渡
之
図
」）
を
参
照
。

34 

剱
塀
は
、
敵
を
防
ぐ
た
め
、
土
塀
の
瓦
の
下
に
先
端
の
尖
っ
た
三
角
柱
状
の
金
具
（
剱
）
を
斜

め
下
向
き
に
取
り
付
け
た
塀
。
名
古
屋
城
で
は
天
守
と
小
天
守
と
を
連
結
す
る
橋
台
の
西
面
や
、
不

明
門
の
北
面
に
設
け
ら
れ
た
。

35 

「
押
廻
し
」
あ
る
い
は
「
折
廻
し
」
は
、
隅
を
挟
ん
だ
石
垣
両
側
を
指
す
。

36 

御
壺
蔵
は
大
天
守
東
側
に
あ
っ
た
蔵
。
壺
だ
け
で
な
く
茶
器
の
名
物
も
納
め
ら
れ
て
い
た
（『
金

城
温
古
録
』
二
十
一
）。

37 

「
長
塗
」（
チ
ャ
ン
塗
）
は
荏
油
や
桐
油
な
ど
の
植
物
性
油
を
乾
燥
油
に
仕
立
て
た
の
ち
、
松
脂

を
加
え
て
加
熱
溶
解
し
た
溶
剤
に
、
各
種
の
顔
料
を
混
合
し
た
も
の
を
塗
料
と
し
て
施
工
す
る
も
の

（
窪
寺
茂
「
伝
統
的
な
塗
料
の
再
認
識
―
十
七
、八
世
紀
台
頭
の
チ
ャ
ン
塗
技
法
研
究
―
」、
保
存
修

復
科
学
セ
ン
タ
ー
編
『
建
築
文
化
財
に
お
け
る
塗
装
材
料
の
調
査
と
修
理
』
国
立
文
化
財
機
構
東
京

文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）。

38 

天
守
の
引
き
上
げ
工
事
に
先
立
ち
、
天
守
本
体
の
一
部
を
解
体
す
る
作
業
。
天
守
西
北
の
入
側

な
ど
が
解
体
さ
れ
た
。

39 

米
蔵
構
は
西
之
丸
に
設
け
ら
れ
た
区
画
で
、
北
・
西
・
東
は
高
塀
、
南
は
米
蔵
が
境
と
な
っ
て
い
た
。

「
御
蔵
構
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
宝
暦
の
大
修
理
で
は
、
米
蔵
構
の
北
側
が
臨
時
の
瓦
置
場
と
さ
れ
て

い
た
。

40 

弓
矢
多
門
は
御
深
井
丸
の
北
側
に
設
け
ら
れ
た
多
門
。
西
弓
矢
多
門
と
東
弓
矢
多
門
の
二
つ
が

存
在
し
た
。

41 

「
上
御
深
井
丸
御
城
代
同
心
番
所
」
は
、
宝
暦
の
大
修
理
の
際
に
、
御
深
井
丸
に
設
け
ら
れ
た
仮

設
の
番
所
。
不
明
門
の
北
側
に
あ
っ
た
。

42 

御
深
井
丸
の
北
側
に
設
け
ら
れ
た
水
汲
場
。

43 

「
筈
車
」
は
解
体
し
た
部
材
を
下
ろ
す
た
め
の
滑
車
。

44 

こ
こ
で
の
「
附
」
は
附
破
風
の
こ
と
か
。

45 

天
守
の
柱
に
大
縄
を
く
く
り
つ
け
、
ろ
く
ろ
状
の
装
置
を
用
い
て
大
縄
を
巻
き
付
け
る
こ
と
で
、

天
守
を
引
き
上
げ
る
作
業
。

46 

こ
こ
で
の
「
御
蔵
」
は
天
守
台
石
垣
の
内
側
に
設
け
ら
れ
た
地
階
部
分
の
こ
と
で
、
現
在
は
穴

蔵
と
呼
ば
れ
て
い
る
。『
金
城
温
古
録
』
で
は
、
御
蔵
之
間
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

47 

「
根
太
」
は
床
板
を
支
え
る
横
木
の
こ
と
。

48 

「
敷
盤
」
は
井
楼
の
上
に
設
け
ら
れ
た
装
置
の
足
場
と
思
わ
れ
る
。「
見
渡
之
図
」（
口
絵
６
）
を

参
照
の
こ
と
。

49
「
切
張
」
は
木
材
を
固
定
・
支
持
す
る
た
め
の
水
平
材
の
こ
と
。
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50 
「
車
知
」
は
、
人
力
で
綱
を
巻
き
上
げ
る
大
き
な
ろ
く
ろ
の
こ
と
。「
猫
棒
」
は
、
車
知
に
取
り

付
け
ら
れ
た
持
ち
手
の
こ
と
か
。

51 

が
ら
石
。
細
か
く
砕
か
れ
た
石
材
の
こ
と
。
裏
込
石
な
ど
に
使
わ
れ
た
。

52 

未
申
隅
櫓
（
西
南
隅
櫓
）
の
東
側
の
広
い
空
間
。

53 

御
幕
蔵
は
、
本
丸
御
殿
の
北
東
端
に
あ
る
土
蔵
で
、
北
側
が
広
い
空
間
に
な
っ
て
い
た
。

54 

「
五
六
」
は
、
柱
の
根
継
な
ど
を
す
る
時
、
柱
を
持
ち
上
げ
る
の
に
用
い
る
装
置
。
こ
こ
で
は
、

天
守
の
東
側
お
よ
び
北
側
の
広
い
空
間
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
天
守
を
持
ち
上
げ
る
際
に
用
い
た
と

思
わ
れ
る
。

55 

揚
方
は
北
側
と
西
側
の
二
度
に
分
け
て
行
わ
れ
た
。
ま
ず
北
側
の
揚
方
に
着
手
し
て
、
北
面
石

垣
の
解
体
と
積
み
替
え
を
行
っ
た
後
、
西
側
の
揚
方
に
着
手
す
る
と
い
う
手
順
が
と
ら
れ
た
。

56 

「
鳥
居
木
」
は
鳥
居
の
よ
う
な
形
状
に
立
て
た
木
組
み
で
、
上
部
に
板
を
通
し
て
足
場
と
し
た
。

57 

「
あ
や
も
ち
り
取
」
は
「
ね
じ
り
取
る
」
の
意
か
。

58 

細
長
い
木
材
を
縄
の
替
わ
り
に
用
い
た
も
の
か
。「
見
渡
之
図
」（
口
絵
６
）
に
木
縄
と
み
ら
れ

る
細
長
い
木
材
が
確
認
で
き
る
。

59 

西
側
の
揚
方
に
着
手
し
て
、
西
面
石
垣
の
解
体
を
行
っ
た
後
、
す
べ
て
の
石
垣
を
残
ら
ず
積
み

直
し
、
揚
方
の
仕
掛
け
を
取
り
払
っ
た
。

60 

こ
こ
で
は
、
西
北
隅
の
柱
は
一
尺
二
寸
下
が
っ
て
お
り
、
揚
方
に
よ
っ
て
六
寸
六
分
を
引
き
上

げ
た
と
し
て
い
る
。
注
27
～
30
も
参
照
。

61 

西
・
北
・
東
を
巡
る
本
側
柱
は
、
事
前
に
定
め
た
概
水
に
従
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
注
27
～

30
も
参
照
。

62 

「
や
り
形
水
杭
櫓
」
は
、
石
垣
の
勾
配
を
示
し
た
曲
線
状
の
板
（
反
板
）
を
取
り
付
け
る
た
め
の

仮
設
の
櫓
。「
屋
り
形
」
あ
る
い
は
「
遣
方
」
と
も
表
記
さ
れ
る
（
以
下
、「
遣
方
」
と
す
る
）。
宝

暦
の
大
修
理
関
係
史
料
に
は
、
遣
方
の
形
状
や
設
置
場
所
を
示
し
た
図
面
が
複
数
残
さ
れ
て
い
る
。

天
守
台
石
垣
周
辺
に
は
合
計
五
つ
の
遣
方
が
設
置
さ
れ
、
西
北
隅
二
ヶ
所
と
西
南
隅
一
ヶ
所
は
堀
底

か
ら
、
東
北
隅
一
ヶ
所
と
西
南
隅
一
ヶ
所
は
内
堀
に
設
置
さ
れ
た
井
楼
上
に
建
て
ら
れ
た
。

63 

「
反
り
板
」
は
、
解
体
前
の
石
垣
の
形
状
を
示
し
た
曲
線
状
の
板
。
石
垣
勾
配
の
基
準
と
さ
れ
た
。

注
62
も
参
照
。

64 

西
北
隅
の
天
端
を
は
さ
ん
で
、
西
方
向
か
ら
北
方
向
へ
折
れ
曲
が
る
の
意
。

65 

本
側
か
ら
見
た
盛
土
の
状
態
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

66 

「
雁
木
」
は
階
段
状
の
石
段
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
階
段
状
に
石
垣
を
解
体
し
た
と
い
う
意
。

67 

「
根
敷
之
隅
石
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
根
石
」
で
は
な
く
、
地
面
際
の
隅
石
の
こ
と
か
。

68 

「
根
固
之
丸
太
」
は
、
石
垣
を
築
く
際
、
根
石
の
下
に
敷
く
丸
太
の
こ
と
。

69 

「
関
板
」
は
、
築
石
や
裏
ぐ
り
石
を
取
り
除
い
た
後
、
露
出
し
た
裏
土
を
支
え
る
た
め
に
設
置
さ

れ
た
横
長
の
板
の
こ
と
。「
見
渡
之
図
」
に
よ
る
と
、
井
楼
か
ら
腕
木
を
伸
ば
し
て
関
板
を
押
さ
え

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

70 

「
歩
ミ
板
」
は
足
場
と
な
る
板
の
こ
と
。

71 

「
な
ら
し
」
は
、「
平
ら
に
す
る
」、も
し
く
は
「
平
ら
に
し
た
場
所
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
天
端
の
築
石
を
指
し
て
い
る
。

72 

「
御
天
守
御
石
垣
取
毀
方
築
方
起
指
図
」
の
こ
と
か
。
同
図
は
宝
暦
大
修
理
の
際
の
石
垣
解
体
か

ら
積
み
直
し
ま
で
の
過
程
を
起
こ
し
図
に
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
編

『
巨
大
城
郭　

名
古
屋
城
』（
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）
一
二
〇
頁
～
一
二
一

頁
に
、
同
図
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

73 
「
修
羅
」
は
石
垣
を
載
せ
て
運
ぶ
た
め
の
ソ
リ
状
の
道
具
。
平
行
に
並
べ
た
丸
太
の
上
を
滑
ら
せ

て
使
用
し
た
。

74 

「
を
し
ミ
綱
」（
お
し
み
綱
）
は
、
石
材
を
修
羅
の
上
に
固
定
し
て
引
っ
張
る
た
め
の
縄
。

75 

「
な
ら
し
石
」
は
、
平
ら
に
横
並
び
に
し
た
築
石
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
堀

底
に
平
行
に
並
べ
て
あ
る
な
ら
し
石
を
、
一
段
だ
け
従
来
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
い
う
意
か
。

76 

天
端
の
築
石
を
平
行
に
並
べ
た
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。
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77 

「
御
土
蔵
内
通
用
道
」
は
、
御
深
井
丸
か
ら
天
守
（
御
土
蔵
＝
穴
蔵
）
に
入
れ
る
よ
う
に
架
け
ら

れ
た
桟
橋
の
こ
と
。

78 

「
水
杭
反
板
」
は
、
遣
方
に
取
り
付
け
ら
れ
た
反
板
。
反
板
に
つ
い
て
は
注
63
を
参
照
。
天
守
台

隅
角
に
設
置
さ
れ
た
遣
方
と
遣
方
の
間
に
縄
を
張
り
、
石
垣
を
積
み
替
え
る
際
の
基
準
と
し
て
い

た
。

79 

遣
方
と
遣
方
の
あ
い
だ
に
も
、
石
垣
勾
配
の
基
準
と
す
る
た
め
、
い
く
つ
か
反
板
が
取
り
付
け

ら
れ
た
。「
見
渡
之
図
」
に
よ
る
と
、
こ
の
反
板
は
五
間
間
隔
で
設
置
さ
れ
、
内
堀
に
設
置
さ
れ
た

井
楼
か
ら
腕
木
を
伸
ば
し
て
固
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

80 

「
一
か
さ
」
は
「
築
石
一
段
」
の
意
か
。

81 

「
胴
摺
合
せ
」
は
、
隣
の
築
石
と
側
面
が
か
み
合
う
よ
う
に
擦
り
合
わ
せ
る
こ
と
。

82 

「
小
た
ゝ
き
」
は
石
垣
面
の
仕
上
法
の
一
つ
で
、
凹
凸
を
な
く
し
、
軽
く
叩
い
て
平
に
仕
上
げ
る

こ
と
。

83 

「
飼
石
」
は
、
築
石
の
胴
の
間
に
置
い
て
安
定
さ
せ
る
た
め
の
石
で
、
こ
こ
で
は
「
鉄
飼
」
と
「
割

石
胴
飼
」
を
築
石
に
張
り
合
わ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

84 

「
扣
石
」
は
築
石
の
側
面
に
入
れ
る
石
か
。

85 

こ
こ
で
の
「
平
之
方
」
は
、
隅
石
と
対
比
さ
せ
て
築
石
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

86 

「
千
棒
」
は
裏
込
石
を
突
き
固
め
る
た
め
の
棒
か
。

87 

「
合
羽
」（
あ
い
ば
）
は
石
と
石
と
の
接
合
部
分
。「
合
端
」
と
も
書
く
。

88 

こ
こ
で
の
「
墨
か
け
」
は
、
築
石
を
削
っ
て
加
工
す
る
た
め
に
、
墨
で
印
を
付
け
る
こ
と
。

89 

岩
崎
山
は
、
名
古
屋
城
の
北
約
17
㎞
に
位
置
す
る
山
（
現
小
牧
市
大
字
岩
崎
）。
花
崗
岩
の
産
地

と
し
て
知
ら
れ
、
尾
張
藩
の
石
切
場
と
な
っ
て
い
た
。

90 

「
小
牧
村
辺
」
は
、同
村
周
辺
に
あ
る
岩
崎
山
等
の
こ
と
で
、「
小
金
山
」
は
愛
知
郡
上
水
野
村
（
現

瀬
戸
市
上
水
野
町
）
の
小
金
山
の
こ
と
か
。
岩
崎
山
に
つ
い
て
は
注
89
参
照
。
江
戸
時
代
末
に
編
纂

さ
れ
た
『
尾
張
名
所
図
会
』（
後
編
・
四
）
に
は
、上
水
野
村
に
小
金
山
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
ま
た
、

江
戸
時
代
中
期
に
尾
張
藩
が
編
纂
し
た
地
誌
『
張
州
府
志
』（
巻
十
一
）
に
は
、
水
野
村
の
特
産
品

と
し
て
「
小
金
石
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

91 

白
鳥
材
木
場
は
、
堀
川
沿
い
（
現
熱
田
区
熱
田
西
町
）
に
あ
っ
た
、
尾
張
藩
が
管
理
す
る
材
木
場
。

92 

太
鼓
櫓
は
二
之
丸
曲
輪
の
南
側
中
央
部
に
あ
っ
た
櫓
。
時
刻
を
知
ら
せ
る
た
め
の
太
鼓
が
設
置

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
太
鼓
櫓
と
呼
ば
れ
た
。

93 

「
大
挽
」
は
土
台
の
上
に
渡
す
水
平
材
。

94 

修
理
前
の
天
守
各
層
の
間
取
や
実
測
値
を
示
す
「
名
古
屋
城
御
天
守
各
層
間
取
之
図
」（
個
人
蔵
・

鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵
。
以
下
、「
間
取
之
図
」）
に
よ
れ
ば
、
井
戸
の
あ
る
間
の
西
側
の
仕
切
り
壁

の
南
端
一
間
分
は
修
理
前
か
ら
「
か
う
し
（
格
子
）
戸
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
井
戸
を

北
東
方
向
か
ら
撮
影
し
た
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
（
名
古
屋
城
振
興
協
会
編
『
懐
古
国
宝
名
古
屋
城
』
所

収
。
以
下
同
）
で
は
さ
ら
に
北
側
一
間
分
も
格
子
に
な
っ
て
い
る
。

95 

修
理
前
か
ら
あ
っ
た
、
東
側
南
寄
り
の
明
か
り
取
り
窓
一
か
所
の
こ
と
。
ま
た
「
間
取
之
図
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
明
か
り
取
り
窓
は
「
無
双
」
格
子
（
連
子
を
前
後
二
重
に
は
め
て
、
一
方
を
移
動

す
る
こ
と
に
よ
り
開
閉
で
き
る
よ
う
に
し
た
窓
）
を
は
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
ガ

ラ
ス
乾
板
写
真
や
昭
和
実
測
図
で
は
無
双
格
子
は
確
認
で
き
な
い
。

96 

明
か
り
取
り
窓
の
内
側
に
、
石
垣
の
厚
み
分
出
来
る
傾
斜
面
の
こ
と
か
。
宝
暦
修
理
後
に
天
守

内
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
修
理
銘
板
の
内
容
を
伝
え
る
「
御
天
守
御
修
復
之
次
第
并
御
用
懸
之
輩
姓
名

掛
札
之
留
」（
前
掲
「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復
留　

中
」
に
所
収
。
以
下
、「
掛
札
之
留
」）
に
は

既
存
の
明
か
り
取
り
窓
は
「
傾
キ
直
床
内
之
方
一
尺
下
ケ
」
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
修
理
に
よ

り
傾
斜
が
急
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

97 

小
猿
車
。
引
上
戸
を
開
閉
す
る
た
め
の
装
置
の
一
部
と
思
わ
れ
る
。
注
99
を
参
照
。

98 

満（
ま
）の
誤
写
か
。
明
か
り
取
り
窓
が
新
設
さ
れ
た
、西
南
隅
の
間
の
南
側
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。

99 

井
戸
東
側
の
明
か
り
取
り
窓
を
記
録
し
た
昭
和
実
測
図
（
69
・
70
）
に
よ
れ
ば
、
引
上
戸
を
開

閉
す
る
た
め
の
装
置
の
一
部
と
し
て
、
窓
縁
に
滑
車
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
指
す
も
の
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か
。
な
お
、
昭
和
実
測
図
は
「
昭
和
実
測
図 

閲
覧
サ
ー
ビ
ス
」
に
て
画
像
を
公
開
し
て
い
る
。

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：https://w

w
w

.nagoyajo.city.nagoya.jp/20_etsuran/

）

100 

「
窓
子
」
は
、
窓
の
格
子
の
こ
と
か
。

101 

窓
の
外
側
に
張
ら
れ
て
い
た
網
の
こ
と
。
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
で
も
確
認
で
き
る
。

102 

長
塗
に
つ
い
て
は
注
37
を
参
照
。
黒
長
塗
は
、
さ
ら
に
油
煙
・
松
煙
・
酸
化
鉄
な
ど
を
混
ぜ
て

黒
色
に
着
色
し
た
も
の
。

103 

昭
和
実
測
図
（
69
・
70
）
に
は
、
窓
縁
の
滑
車
を
介
し
て
引
き
上
げ
戸
の
下
端
と
鳥
居
形
に
組

ま
れ
た
装
置
（
鳥
居
木
）
が
麻
縄
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、小
猿
縄
は
こ
の
麻
縄
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

鳥
居
木
を
操
作
す
る
こ
と
で
引
上
戸
が
開
閉
す
る
し
く
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

104 

「
矢
来
」
は
竹
や
丸
太
で
作
っ
た
囲
い
。「
間
取
之
図
」
に
は
井
戸
の
東
、階
段
の
間
と
の
境
に
「
矢

来
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

105 

「
胴
貫
」
は
柱
と
柱
を
結
ぶ
横
材
。

106 

「
引
鉄
」
は
柱
と
大
挽
・
土
台
を
緊
結
す
る
金
具
の
こ
と
か
。

107 

「
巻
竹
」
は
土
壁
の
下
地
。
割
竹
に
麻
縄
を
巻
き
付
け
て
作
る
。
木
舞
と
も
呼
ば
れ
る
。

108 

「
手
打
」
は
木
舞
に
最
初
に
行
う
下
塗
り
の
こ
と
。
荒
壁
と
も
い
う
。
と
く
に
団
子
状
に
し
た
土

を
手
で
木
舞
に
打
ち
付
け
る
こ
と
を
手
打
ち
と
い
い
、
土
蔵
な
ど
厚
い
壁
を
作
る
際
に
行
わ
れ
る
。

109 

「
毛
伏
」
は
、
土
蔵
な
ど
の
厚
い
土
壁
を
作
る
際
に
行
わ
れ
る
、
荒
壁
の
上
に
さ
ら
に
等
間
隔
に

縄
を
埋
め
込
む
作
業
を
指
す
も
の
か
。

110 

「
備
」
は
「
満
」（
ま
）
の
誤
写
か
。「
掛
札
之
留
」
に
あ
る
同
様
の
文
で
は
、
満
（
ま
）
と
記
さ

れ
て
い
る
。

111 

「
掛
札
之
留
」
に
は
同
所
に
つ
い
て
、「
片
羽
目
」
か
ら
「
両
面
羽
目
」
に
仕
直
し
た
と
あ
る
。

両
面
羽
目
は
壁
に
な
る
面
の
両
面
か
ら
板
を
張
る
こ
と
で
、
太
鼓
羽
目
と
も
呼
ば
れ
る
。

112 

「
階
子
」（
は
し
ご
）は
、階
段
の
こ
と
。
と
く
に
こ
こ
で
は
北
東
寄
り
に
位
置
す
る
階
段（
表
階
段
）

を
指
す
。

113 

「
掛
札
之
留
」
で
は
こ
の
位
置
の
明
か
り
取
り
窓
は
新
規
に
設
置
し
た
と
す
る
。
ま
た
宝
暦
以
前

の
修
理
銘
板
の
内
容
を
伝
え
る
「
御
天
守
ニ
有
之
候
看
板
之
写
」（
以
下
「
看
板
之
写
」
と
表
記
す
る
）

に
よ
れ
ば
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
二
重
か
ら
三
重
の
上
り
階
段
に
明
か
り
取
り
窓
一
か
所
が

新
設
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
実
測
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
所
に
明
か
り
取
り
窓
は
一
か
所
設
置
さ
れ
て

い
た
。

114 

「
備
」
は
「
満
」（
ま
）
の
誤
写
か
。
階
段
の
あ
る
間
の
東
側
の
壁
の
意
味
。

115 

「
掛
札
之
留
」
で
は
こ
の
位
置
の
明
か
り
取
り
窓
は
「
有
来
ル
窓
」
を
広
げ
た
も
の
と
す
る
。
ま

た
「
看
板
之
写
」
に
よ
れ
ば
、
寛
文
九
年
に
三
重
か
ら
四
重
の
上
り
階
段
に
明
か
り
取
り
窓
三
か
所

が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
実
測
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
所
に
は
明
か
り
取
り
窓
が
五
か
所

設
置
さ
れ
て
い
た
。

116 

「
刎
蓋
」
は
、
槻
格
子
の
明
か
り
取
り
窓
を
ふ
さ
ぐ
た
め
の
は
ね
上
げ
式
の
蓋
の
こ
と
か
。

117 

鴨
居
に
溜
ま
っ
た
水
を
外
に
排
出
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
穴
。

118 

「
土
戸
鉄
車
」
は
、
土
戸
を
開
閉
す
る
た
め
に
底
部
に
付
け
ら
れ
た
鉄
製
の
車
輪
。

119 

土
間
や
地
面
に
敷
き
並
べ
る
平
ら
な
瓦
。
天
守
入
口
舛
形
で
は
口
御
門
を
入
っ
て
す
ぐ
の
約
二

間
四
方
の
範
囲
に
鉛
の
敷
瓦
が
敷
か
れ
て
い
た
と
い
う
（『
金
城
温
古
録
』
十
）。

120 

四
角
形
の
敷
瓦
。

121 

三
角
形
の
敷
瓦
。
こ
こ
で
は
四
角
瓦
と
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
地
が
縁
に
対
し
て

四
十
五
度
に
な
る
よ
う
に
斜
め
に
敷
い
た
四
半
敷
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

122 
こ
こ
で
い
う
「
中
御
門
」
は
、
天
守
入
口
舛
形
の
内
側
の
門
の
こ
と
か
。『
金
城
温
古
録
』（
十
）

に
よ
れ
ば
、
こ
の
門
の
内
外
と
も
に
土
瓦
を
敷
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。

123 

「
高
宮
縁
」（
た
か
み
や
べ
り
）
は
、
藍
染
さ
れ
た
麻
の
縁
。

124 

「
備
後
織
」
は
「
備
後
表
」
の
こ
と
で
、
現
在
の
広
島
県
尾
道
・
福
山
付
近
で
生
産
さ
れ
る
畳
表
。

最
上
級
品
と
さ
れ
た
。

125 

「
土
居
葺
」
は
、
瓦
葺
き
の
下
地
と
し
て
敷
か
れ
る
薄
い
板
材
。
一
般
に
は
柿
板
や
杉
皮
な
ど
が
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用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

126 
「
の
し
板
」（
熨
斗
板
）
は
屋
根
の
下
地
材
と
な
る
「
野
地
板
」
の
こ
と
。
修
理
前
後
の
屋
根
の

仕
様
を
示
す
「
銅
葺
野
地
之
図
」（
口
絵
７
）
に
よ
れ
ば
、
修
理
前
の
屋
根
に
は
地
垂
木
と
裏
板
の

上
に
「
熨
斗
板
」
が
二
重
に
敷
か
れ
、
熨
斗
板
と
軒
先
の
野
垂
木
の
上
に
渡
し
た
木
舞
の
上
に
土
居

葺
が
敷
か
れ
て
い
た
。

127 

「
裏
板
」
は
屋
根
裏
に
貼
り
付
け
た
板
。
注

126
も
参
照
。

128 

「
掛
札
之
留
」
に
は
土
居
桁
と
あ
る
。「
銅
葺
野
地
之
図
」（
口
絵
７
）
に
よ
れ
ば
、
修
理
後
の
屋

根
に
は
裏
板
の
上
に
土
居
桁
が
置
か
れ
た
。

129 

「
銅
葺
野
地
板
之
図
」（
口
絵
７
）
で
は
土
居
桁
と
熨
斗
板
の
間
に
等
間
隔
に
横
材
が
置
か
れ
て

お
り
、
こ
こ
で
い
う
「

」
は
こ
れ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。

130 

二
重
目
か
ら
四
重
目
ま
で
の
破
風
の
総
数
と
一
致
す
る
。

131 

丸
瓦
を
固
定
す
る
た
め
の
土
台
と
な
る
桟
木
。「
銅
葺
野
地
之
図
」（
口
絵
７
）
で
も
熨
斗
板
の

上
に
「
丸
桟
木
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

132 

屋
根
の
最
上
部
に
位
置
す
る
水
平
の
棟
。
こ
こ
で
は
破
風
の
大
棟
の
こ
と
か
。

133 

大
棟
の
両
端
か
ら
軒
先
に
向
か
う
化
粧
棟
。
こ
こ
で
は
破
風
の
下
り
棟
の
こ
と
か
。

134 

二
方
向
の
屋
根
の
傾
斜
を
合
わ
せ
て
軒
先
の
隅
に
向
か
う
棟
。
こ
こ
で
は
本
屋
根
の
四
方
の
棟

の
こ
と
か
。

135 

「
鬼
板
御
紋
付
」
は
鬼
瓦
の
別
名
。
名
古
屋
城
の
天
守
で
は
葵
紋
が
配
さ
れ
て
い
た
。

136 

鰭
瓦
。
鬼
瓦
の
下
端
左
右
に
付
く
瓦
で
、
波
や
雲
な
ど
の
意
匠
が
施
さ
れ
る
。

137 

鳥
衾
（
と
り
ぶ
す
ま
）。
鬼
瓦
の
上
に
配
さ
れ
る
、
円
筒
形
で
反
り
の
あ
る
瓦
。

138 

か
ら
か
ね
。
青
銅
の
こ
と
。

139 

土
居
熨
斗
。
外
壁
と
屋
根
が
接
す
る
部
分
や
棟
か
ら
雨
水
が
入
ら
な
い
よ
う
す
る
た
め
に
葺
か

れ
た
瓦
。

140 

き
つ
ね
ご
う
し
。
妻
飾
り
の
ひ
と
つ
。
格
子
の
内
側
に
板
を
張
っ
た
も
の
。

141 

破
風
板
の
逆
輪
（
飾
金
具
風
の
意
匠
）
に
施
さ
れ
た
葵
紋
の
こ
と
。『
金
城
温
古
録
』（
十
）
に

よ
れ
ば
、
宝
暦
修
理
で
破
風
板
を
銅
板
で
包
む
よ
う
に
な
る
以
前
か
ら
「
木
地
の
面
に
滅
金
の
御
紋

を
打
て
付
け
」
て
い
た
と
い
う
。

142 

長
塗
に
つ
い
て
は
注
37
を
参
照
。
白
長
塗
は
さ
ら
に
白
粉
を
混
ぜ
て
白
色
に
着
色
し
た
も
の
。

143 

榎
多
門
を
入
っ
て
東
に
進
ん
だ
、
西
之
丸
の
土
居
下
に
あ
っ
た
小
屋
の
こ
と
。
注25

も
参
照

144 

米
蔵
構
の
こ
と
。
注
39
を
参
照
。

145 

「
増
田
組
」
は
『
金
城
温
古
録
』（
二
十
七
）
に
あ
る
「
益
田
（
ま
し
た
）
方
」「
益
田
御
中
間
」

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
築
城
の
際
、
清
須
近
郊
の
増
田
村
（
現
稲
沢
市
増

田
町
）
か
ら
召
し
抱
え
た
者
が
城
内
の
掃
除
を
担
っ
た
こ
と
に
よ
る
、
掃
除
方
の
旧
称
で
、
同
書
編

纂
時
点
で
は
本
丸
掃
除
方
に
の
み
伝
わ
る
呼
称
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
掃
除
方
の
役
所
は
天
明
二

年
（
一
七
八
二
）
以
前
は
、下
多
門
の
西
北
、井
戸
の
近
く
に
あ
っ
た
と
す
る
。「
取
建
方
指
図
」（
口

絵
８
）
に
は
下
多
門
の
西
北
に
井
戸
が
描
か
れ
て
い
る
。

146 

御
深
井
丸
西
北
角
に
位
置
す
る
櫓
。
現
在
の
西
北
隅
櫓
。

147 

小
天
守
と
西
南
隅
櫓
の
間
に
設
け
ら
れ
て
い
た
多
門
。

148 

大
手
馬
出
と
西
之
丸
の
接
続
部
分
に
あ
っ
た
西
拍
子
木
門
の
こ
と
。「
取
建
方
指
図
」（
口
絵
８
）

に
は
門
の
西
側
に
板
塀
が
あ
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
堀
内
に
仕
切
り
が
描
か
れ
て
い
る
。

149 

黒
御
門
（
く
ろ
ご
も
ん
）
は
二
之
丸
御
殿
玄
関
の
南
側
に
あ
っ
た
門
。
黒
御
門
足
軽
頭
は
元
和

九
年
（
一
六
二
三
）
に
初
め
て
仰
せ
付
け
ら
れ
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
頃
、「
持
筒
頭
」
と
改

名
（
前
掲
『
名
古
屋
城
下
お
調
べ
帳
』）。
宝
暦
修
理
で
は
見
廻
り
役
を
つ
と
め
た
（
前
掲
「
掛
札

之
留
」）。

150 

先
手
組
（
さ
き
て
ぐ
み
）
は
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
大
坂
の
陣
の
際
に
鉄
炮
頭
二
十
一
人
、

弓
頭
十
二
人
を
供
奉
さ
せ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
元
禄
か
ら
享
保
の
間
（
一
六
八
八
～
一
七
三
六
）

に
先
手
組
の
名
が
付
い
た
と
い
う
。（
前
掲
『
名
古
屋
城
下
お
調
べ
帳
』） 

宝
暦
修
理
で
は
見
廻
り
役

を
つ
と
め
た
。（「
掛
札
之
留
」）
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151 

金
瘡
医
（
き
ん
そ
う
い
）
は
刀
傷
な
ど
の
創
傷
手
当
を
専
門
と
す
る
医
者
。「
掛
札
之
留
」
に
は

天
守
修
復
御
用
掛
と
し
て
金
瘡
医
二
名
の
名
が
み
え
る
。

152 

馬
廻
組
は
藩
主
の
警
固
に
あ
た
る
役
。
宝
暦
修
理
で
は
見
廻
り
役
を
つ
と
め
た
（「
掛
札
之
留
」）。

153 

五
十
人
組
は
藩
主
の
側
に
あ
っ
て
雑
使
・
警
護
の
任
に
あ
た
る
役
（
前
掲
『
名
古
屋
城
下
お
調

べ
帳
』）。
宝
暦
修
理
で
は
見
廻
り
役
を
つ
と
め
た
（「
掛
札
之
留
」）。

154 

押
之
者
（
お
さ
え
の
も
の
）
と
小
吏
（
し
ょ
う
り
）
は
と
も
に
下
級
の
役
人
。

155 

す
か
し
ご
も
ん
。
西
之
丸
と
御
深
井
丸
の
境
に
あ
っ
た
門
。

156 

本
丸
の
北
辺
、
大
天
守
の
東
側
に
位
置
す
る
門
。

157 

修
理
工
事
の
た
め
に
御
深
井
丸
か
ら
大
天
守
内
に
通
じ
る
位
置
に
設
け
ら
れ
た
仮
設
橋
の
こ
と
。

158 

箱
番
所
。
移
動
式
の
簡
易
な
番
所
。

159 

本
丸
の
北
側
、
御
深
井
丸
の
東
端
に
位
置
し
、
搦
手
馬
出
と
つ
な
が
る
塩
蔵
構
の
西
辺
に
位
置

す
る
門
。

160 

「
取
建
方
指
図
」（
口
絵
８
）
に
は
、
小
天
守
入
口
に
、「
此
番
所
御
城
代
組
御
足
軽
昼
二
人
夜
三

人
内
一
人
不
寝
番
相
勤
候
筈
」
の
注
記
が
あ
り
、
こ
の
位
置
に
番
所
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

161 

本
丸
御
殿
上
台
所
の
こ
と
。

162 

垂
木
の
上
に
横
に
渡
し
、
屋
根
材
を
受
け
る
細
長
い
材
。

163 

と
り
ぶ
き
。
屋
根
の
ふ
き
方
の
ひ
と
つ
。
そ
ぎ
板
を
並
べ
て
、風
で
飛
ば
な
い
よ
う
に
石
や
丸
太
、

竹
な
ど
で
押
さ
え
た
屋
根
。

164 

透
門
の
南
、
御
蔵
構
の
東
南
隅
、
内
堀
の
西
南
隅
に
あ
た
る
位
置
に
あ
っ
た
門
。
透
門
と
吹
貫

門
の
間
は
、
堀
と
御
蔵
構
の
塀
に
挟
ま
れ
た
直
線
の
通
路
と
な
っ
て
い
た
。

165 

門
の
左
右
両
側
に
つ
く
ら
れ
る
低
い
塀
。

166 

こ
の
時
、
榎
多
門
に
続
く
作
事
用
の
通
路
と
す
る
た
め
、
吹
貫
門
・
透
門
を
袖
塀
と
と
も
に
解

体
撤
去
し
た
と
さ
れ
て
お
り
（『
金
城
温
古
録
』
二
十
四
）、
そ
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

167 

荷
物
を
運
搬
す
る
人
足
。

168 

溝
の
な
い
敷
居
。

169 

「
か
つ
ら
石
」
は
建
物
の
基
壇
の
上
端
に
縁
材
と
し
て
置
か
れ
る
長
方
形
の
石
材
。

170 

控
え
柱
の
こ
と
。

171 

「
籏
台
」
は
、
不
明
門
を
本
丸
側
に
入
っ
た
左
右
、
お
よ
び
正
面
の
石
垣
の
う
ち
、
上
部
に
建
造

物
の
な
い
平
ら
な
部
分
を
指
す
。『
金
城
温
古
録
』（
四
）
は
、
戦
の
さ
い
に
門
の
守
衛
が
旗
を
立

て
る
場
所
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

172 

こ
こ
で
は
天
守
西
北
堀
の
外
側
石
垣
（
御
深
井
丸
側
）
の
天
端
の
な
ら
し
石
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

注
75
も
参
照
。

173 

こ
こ
で
は
堀
端
に
設
け
ら
れ
た
小
土
居
を
指
す
。
本
丸
四
方
の
堀
の
外
縁
に
は
す
べ
て
「
玉
縁
」

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
井
楼
や
桟
橋
が
仮
設
さ
れ
た
天
守
西
側
の
堀
で
は
、
透
門
か
ら
吹
貫

門
の
間
で
巾
六
尺
の
玉
縁
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（『
金
城
温
古
録
』
十
六
）。


